


発刊によせて 発刊によせて 
 

 

　現在の我が国経済、特に奈良県経済においては、一時に比べ回復は見られるものの、依然と

して景気回復を実感するには至らず、雇用不安が深刻化しています。 

　このような経営環境のもと、奈良県では、経済活性化と雇用創出を県の最重要課題として取

り組んでいます。特に今年度は、奈良の未来を創る「５つの構想案」を掲げ、その一つとして、

雇用、消費、投資が県内で活発に循環することを目標とした「ポストベッドタウン奈良」構想

を位置づけました。その中で、「産業・雇用振興プロジェクト」を立ち上げ、今後の県の産業構

造のあるべき姿は何か、産業分野別に効果的な支援策は何かを企業の皆様の意見を聴きながら

検討を進めています。我が国の本格的な首都「平城京」が誕生して１３００年の節目の年を新たな

スタートの年として、持続的な県産業の発展を目指します。 

　そのためには、企業の皆様の活力が不可欠です。このガイドブックでは、意欲ある企業のみ

なさんに活用していただけるよう、国や県の事業を一冊にまとめてご紹介しております。大い

にご活用いただき、活力ある企業づくりに各事業をご利用いただければ幸いに存じます。 

 

 

 

 

 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県知事 

１ 



「奈良の企業支援ガイドブック〔経営支援編〕」ご利用の手引き 
 

 

 

　このガイドブックは、中小企業者のみなさまや新たに事業を起こそうと考えている方々を対

象に、中小企業支援策等をご利用になる際の手引書として、奈良県の主な経営支援策を中心に、

国及び支援団体等の各種支援策もあわせて幅広く紹介しています。 

　ご利用になりたい支援策を、６ページから１１ページの「インデックス」で目的別にお探しく

ださい。 

　なお、今回の経営支援編に引き続き、雇用・労働関係助成金を中心とした「奈良の企業支援

ガイドブック〔雇用支援編〕」を発行する予定です。 

 

　 注 意 点 

 

１　掲載されている内容は、各支援策の「概要」です。実際の施策利用に当たっては、

支援策の詳細な内容を関係機関にお問い合わせください。 

　　お問い合わせ先の電話番号については、各支援策のページに記載している他、巻

末にも掲載しております。 

２　掲載されている施策は、項目、要件、申請時期などが変更されている場合もあり

ますので、ご注意ください。 

３　このガイドブックは、特に注意がない限り、平成２２年４月現在で編集されていま

す。 

 

 

　今後とも、より一層みなさまにとって使いやすいガイドブックの作成に努めて参りますので、

本冊子についてお気づきの点などございましたら、下記までご連絡ください。 

 

  

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人奈良県中小企業支援センター 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営支援課  人材確保係 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL.0742－30－5070 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市柏木町129－1  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なら産業活性化プラザ3Ｆ 
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目　　次 

 
 
○インデックス 
 

 
１．県内に工場等を立地したい・既存の工場等を拡張したい 
 

　　　　奈良県進出企業支援融資制度 

　　　　企業立地促進法による支援制度 

　　　　企業立地促進法による「企業立地促進資金（制度融資）」 

　　　　奈良県企業立地促進補助金 

　　　　奈良県企業活力集積促進補助金 

　　　　奈良県企業立地人材確保支援補助金 

　　　　企業立地における国及び市町村の優遇制度 

　　　　奈良県企業立地促進優遇税制 

　　　　企業立地促進法による「企業立地優遇税制」 

　　　　高度化事業 

　　　　奈良県企業定着促進補助金 

 

２．開業・創業したい 
 

　　　　奈良の宿創業資金（奈良県中小企業融資制度） 

　　　　奈良の宿フロンティア・開業支援資金（奈良県中小企業融資制度） 

　　　　奈良の宿パワーアップ資金（奈良県中小企業融資制度） 

　　　　宿泊施設の立地に関する優遇税制 

　　　　奈良の魅力あるレストラン創業支援資金（奈良県中小企業融資制度） 

　　　　創業支援資金（奈良県中小企業融資制度） 

　　　　奈良県中小企業融資制度（金融機関を通して融資する制度） 

　　　　市町村制度 

　　　　設備貸与制度（割賦・リース） 

　　　　設備資金貸付制度 

　　　　日本政策金融公庫  国民生活事業のご案内 

　　　　日本政策金融公庫  中小企業事業のご案内 

　　　　奈良県信用保証協会による信用保証 

　　　　創業塾・創業ゼミ 

　　　　商工会・商工会議所による支援（経営指導員等による相談・指導） 

　　　　専門家派遣事業 

　　　　中小企業応援センター事業 

　　　　窓口相談事業 

　　　　「Ｊ－ＮＥＴ２１」中小企業ビジネス支援ポータルサイト 

　　　　簡易な法人化で創業・起業を実現 

　　　　やまと創業インキュベータ（奈良・大和郡山） 
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３．新事業展開・事業拡大を図りたい 
 

　　　　奈良の宿パワーアップ資金（奈良県中小企業融資制度） 

　　　　奈良県中小企業融資制度（金融機関を通して融資する制度） 

　　　　設備貸与制度（割賦・リース） 

　　　　設備資金貸付制度 

　　　　日本政策金融公庫  国民生活事業のご案内 

　　　　日本政策金融公庫  中小企業事業のご案内 

　　　　商工会・商工会議所による支援（経営指導員等による相談・指導） 

　　　　専門家派遣事業 

　　　　中小企業応援センター事業 

　　　　窓口相談事業 

　　　　「Ｊ－ＮＥＴ２１」中小企業ビジネス支援ポータルサイト 

　　　　経営革新支援資金（奈良県中小企業融資制度） 

　　　　事業の共同化支援 

　　　　経営革新支援事業 

　　　　奈良くらしくす製品開発等支援補助金 

　　　　リーディングカンパニー創設補助金 

　　　　奈良発ニュービジネス発掘・育成補助金 

　　　　公募型研究開発事業の活用支援 

　　　　新連携対策事業 

　　　　地域資源活用新事業展開支援事業 

　　　　農商工連携対策支援事業 

　　　　なら農商工連携ファンド助成金 

　　　　商工会（奈良県商工会連合会）・商工会議所による支援（その他の高度・専門的な支援） 

　　　　奈良県中小企業団体中央会による支援（組合等に対する相談・指導・支援） 

　　　　経営革新計画作成のアドバイス 

　　　　学研都市研究成果活用支援事業　奈良高専技術情報活用支援事業 

　　　　県内国公立の各理系大学における産学連携窓口 

　　　　産学官の連携推進 

　　　　販路開拓コーディネート事業 

　　　　東京新拠点販路支援事業 

　　　　県内企業の販売支援事業 

　　　　　～１３００年のエイジング プレミアム奈良“凝縮”フェア開催事業～ 

　　　　人材育成事業 

　　　　戦略的基盤技術高度化支援事業（通称：サポ・イン）（研究開発委託） 

　　　　地域イノベーション創出研究開発事業（研究開発委託） 

　　　　製品や材料等の試験・分析 

　　　　設備機器の利用 

　　　　受託研究・共同研究 

　　　　ものづくりオープンラボ事業 

　　　　３次元ＣＡＤ技術セミナーの開催 

　　　　技術相談 

　　　　研究者養成研修 
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５ 

　　　　都市エリア産学官連携促進事業（発展型） 

　　　　　－関西文化学術研究都市及びその周辺エリア－ 

　　　　奈良県地域結集型研究開発プログラム「古都奈良の新世紀植物機能活用技術の開発」 

　　　　研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度 

　　　　特許情報の提供・特許流通の促進 

　　　　地域中小企業知財戦略コンサルティング事業（知財戦略構築のための専門家派遣） 

　　　　商店街次世代リーダー育成事業（商店街トライアル事業補助金） 

　　　　商店街農産物直売所モデル構築事業 

　　　　高齢者にやさしい宅配サービス事業（ふるさと雇用再生特別対策事業） 

　　　　環境コンサルタント活用支援事業 

　　　　　ゼロエミッションの推進のためのコンサルタントの活用を支援します 

　　　　産業廃棄物排出抑制等研究開発費補助事業 

　　　　　産業廃棄物の排出抑制等にかかる研究開発を支援します 

　　　　産業廃棄物排出抑制等設備導入支援補助事業 

　　　　　産業廃棄物の排出抑制等にかかる設備導入を支援します 

　　　　環境カウンセラーを派遣します 

　　　　奈良県産業活性化ミッション 

 

４．事業の安定化を図りたい 
 

　　　　奈良県中小企業融資制度（金融機関を通して融資する制度） 

　　　　市町村制度 

　　　　設備貸与制度（割賦・リース） 

　　　　設備資金貸付制度 

　　　　日本政策金融公庫  国民生活事業のご案内 

　　　　日本政策金融公庫  中小企業事業のご案内 

　　　　奈良県信用保証協会による信用保証 

　　　　商工会・商工会議所による支援（経営指導員等による相談・指導） 

　　　　専門家派遣事業 

　　　　中小企業応援センター事業 

　　　　窓口相談事業 

　　　　「Ｊ－ＮＥＴ２１」中小企業ビジネス支援ポータルサイト 

　　　　事業の共同化支援 

　　　　商工会（奈良県商工会連合会）・商工会議所による支援（その他の高度・専門的な支援） 

　　　　奈良県中小企業団体中央会による支援（組合等に対する相談・指導・支援） 

　　　　経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度） 

　　　　小規模企業共済制度 

　　　　経営安定相談 
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６ 

インデックス　１ 

支    援    制    度    の    分    類 
Ⅰ　県内に工場等を立地したい・ 
　 　既存の工場等を拡張したい 

1  奈良県に工場等を立地した 
　 い 

（1）資金面の支援 ア 融資・貸付 

Ⅱ　開業・創業したい 1  宿泊施設を開業したい （1）資金面の支援 ア 融資・貸付 

2  飲食店を開業したい （1）資金面の支援 ア 融資・貸付 

3  業種問わず開業したい （1）資金面の支援 ア 融資・貸付 

（2）セミナー・相談等 ア セミナー 

（3）他者との連携 
（4）オフィスの提供 

イ 相談 

ウ 情報提供 

イ 税の優遇等 

2  既存の工場等を拡張・機能 
　 強化したい 

（1）資金面の支援 ア 融資・貸付 

イ 補助金 

イ 補助金 

ウ 税の優遇等 

ウ 税の優遇等 



７ 

支  援  の  概  要 支   援   項   目 ページ 
奈良県進出企業に有利な金利で融資 

指定集積区域内での工場の新増設等への各種支援 

知事の承認を受けた中小企業が資金融資を受ける 

雇用創出や地域経済活性化の大規模立地への補助 

経済効果が高い中規模の立地促進への補助 

立地企業の人材確保の求人広告や人材紹介へ補助 

企業立地する場合の国や各市町村の各種優遇制度 

指定集積区域内での工場の新増設等への各種支援 

企業立地する場合の国や各市町村の各種優遇制度 

工場や研究所を設置した企業への事業税等の軽減 

県の指定業種に該当する企業の立地に税金の優遇 

奈良県進出企業に有利な金利で融資 

指定集積区域内での工場の新増設等への各種支援 

知事の承認を受けた中小企業が資金融資を受ける 

中小企業者が共同で工場団地を建設する等に支援 

企業立地における国及び市町村の優遇制度 

工場・研究所の機能強化への補助  

指定集積区域内での工場の新増設等への各種支援 

企業立地における国及び市町村の優遇制度 

県内で小規模宿泊施設を創業したい方に融資 

宿泊施設開業への融資 
 

既存宿泊施設事業者の施設増築・改築に融資 

宿泊施設の新増設事業者への事業税等の軽減 

県内で魅力ある飲食店を開業したい方に融資 
 

県内の創業者や５年以内の既創業者に融資 

金融機関を通じ低保証料・低利の融資を実施 

県内各市町村が行っている融資の概要 

自己資金調達が困難な場合に設備を一定期間貸与 

無利子の長期設備資金を貸し付け経営基盤を強化 

一般の金融機関から融資が困難な場合の資金供給 

国の中小企業政策に基づく長期資金の供給 

県内の中小企業に各種の保証を実施  

創業や新事業展開のための知識習得等を支援  

金融、税務、労働、取引、経理その他経営上のあらゆ 
る分野の相談を実施 

経営課題等について専門家を派遣し改善策を提案 

中小企業が中長期的に発展するため経営基盤強化 

創業・開業、経営革新、経営改善等あらゆる経営相談 
を実施 

中小企業施策の情報等をインターネットで提供 

個人の方が企業組合制度で創業する場合の支援 

起業家に安価な賃貸スペースを提供するとともに経営 
サポートを実施 

奈良県進出企業支援融資制度 

企業立地促進法による支援制度 

企業立地促進法による「企業立地促進資金（制度融資）」 

奈良県企業立地促進補助金 

奈良県企業活力集積促進補助金 

奈良県企業立地人材確保支援補助金 

企業立地における国及び市町村の優遇制度 

企業立地促進法による支援制度 

企業立地における国及び市町村の優遇制度 

奈良県企業立地促進優遇税制 

企業立地促進法による「企業立地優遇税制」 

奈良県進出企業支援融資制度 

企業立地促進法による支援制度 

企業立地促進法による「企業立地促進資金（制度融資）」 

高度化事業 

企業立地における国及び市町村の優遇制度 

奈良県企業定着促進補助金 

企業立地促進法による支援制度  

企業立地における国及び市町村の優遇制度 

奈良の宿創業資金（奈良県中小企業融資制度） 

奈良の宿フロンティア・開業支援資金 
（奈良県中小企業融資制度） 

奈良の宿パワーアップ資金（奈良県中小企業融資制度） 

宿泊施設の立地に関する優遇税制 

奈良の魅力あるレストラン創業支援資金 
（奈良県中小企業融資制度） 

創業支援資金（奈良県中小企業融資制度） 

奈良県中小企業融資制度（金融機関を通して融資する制度） 

市町村制度 

設備貸与制度（割賦・リース） 

設備資金貸付制度 

日本政策金融公庫 国民生活事業のご案内 

日本政策金融公庫 中小企業事業のご案内 

奈良県信用保証協会による信用保証 

創業塾・創業ゼミ 

商工会・商工会議所による支援 
（経営指導員等による相談・指導） 

専門家派遣事業 

中小企業応援センター事業 

窓口相談事業 
 

「Ｊ－ＮＥＴ２１」中小企業ビジネス支援ポータルサイト 

簡易な法人化で創業・起業を実現 

やまと創業インキュベータ（奈良・大和高田） 
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８ 

インデックス　2

支    援    制    度    の    分    類 
Ⅲ　新事業展開・事業拡大を図 
　 　りたい 

1  新商品開発、販路開拓を行 
　 いたい 

（1）資金面の支援 ア 融資・貸付 

2  技術の向上、研究開発を行 
　 いたい 

（1）資金面の支援 ア 委託金 

（2）試験・分析・研究 ア 材料等の試験・分析 

（4）人材育成 ア 研修会の実施 

（3）場の提供 
 
 
 
 
 

ア 販路開拓の場の提供 

産学官に関するもの 

イ 研究開発 

イ 情報提供 
販路開拓に関するもの 

産学官連携に関す 
るもの 

（2）セミナー・相談等 ア 相談 

他者との連携によ 
るもの 

イ 補助金等 

ウ 税の優遇等 



９ 

支  援  の  概  要 支   援   項   目 ページ 
金融機関を通じ低保証料・低利の融資を実施 

自己資金調達が困難な場合に設備を一定期間貸与 

無利子の長期設備資金を貸し付け経営基盤を強化 

一般の金融機関から融資が困難な場合の資金供給 

国の中小企業政策に基づく長期資金の供給 

新商品・新役務の生産や開発、販売のための融資 

事業協同組合等の共同経済事業を行う場合の支援 

新事業活動を全種目にわたり幅広く支援 

奈良の厳選された製品の発掘・育成等への補助 

コア技術で新技術開発するための補助 

新商品・新役務の開発や販路開拓事業への補助 

新商品・新技術の開発等に係る公募等の支援 

異分野の複数企業が連携して事業する場合の補助 

地域の優れた資源を活用した新商品開発への補助 

農林漁業者と連携して行う資源の有効活用に補助 

農林漁業者と連携した新商品、新役務開発の補助 

事業協同組合等の共同経済事業を行う場合の支援 

金融、税務、労働、取引、経理その他経営上のあらゆ 
る分野の相談を実施 

経営課題等について専門家を派遣し改善策を提案 

中小企業が中長期的に発展するため経営基盤強化 

多様化・高度化する事業者の支援ニーズに対応したさ 
まざまな支援を実施 

事業協同組合等の共同経済事業を行う場合の支援 

新商品・新技術の開発等に係る公募等の支援 

創業・開業、経営革新、経営改善等あらゆる経営相談 
を実施 

組合等への指導・支援や企業連携による新事業創出の 
支援を実施 

今日的な経営課題に即応する新事業活動を支援 

研究機関等で創出されるシーズを県内企業へ移転 
 

県内国公立の理系大学と産学連携を推進 

産学官が連携して研究テーマの発掘等を実施 

販路開拓の専門家が経営革新企業を支援 

中小企業施策の情報等をインターネットで提供 

奈良県内の開発商品を、首都圏で販路開拓等実施 

新作商品を持つ県内企業の販売会を、各所で実施 
 

経営者・管理者等を対象とした研修会の実施 

ものづくり基盤技術高度化の研究開発の委託 

地域の産学官による実用研究開発の委託 

材料・部品等の試験・分析等を実施し報告書発行 

工業技術センターの各種設備機器を有料で使用 

研究開発課題についての委託研究や共同研究 

製品化の可能な研究を工業技術センターで実施 

奈良県中小企業融資制度（金融機関を通して融資する制度） 

設備貸与制度（割賦・リース） 

設備資金貸付制度 

日本政策金融公庫 国民生活事業のご案内 

日本政策金融公庫 中小企業事業のご案内 

経営革新支援資金（奈良県中小企業融資制度） 

事業の共同化支援 

経営革新支援事業 

奈良くらしくす製品開発等支援補助金 

リーディングカンパニー創設補助金 

奈良発ニュービジネス発掘・育成補助金 

公募型研究開発事業の活用支援 

新連携対策事業 

地域資源活用新事業展開支援事業 

農商工連携対策支援事業 

なら農商工連携ファンド助成金 

事業の共同化支援 

商工会・商工会議所による支援 
（経営指導員等による相談・指導） 

専門家派遣事業 

中小企業応援センター事業 

窓口相談事業 
 

事業の共同化支援 

公募型研究開発事業の活用支援 

商工会（奈良県商工会連合会）・商工会議所による支援 
（その他の高度・専門的な支援） 

奈良県中小企業団体中央会による支援 
（組合等に対する相談・指導・支援） 

経営革新計画作成のアドバイス 

学研都市研究成果活用支援事業  
奈良高専技術情報活用支援事業 

県内国公立の各理系大学における産学連携窓口 

産学官の連携推進 

販路開拓コーディネート事業 

「Ｊ－ＮＥＴ２１」中小企業ビジネス支援ポータルサイト 

東京新拠点販路支援事業 

県内企業の販売支援事業 
～1300年のエイジングプレミアム奈良“凝縮”フェア開催事業～ 

人材育成事業 

戦略的基盤技術高度化支援事業（通称：サポ・イン）（研究開発委託） 

地域イノベーション創出研究開発事業（研究開発委託） 

製品や材料等の試験・分析 

設備機器の利用 

受託研究・共同研究 

ものづくりオープンラボ事業 
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１０ 

インデックス　3

支    援    制    度    の    分    類 
（Ⅲ　新事業展開・事業拡大を 
　　 　図りたい） 

（2  技術の向上、研究開発を 
　　 行いたい） 

（3）セミナー・相談等 ア セミナー 

Ⅳ　事業の安定化を図りたい 1  事業の安定化を図りたい （1）資金面の支援 ア 融資 

（2）セミナー・相談等 ア 相談・情報提供 

（3）他者との連携 

イ 共済制度 

イ 情報提供 

3  知的財産に関する支援を受 
　 けたい 

（1）資金面の支援 

（4）人材育成 

ア 特許料の減免 

4  商店街に関する支援を受け 
　 たい 

（1）資金面の支援 ア 補助金 

5  宿泊施設に関する支援を受けたい （1）資金面の支援 ア 融資 
6  環境対策・廃棄物抑制に関 
　 する支援を受けたい 

（1）資金面の支援 

7  その他 （1）先進地の視察 

ア 補助金 

イ 相談 

イ 専門家派遣 

ア 研修会の実施 

（5）産学官共同研究 

（2）セミナー・相談等 ア 相談 

イ 委託 

（2）相談 ア 相談 



１１ 

支  援  の  概  要 支   援   項   目 ページ 
企業の技術者に各種研修を実施 

企業の技術上の相談や問題に研究員がアドバイス 

経営者・管理者等を対象とした研修会の実施 

企業の技術者に各種研修を実施 

産学官連携でヘルスケアデバイスシステムを構築 
 

奈良県特産の植物素材を活用した新製品の創出 
 

研究開発のための特許権取得の場合、料金の軽減 

技術開発等にかかる特許相談や特許情報活用支援 

企業の知的財産を保護活用のため専門家を派遣 
 

商店街の次世代を担うリーダーの育成支援 
 

商店街空き店舗を農作物即売所として活用の支援 

高齢者等に生活必需品を届ける共同宅配システムの構 
築 

既存宿泊施設事業者の施設増築・改築に融資 

環境コンサルタント活用の場合に経費を補助 

産業廃棄物の排出抑制等に係る研究開発を支援 

産業廃棄物の排出抑制等に係る設備導入を支援 

環境コンサルタント活用の場合に経費を補助 

産業廃棄物の排出抑制等に係るカウンセラー派遣 

産業界と行政関係者等が一体となり先進地を視察 

金融機関を通じ低保証料・低利の融資を実施 

県内各市町村が行っている融資の概要 

自己資金調達が困難な場合に設備を一定期間貸与 

無利子の長期設備資金を貸し付け経営基盤を強化 

一般の金融機関から融資が困難な場合の資金供給 

国の中小企業政策に基づく長期資金の供給 

県内の中小企業に各種の保証を実施 

取引先が倒産した場合の共済金の貸付 

小規模事業者が廃業等の場合の共済金の支払い 

金融、税務、労働、取引、経理その他経営上のあらゆ 
る分野の相談を実施 

経営課題等について専門家を派遣し改善策を提案 

中小企業の中長期的発展のための経営基盤強化 

創業・開業、経営革新、経営改善等あらゆる経営相談 
を実施 

多様化・高度化する事業者の支援ニーズに対応したさ 
まざまな支援を実施 

組合等への指導・支援や企業連携による新事業創出の 
支援を実施 

経営安定のため弁護士等専門スタッフが相談 

中小企業施策の情報等をインターネットで提供 

事業協同組合等の共同経済事業を行う場合の支援 

３次元ＣＡＤ技術セミナーの開催 

技術相談 

人材育成事業 

研究者養成研修 

都市エリア産学官連携促進事業（発展型） 
－関西文化学術研究都市及びその周辺エリア－ 

奈良県地域結集型研究開発プログラム 
「古都奈良の新世紀植物機能活用技術の開発」 

研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度 

特許情報の提供・特許流通の促進 

地域中小企業知財戦略コンサルティング事業 
（知財戦略構築のための専門家派遣） 

商店街次世代リーダー育成事業 
（商店街トライアル事業補助金） 

商店街農産物直売所モデル構築事業 

高齢者にやさしい宅配サービス事業 
（ふるさと雇用再生特別対策事業） 

奈良の宿パワーアップ資金（奈良県中小企業融資制度） 

環境コンサルタント活用支援事業 

産業廃棄物排出抑制等研究開発費補助事業（研究開発を支援） 

産業廃棄物排出抑制等設備導入支援補助事業（設備導入を支援） 

環境コンサルタント活用支援事業 

環境カウンセラーを派遣します 

奈良県産業活性化ミッション 

奈良県中小企業融資制度（金融機関を通して融資する制度） 

市町村制度 

設備貸与制度（割賦・リース） 

設備資金貸付制度 

日本政策金融公庫 国民生活事業のご案内 

日本政策金融公庫 中小企業事業のご案内 

奈良県信用保証協会による信用保証 

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度） 

小規模企業共済制度 

商工会・商工会議所による支援 
（経営指導員等による相談・指導） 

専門家派遣事業 

中小企業応援センター事業 

窓口相談事業 
 

商工会（奈良県商工会連合会）・商工会議所による支援 
（その他の高度・専門的な支援） 

奈良県中小企業団体中央会による支援 
（組合等に対する相談・指導・支援） 

経営安定相談 

「Ｊ－ＮＥＴ２１」中小企業ビジネス支援ポータルサイト 

事業の共同化支援 
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１２ 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 企業誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１３（P１０７，№１１） 

奈良県進出企業支援融資制度 

　日本政策投資銀行と連携し、進出企業に対する融資制度を設けています。進出企業が市場金利に比べて有
利な融資を受けられるよう、日本政策投資銀行が行う融資の一部について、奈良県が利子補給を行います。 
 
 
 
１．融資対象業種（対象施設） 
　製造業（工場・研究所）、情報通信業（コールセンター）、運輸業（配送センター）、宿泊業（宿泊施設） 
 
２．融資対象事業 
　次のいずれかに該当し、かつ投資額（用地取得費を除く）が５億円を超える事業で、知事が認めるもの 
①本社が県外にある企業が新たに対象施設を建設する場合 
②企業活動の本拠が県外にある企業が新たに対象施設を建設する場合 
③県内の既存対象施設を拡張し、事業規模を概ね３０％以上拡大する場合 

 
３．融資条件・融資の実行 
　　日本政策投資銀行が審査の上決定し、融資を実行 
　　　融 資 率：投資額に対して最大５０％ 
　　　金　　利：市場を下回る政策金利（案件より変動） 
　　　貸付限度：特になし 
 
４．県による利子補給 
　　県が利子の一部を負担 
　　　範　囲：融資事項額のうち１０億円を限度 
　　　期　間：１０年間実行 
　　　補給率：年０．２％ 

趣旨・目的 

概　　　要 
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企業立地促進法による支援制度 

１３ 

趣旨・目的 

概　　　要 

　企業立地促進法は、①工場の新増設または②新設備導入による事業高度化に対して支援制度を設けていま
す。（奈良県企業立地基本計画又はけいはんな地域広域基本計画の対象地域において同計画の集積業種の事
業を行う場合で、企業立地計画または事業高度化計画を提出し県の承認を受けた事業が対象となります。） 
 
 
 
１．奈良県企業立地基本計画について 
　（１）対象地域 
　奈良県内の明日香村を除く３８市町村（但し、自然公園、自然環境保全地域、国指定鳥獣保護区、県指
定鳥獣保護区特別保護地区及び環境省指定の特定植物群落は除く。） 

　（２）対象業種 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★奈良市及び生駒市は「けいはんな地域広域基本計画」により、印刷業、情報サービス業、インターネッ
ト付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、学術・開発研究機関も対象となります。 
 
　　　は特別償却適用業種（但し、その他製造業は眼鏡製造業及び時計製造業のみ適用） 
 
※は農林漁業関連業種・・・「特別償却の適用」及び「不動産取得税及び県固定資産税の課税免除」にお
いて投資規模要件が低く設定されています。（次頁参照） 

 
２．支援メニューを利用するには 
　企業立地や事業高度化に着手する前に、「企業立地計画」または「事業高度化計画」を作成・提出して
県の承認を受ける必要があります。 
　・工場の新増設の場合･ ･ ･ ･「企業立地計画」を提出 
　・新たな設備の導入による事業高度化の場合･ ･ ･ ･「事業高度化計画」を提出 
　「企業立地計画」または「事業高度化計画」の承認後、各支援メニューの実施主体に申請してください。 

分類番号 産業分類表（中分類） 分類番号 産業分類表（中分類） 

9 

10 
 

11 

12 

13 

14 

16 

18 

19 

20 

21

食料品製造業※ 

飲料・たばこ・飼料製造業※ 

（たばこ製造業を除く） 

繊維工業 

木材・木製品製造業（家具を除く）※ 

家具・装備品製造業※ 

パルプ・紙・紙加工品製造業※ 

化学工業（塩製造業を除く） 

プラスチック製品製造業※ 

ゴム製品製造業※ 

なめし革・同製品・毛皮製造業 

窯業・土石製品製造業 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

鉄鋼業 

非鉄金属製造業 

金属製品製造業 

はん用機械器具製造業 

生産用機械器具製造業 

業務用機械器具製造業 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 

電気機械器具製造業 

情報通信機械器具製造業 

輸送用機械器具製造業 

その他の製造業 
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１４ 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 企業誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１３（P１０７，№１１） 

①特別償却の適用 
　機械等　１５％ 
　建物等　８％ 
◎実施主体： 
　国税庁、税務署 
 
 
 
 
 
 
 
②不動産取得税・県固定
資産税の課税免除 
◎実施主体：奈良県 
 
③公庫の超低利融資（中
小企業対象） 
◎実施主体： 
　日本政策金融公庫 
 
 
 
 
④企業立地促進資金（制
度融資） 
◎実施主体： 
　奈良県、指定金融機関 
 
⑤小規模企業等設備導入
資金助成制度（無利子貸
付）の特例 
◎実施主体： 
（財）奈良県中小企業支
援センター 
 
 
（財）食品流通構造改善促進
機構の債務保証 
◎実施主体： 
（財）食品流通構造改善
推進機構 

【１項業種】国内外の厳しい競争条件下にある業種（繊維工業、化学工業、
鉄鋼業、機械器具製造業などＰ１３表内　　　の業種） 
・建物等＝取得合計５億円以上 
・機械装置＝１千万円／基かつ総投資額３億円以上 
・新製品・新商品の開発又は製造のための設備または生産性を向上させる設
備 
【２項業種】農林漁業と関連が高い業種（食料品製造業、木材・木製品製造
業などＰ１３表内※印の業種） 
・建物等＝取得合計５千万円以上 
・機械装置＝５百万円／基かつ総投資額４千万円以上 
・新製品・新商品の開発・製造のための設備または生産性を向上させる設備 
 
 
詳細はＰ２３ 
 
 
対　　象……承認企業立地計画・承認事業高度化計画に基づく設備投資等 
利　　率……設備資金の２億７千万円までは特利③－０．４％、 
　　　　　　設備資金の２億７千万円超部分と運転資金は基準金利 
貸付限度……中小企業事業：７億２千万円（うち運転資金２億５千万円） 
　　　　　　国民生活事業：７千２百万円（うち運転資金４千８百万円） 
貸付期間……設備資金１５年（２０年）以内（据置２年以内） 
　　　　　　運転資金５年（７年）以内（据置１年以内） 
 
 

詳細はＰ１５ 
 
 
 
対　　象……小規模企業等＝従業員２０人以下（商業・サービス業は５人以下）

など 
貸付限度……４千万円（所要資金の１／２以内）を６千万円（所要金額の２

／３以内）に拡大 
利　　率……無利子 
償還期間……７年以内（据置１年以内） 
※連帯保証人または物的担保必要 

 

保証範囲……借入元利及び損害金の合計額の９０％ 
対　　象……食料品製造業 
保証期間……２０年以内 
保 証 料……元本の０．８％以内 
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企業立地促進法による 
「企業立地促進資金（制度融資）」 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課  企業誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１３（Ｐ１０７，№１１） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　企業立地促進法に基づき「企業立地計画」または「事業高度化計画」を提出し、知事の承認を受けた中小
企業が、事業に必要な資金の融資を受けることが可能となります。 
 
 
 
１．貸付対象 
　知事の承認を受けた「企業立地計画」または「事業高度化計画」に基づく設備投資等 
 
２．貸付限度 
　設備資金・運転資金：２億８千万円以内（但し、運転資金は、８千万円以内） 
　（有担保２億円、無担保８千万円）※普通保証と別枠 
 
３．貸付期間 
　設備資金：１５年以内（うち据置１年以内） 
　運転資金：１０年以内（うち据置１年以内） 
 
４．利率 
　１．８３５％（平成２２年４月１日時点） 
　※今後金融情勢等により変更することがあります。 

 
５．保証 
　保証協会の保証が必要 
 
６．保証料 
　０．５０％ 
 
７．保証人 
　原則として、法人代表者以外の保証人は不要 
 
（注）上記メニューを活用するには、事業着手前に「企業立地計画」「事業高度化計画」を県企業立地推進課に提出し、承

認を受ける必要があります。（承認を受けるための手続きについての詳細はＰ.１３） 
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奈良県企業立地促進補助金 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 企業誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１３（P１０７，№１１） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　雇用の創出および地域経済の活性化に大きく貢献する大規模な立地に対して支援します。 
 
 
 
１．対象企業 
　　製造業の工場・研究所を立地する企業 
 
２．対象となる事業 
　　平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までに着工する事業で①～③のすべての要件を満たすもの 
　　①固定資産投資額（土地の取得に要する経費を除く）が２００億円以上 
　　②県内新規常用雇用者が１００人以上 
　　③市町村から立地に関する支援を受けるもの 
 
３．補助金の額 
　　固定資産投資額の５％ 
　　付帯経費の５％（※付帯経費の例…埋蔵文化財調査、地下水調査、造成工事等） 
　　県内新規常用雇用者１人につき１０万円（３年間） 
　　補助限度額３０億円 
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問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 企業誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１３（P１０７，№１１） 

奈良県企業活力集積促進補助金 

　経済効果の高い中規模の立地を促進するために、工場・研究所の立地に対し支援します。 
 
 
 
１．対象企業 
　　製造業の工場・研究所を立地する企業 
 
２．対象となる事業 
　平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までに着工する事業で①または②のいずれかの要件を満たす
もの 
　　①固定資産投資額（土地の取得に要する経費を除く）が５億円以上かつ県内新規常用雇用者が１０人以上 
　　②常用雇用者が１００人以上 
 
３．補助金の額 
　　固定資産投資額の１０％ 
　　付帯経費の５％ 
　　県内新規常用雇用者１人につき１０万円（３年間） 
　　補助限度額３億円 
　　※ただし知事が特に認める場合 
　　◎県内新規常用雇用者が５０人以上：限度額５億円 
　　◎県内新規常用雇用者が１００人以上：限度額１０億円 

趣旨・目的 

概　　　要 
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問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 企業立地支援グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８７２（P１０７，№１２） 

奈良県企業立地人材確保支援補助金 

　立地企業の人材確保のために、求人広告や人材紹介に対し支援します。 
 
 
 
１．対象企業 
　　製造業の工場・研究所を新たに立地する企業で以下の①～③の要件を満たす企業 
　　①１，０００㎡以上の土地において立地 
　　②平成２１年４月１日以降に着工又は操業 
　　③県内新規常用雇用者が５人以上を予定しているもの 
 
２．対象となる事業 
　（１）求人広告事業 
　職業紹介事業者の運営する人材情報サイトや同者が発行する雑誌、新聞等に求人広告を掲載する事業
　（デザイン制作及び広告掲載料） 

　（２）人材紹介事業 
　職業紹介事業者に人材紹介を依頼して雇用関係を成立させる事業（職業安定法第３２条の３に記載され
ている手数料のうち、人材紹介にかかる成功報酬（手数料）） 

 
３．補助金の額 
　　補助対象経費の２分の１以内 
　　補助限度額（１）（２）各 １々００万円 

趣旨・目的 

概　　　要 
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企業立地における 
国及び市町村の優遇制度 

１．国の優遇制度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．市町村の優遇制度（補助金・助成金・奨励金） 

概　　　要 

地　　域 対象施設要件 特別償却 事　業　税 不動産取得税 

過疎地域 
※五條市の一部 
　宇陀市の一部 
　宇陀郡 
　吉野郡（大淀町除く） 
　山添村 

市町村名 要　　件 内　　容 

天　理　市 

○指定地域への工場等の設置 
○公害防止協定の締結 
○用地取得後３年以内に操業開始 
○新設１５人、増設及び移設１０人以上の雇用 
○投下固定資産総額３億円以上 

【工場等設置奨励金】 
初年度固定資産税額×１００／１００ 
２年度固定資産税額×　７５／１００ 
３年度固定資産税額×　５０／１００ 
【雇用促進奨励金】 
１年以上の地元雇用に対して、１０人を超える 
１人につき２０万円（限度額２，０００万円） 

工業生産設備取得額が 
２７００万円を超えるもの 
等 

３年または５年間 
課税免除 

取得時課税免除 １０％（機械） 
６％（機械） 

半島振興対策実施地域 
※五條市 
　吉野郡 

工業生産設備取得額が 
２７００万円を超えるもの 
等 

３年間不均一課税 
（税率１／１０） 

取得時不均一課税 
（税率１／１０） 

１０％（機械） 
６％（建物） 

関西文化学術研究都市 
※奈良市の一部 
※生駒市の一部 

・研究所用施設取得額 
　が２億円以上 
・建設計画の達成に関 
　する国土交通大臣の 
　証明等 

取得時不均一課税 
（税率１／１０） 

１６％（機械） 
８％（建物） 

桜　井　市 

○投下資本額３，０００万以上もしくは、常時使 
　用従業員５０人以上 

【奨励金】 
固定資産税額等の市税額以内 
期間：３年間（投下資本額が、５,０００万円以上 
　　　は５年間） 

御　所　市 

○指定区域内に工場等の設置 
○投下固定資産（土地除く）の取得価格総 
　額３,０００万円以上 
○公害防止の適正措置 
○市税、国保税その他公課を滞納していな 
　いこと 
○操業開始日までに奨励措置を受ける意志 
　を市長へ届け出ていること 

【固定資産税奨励金】 
前年度固定資産税相当額（課税免除の適用事 
業者は償却資産（構築物を除く）分のみ） 
期間：３年間 
【雇用促進奨励金】 
（課税免除の適用事業者も対象） 
操業開始日の前後６箇月間の地元雇用に対し 
て１人につき２０万円（限度額１,０００万円） 
【設備投資奨励金】 
（課税免除の適用事業者も対象） 
投下固定資産（土地除く）の取得価格総額× 
１／１００（限度額１,０００万円） 
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宇　陀　市 

○設置場所が適当 
○周辺環境への十分な配慮 
○用地収得日から５年以内に事業開始 
○事業の開始日において、従業員数が１０人 
　以上 
○投下固定資産取得費用総額が３，０００万円 
　以上 
○市税を滞納していないこと 
○風俗営業及び公序良俗に反する営業又は 
　その他周辺環境に著しく害を及ぼす恐れ 
　のある事業でないこと 

【報奨金】 
前年度固定資産税相当額 
期間：５年間 

生　駒　市 

①指定区域内に工場・研究所の設置かつ、 
　以下の②、③のどちらかに該当するもの 
②投下固定資産総額（土地の取得に関する 
　経費を除く。）２億円以上（新設）／１ 
　億円以上（増改築） 
③取得若しくは賃借をした用地等の面積が 
　１，５００㎡以上 

【事業所設置補助金】 
固定資産総額等（土地の取得に関する経費を 
除く。）×１０／１００ 
【雇用促進補助金】 
市内新規常時雇用者１人につき４０万円 
（限度額　事業所設置補助金と雇用促進補助 
金の合計額が５，０００万円） 
【操業支援補助金】 
（１）初年度　固定資産税額の９／１０ 
（２）２年度　固定資産税額の２／３ 
（３）３年度　固定資産税額の１／３ 
（限度額３年間の合計額が３，０００万円） 

山　添　村 
○投下固定資産総額１億円以上 
○投下資産１０億円以上の場合は常時雇用従 
　業員数３０人以上又は村内在住１／５以上 

【奨励金】 
固定資産税の１／２～３／４ 
期間：３年～８年以内 

御　杖　村 

○投下固定資産総額 
　３００万円以上（新設）／１５０万円以上（増 
　設）もしくは、 
○常時雇用従業員数 
　３０人以上（新設）／１５人以上（増設） 

【奨励金】 
固定資産税の範囲内 
期間：３年間 

川　西　町 

○立地場所にふさわしい事業内容 
○事業所の立地に伴う環境の保全について 
　適切な措置 
○投下固定資産総額１億円以上 
○従業員数常時10人以上 
○町税を滞納していないこと 
○風俗営業でないこと 

【報奨金】 
前年度固定資産税額相当額の１／１０（予算の 
範囲内） 
期間：５年間 

大　淀　町 

○投下固定資産総額１億円以上（新設）／ 
　５,０００万円以上（増設） 
○建物延床面積が１，０００㎡以上（新設）／ 
　増設部分５００㎡以上（増設）／建替前、移 
　転前の面積以上（改修、移転） 
○従業員数が１０人以上 
（当該事業所で常勤雇用する者） 
※ただし「風俗営業」「公序良俗に反するもの」 

　「周辺環境に著しく害を及ぼすおそれのある 

　もの」を除く 

【助成金】 
前年度固定資産税、町民税額相当額×１／５ 
期間：５年間 
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問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 企業誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１３（P１０７，№１１） 

３．市町村の優遇制度（固定資産税の不均一課税又は課税免除） 

市町村名 要　　　　　件 内　　容 適用期間 

五　條　市 新増設 不均一課税 ３年間 

吉　野　町 

大　淀　町 

下　市　町 

黒　滝　村 

天　川　村 

十 津 川 村 

下 北 山 村 

新増設 

新増設 

新増設 

新増設 

新増設 

新増設 

新増設 

投下固定資産額 ２，７００万円以上 

投下固定資産額 ２，７００万円以上 

投下固定資産額 ２，７００万円以上 

投下固定資産額 ２，５００万円以上 

投下固定資産額 ２，７００万円以上 

投下固定資産額 ２，５００万円以上 

投下固定資産額 ２，５００万円以上 

課税免除 

不均一課税 

課税免除または不均一課税 

課税免除 

課税免除 

課税免除 

課税免除 

３年間 

３年間 

３年間 

３年間 

３年間 

３年間 

３年間 

 
生　駒　市 

 
新増設 

文化学術研究施設の新設及び取得され 

た固定資産（家屋設計計画の同意の日 

以後の土地取得で、取得後1年以内に 

建設着手した場合） 

 
不均一課税 

 
３年間 

御　所　市 新増設 

県より「企業立地計画」の承認を受け 

た事業者が、当計画に従い新増設 

２億円超（農林漁業関連業種は５,０００万円超） 

投下固定資産額 ２,７００万円以上 

課税免除（家屋、構築物 

及びその敷地に賦課され 

る固定資産税） 

３年間 
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奈良県企業立地促進優遇税制 

２２ 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 企業誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１３（P１０７，№１１） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　一定要件を満たす工場または研究所を設置した法人を対象に、事業税や不動産取得税の軽減措置（最大４
億円）を行います。 
 
 
 
１．事業税の軽減 
　（１）対象施設 
　　工場（製造業の事業に供する生産施設）または研究所（製造の事業に関する研究施設） 
　（２）対象地域 
　　奈良県全域 
　（３）対象者 
　平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日までの間に、用地を取得、賃借又は地上権を取得し、一定
要件を満たす工場又は研究所を設置した法人 

　（４）要件 
　　次の要件をいずれも満たす工場又は研究所を設置した法人 
　　　①総建築面積（福利厚生施設を除く）が３，０００㎡以上 
　　　　　（移転に伴う場合は、建築面積が３，０００㎡以上増加することが必要） 
　　　②工場又は研究所を設置した法人の県内の事務所又は事業所において、 
　　　　・新規雇用が１０人以上（雇用期間の定めのない者等であって、県内に住所を有する者に限る） 
　　　　・かつ、増加する県内の総従業者数が１０人以上 
　（５）軽減措置 
　　所得金額部分を３年間、通常の３／４に軽減 
　　年間減税額は１億円以内（１億円×３年間＝最大３億円） 
 
２．不動産取得税の軽減 
　（１）対象施設、対象地域、対象者 
　　事業税と同じ 
　（２）要件 
　　次の①又は②のいずれかの要件に該当すること 
　　　①上記事業税の軽減要件を満たす工場又は研究所 
　　　②次の要件をいずれも満たす研究所（県内移転の場合や敷地内に生産施設がある場合を除く） 
　　　　・研究所用の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が２億円以上 
　　　　・研究所を設置した法人の県内の事務所又は事業所における総従業者数の合計が１０人以上増加 
　（３）軽減措置 
　　生産施設又は研究施設及びその敷地（水平投影）部分を３／４に軽減 
　　減税額は１億円以内 
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企業立地促進法による「企業立地優遇税制」 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 企業誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１３（P１０７，№１１） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　企業立地促進法に基づき「企業立地計画」を提出し、知事の承認を受けたものが、一定要件を満たす立地
を行った場合、不動産取得税等の県税を課税免除します。 
 
 
 
１．対象業種 
　　基本計画（以下の２計画）に定められた指定業種（P.１３の表を参照） 
 
２．対象者 
　　基本計画の計画期間内に、知事の承認を受けた「企業立地計画」に従って対象施設を設置した者 
　　　奈良県企業立地基本計画の計画期間：平成２１年２月２４日～平成２５年３月３１日 
　　　けいはんな地域広域基本計画の計画期間：平成２２年３月２５日～平成２６年３月３１日 
 
３．対象施設 
　建物、付属設備、構築物及びそれらの敷地である土地の取得価額の合計が２億円超のもの（農林漁業関
連業種は５，０００万円超） 
 
４．軽減措置の内容 
　（１）不動産取得税　 
　対象施設の用に供する家屋（事務所等にかかる部分を除く）とその敷地である土地の取得に対して課
される不動産取得税を課税免除 
※計画期間開始日以降の取得に限り、土地については取得後１年以内に家屋の着工がされたものに限る。 

 
　（２）県固定資産税 
　対象施設の用に供する構築物が、大規模償却資産として県固定資産税の課税対象となる場合に、県固
定資産税を３年間に限り課税免除 
※計画期間開始日以降の取得に限る。 

 
注）上記メニューを活用するには、事業着手前に「企業立地計画」を県企業立地推進課に提出し、承認を受ける必要があ

ります。（詳細はＰ.１３） 
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２４ 

高 度 化 事 業 

　高度化事業とは、中小企業者が組合等を設立し、経営基盤の強化や環境改善を図るために工場団地・卸団
地・ショッピングセンターなどを建設する事業や、商工会等が地域の中小企業者を支援する事業に対して、
中小企業基盤整備機構と県が連携して資金やアドバイスで支援する、政策性の高い制度です。 
 
 
 
１．制度の特徴 
　（１）貸付条件等 
　　貸付利率：１．１０％（固定）（平成２２年度貸付分。毎年度見直しあり。） 
　　　　　　　特別の法律に基づく事業などは無利子 
　　償還期間：２０年以内（内据置期間３年以内） 
　　※事業の種類により貸付条件は異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。 
　　※担保として不動産、動産の提供や保証人が必要です。 
　（２）コンサルティングの実施 
　貸付けを行うにあたっては、事前に事業計画について専門的な立場からアドバイスが行われます。 
　また、診断助言は貸付後も随時行われます。 

　（３）各種税制の特例措置 
　集団化事業等で、現在の施設を売却して移転しようとする場合、その施設売却に伴う譲渡益に対して
は、課税が繰り延べられる（買い換え資産の特例）などの特例措置があります。 

　（４）申請の手続き等 
　事前検討、調査・分析、事業計画の策定、診断・助言等多くの手続きが必要です。 
　また、借入後においても種々の制約がありますので、十分検討してください。 

 
２．主な事業の概要 
　（１）集団化事業 
　市街地などに散在する工場や店舗などを、生産性や効率性向上、異業種との連携、公害・騒音問題解
決のため、一つの区域や建物にまとまって移転するもの。 

　（２）集積区域整備事業  
　商店街もしくは工場などが集積している区域で、建物の建て替えなど区域全体を整備するもの。 

　（３）共同施設事業 
　共同で利用・経営する加工施設や研究開発施設、物流センター、商店街のアーケード・カラー舗装、
駐車場などを整備するもの。 

　（４）施設集約化事業  
　店舗が集まりショッピングセンターを、また工場を集約化して共同工場などを整備するもの。 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 商工課 高度化資金係 
 ＴＥＬ：０７４２ー２７ー８８０７（Ｐ１０７，№　６） 

趣旨・目的 

概　　　要 
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奈良県企業定着促進補助金 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 企業誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１３（P１０７，№１１） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　県内立地企業による安定的かつ継続的な企業活動を促進するために、工場・研究所の機能強化に対し支援
します。 
 
 
 
１．対象企業 
　　製造業の工場・研究所を県内に立地している企業で、以下のすべての要件を満たす企業 
①県内に立地後、２０年以上経過している企業 
②県内における常用雇用者が５０人以上で、かつ総従業者に占める常用雇用者の割合が３分の２以上であ
る企業 

 
２．対象となる事業 
　平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までに着工する事業で①または②のいずれかの要件を満たす
もの 
　　①機能強化に要する経費（土地の取得に要する経費を除く）が１０億円以上 
　　　（※機能強化に要する経費の例…建物の改築・改修・機械装置の設置等） 
　　②県内新規常用雇用者が２０人以上 
 
３．補助金の額 
　　機能強化に要する経費の５％ 
　　付帯経費の５％ 
　　県内新規常用雇用者１人につき１０万円（３年間） 
　　補助限度額１億円 
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１．対象者 
　県内で宿泊施設を創業しようとする、次の①～③いずれかに該当する者で、その事業計画について奈良
県知事の認定を受けた者 
①新たに事業を行おうとする個人で、借入額と同額以上の自己資金を有し、１か月以内に新たに事業を
開始する具体的計画を有する者。 
②事業を営んでいない個人が借入額と同額以上の自己資金を有し、２か月以内に新たに会社を設立し、
当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。 
③中小企業者である会社が、事業の全部又は一部を継続実施しつつ、新たに中小企業である会社を設立
し、当該新会社が事業を開始する具体的計画を有する者。 

　 
２．融資条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※１）４月１日現在の利率であり、今後金融情勢等により変更することがあります。 

　また、Ｈ２３．３．３１までに融資実行を受けた借受者には、県が５年間、年２％（但し、融資利率が２％を下回る場合

はその利率まで）の利子を補給します。 

（注）県融資制度の「創業支援資金」・「奈良の魅力あるレストラン創業支援資金」との併用不可 

 
３．手続きの流れ 
　相談→奈良県知事認定（県企業立地推進課）→融資申込(金融機関へ)・保証申込→審査→融資→返済 

奈良の宿創業資金（奈良県中小企業融資制度） 
【責任共有制度対象外】 

概　　　要 

融資限度額 
（設備・運転資金合計） 

融資利率 

融資期間 

償還方法 

担保・保証人 

保証料率 

取扱金融機関 
（融資申込先） 

個人　２，５００万円 （ただし、対象事業費の５０％以内） 
法人　１，５００万円 

年　１．８３５％（※１） 

設備　７年以内（内据置１年以内） 
運転　５年以内（内据置１年以内） 

割賦 

奈良県信用保証協会の保証が必要 
担保不要・法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 

年　０．８％ 

商工中金奈良支店・南都銀行・りそな銀行・ 
大和信用金庫・奈良中央信用金庫・奈良信用金庫・ 
近畿産業信用組合 

２６ 

問い合わせ先 

認定申込　奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 ホテル誘致グループ 
 ＴＥＬ：０７４２ー２７ー８８７３（Ｐ１０７，№１３） 
その他　　奈良県産業・雇用振興部 商工課 金融係 
 ＴＥＬ：０７４２ー２７ー８８０７（Ｐ１０７，№　５） 
　　　　　各取扱金融機関 
　　　　　奈良県信用保証協会 ＴＥＬ：０７４２ー３３ー０５５２（Ｐ１１１，№３２） 
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問い合わせ先 

認定申請　奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 ホテル誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８７３（Ｐ１０７，№１３） 
そ の 他　奈良県産業・雇用振興部 商工課 金融係 
 TEL：０７４２ー２７ー８８０７（Ｐ１０７，№　５） 
　　　　　各取扱金融機関 
　　　　　奈良県信用保証協会 TEL：０７４２ー３３ー０５５２（Ｐ１１１，№３２） 

奈良の宿フロンティア・開業支援資金 
（奈良県中小企業融資制度） 

１．対象者 
　県内で宿泊施設を開業しようとする、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する者で、その事業計画につ
いて奈良県知事の認定を受けた者 
　（１）県内で宿泊施設事業に進出しようとする者で、次の①又は②に該当する者。 
　　①現在行っている事業を廃業し、宿泊施設事業を開始することにより、事業の転換を図ろうとする者。 
　　②現在行っている事業を継続しながら、宿泊施設事業を開始することにより、経営の多角化を図ろうと

する者。 
　（２）県内の既存宿泊施設事業者であって、新たに宿泊施設を開業しようとする者。 
　 
２．融資条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※１）４月１日現在の利率であり、今後金融情勢等により変更することがあります。 

　また、H２３.３.３１までに融資実行を受けた借受者には、県が５年間、年２％（但し、融資利率が２％を下回る場

合はその利率まで）の利子を補給します。 

（注）運転資金については、融資の対象とならない場合もあります。 

 
３．手続きの流れ 
　　相談→認定申請（県企業立地推進課）→融資申込（金融機関へ）・保証申込→審査→融資→返済 

概　　　要 

融資限度額 
（設備・運転資金合計） 

融資利率 

融資期間 

償還方法 

担保・保証人 

保証料率 

取扱金融機関 
（融資申込先） 

１億円 

年　１．８３５％（※１） 

設備　１５年以内（内据置１年以内） 
運転　１０年以内（内据置１年以内） 

割賦 

奈良県信用保証協会の保証が必要 
担保は必要に応じて 
法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 

年　０．４５～１．５６％（経営状況に応じた率） 

商工中金奈良支店・南都銀行・りそな銀行・大和信用金庫 
奈良中央信用金庫・奈良信用金庫・近畿産業信用組合 
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奈良の宿パワーアップ資金 
（奈良県中小企業融資制度） 

問い合わせ先 

認定申請　奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 ホテル誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８７３（Ｐ１０７，№１３） 
そ の 他　奈良県産業・雇用振興部 商工課 金融係 
 TEL：０７４２ー２７ー８８０７（Ｐ１０７，№　５） 
　　　　　各取扱金融機関 
　　　　　奈良県信用保証協会 TEL：０７４２ー３３ー０５５２（Ｐ１１１，№３２） 

概　　　要 

１．対象者 
　県内の宿泊施設の増築・改築及び設備の設置を行おうとする、県内の既存宿泊施設事業者で、その事業
計画について知事の認定を受けた者。 
　 
２．融資条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※１）４月１日現在の利率であり、今後金融情勢等により変更することがあります。 

　また、H２３.３.３１までに融資実行を受けた借受者には、県が５年間、年２％（但し、融資利率が２％を下回る場

合はその利率まで）の利子を補給します。 

 
３．手続きの流れ 
　　相談→認定申請（県企業立地推進課）→融資申込（金融機関へ）・保証申込→審査→融資→返済 

融資限度額 

融資利率 

融資期間 

償還方法 

担保・保証人 

保証料率 

取扱金融機関 
（融資申込先） 

設備資金　１億円 

年　１．８３５％（※１） 

１５年以内（内据置１年以内） 

割賦 

奈良県信用保証協会の保証が必要 
担保は必要に応じて 
法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 

年　０．４５～１．５６％（経営状況に応じた率） 

商工中金奈良支店・南都銀行・りそな銀行・大和信用金庫 
奈良中央信用金庫・奈良信用金庫・近畿産業信用組合 
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宿泊施設の立地に関する優遇税制 

２９ 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 企業立地推進課 ホテル誘致グループ 
 TEL：０７４２ー２７ー８８７３（P１０７，№１３） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　平成２３年３月３１日までの間に、宿泊施設を新設又は増設した事業者の方を対象に、事業税や不動産取得税
の軽減措置（最大４億円）を行います。 
 
 
 
１．事業税の軽減 
　（１）要件 
　　　次の要件を満たす宿泊施設を新設又は増設した者等 
①客室数３０室以上又は収容人員１００人以上 

　　　（移転，改築の場合は、客室数３０室以上増加又は収容人員１００人以上の増加が必要。） 
②宿泊施設を事業の用に供した者の県内の事業所において、 

　　　◎新規雇用（雇用期間の定めのない者等であって、県内に住所を有する者に限る）が５人以上 
　　　◎かつ、増加する県内の総従業者数が５人以上 
　　　※当該宿泊施設を旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更した場合は、軽減措置を受けられません。 
　（２）軽減措置 
　　　所得金額部分を３年間、通常の３／４に軽減 
　　　年間減税額は１億円以内（１億円×３年間＝最大３億円） 
 
２．不動産取得税の軽減 
　（１）要件 
　　　次の要件を満たす宿泊施設を新設又は増設した者 
①客室数３０室以上又は収容人員１００人以上 

　　　（移転，改築の場合は、客室数３０室以上増加又は収容人員１００人以上の増加が必要。） 
②当該宿泊施設を３年間、旅館業の用に供する宿泊施設の用以外の用途に変更しないこと 

　（２）軽減措置 
　　　宿泊施設及びその※１敷地（水平投影）部分を通常の３／４に軽減※２ 
　　　減税額は１億円以内 
 
 
※１　敷地については、取得日の翌日から１年以内に建設に着手する必要等があります。 

※２　上記（１）②の要件を満たすまで徴収猶予した後、１／４を減額します。 
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３０ 

１．対象者 
　県内で魅力ある飲食店を創業する者で、次の①～③に該当し、その事業計画について奈良県知事の認定
を受けた者 
①新たに事業を行おうとする個人で、借入額と同額以上の自己資金を有し、１か月以内に新たに事業を
開始する具体的計画を有する者。 
②事業を営んでいない個人が借入額と同額以上の自己資金を有し、２か月以内に新たに会社を設立し、
当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。 
③中小企業者である会社が、事業の全部又は一部を継続実施しつつ、新たに中小企業である会社を設立
し、当該新会社が事業を開始する具体的計画を有する者。 

 
２．融資条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※１）４月１日現在の利率であり、今後金融情勢等により変更することがあります。 

　また、Ｈ２３．３．３１までに融資実行を受けた借受者には、県が５年間、年２％（但し、融資利率が２％を下回る場合

はその利率まで）の利子を補給します。 

（注）県融資制度の「創業支援資金」・「奈良の宿創業資金」との併用不可 

 
３．手続きの流れ 
　　奈良県知事認定（県商業振興課）→融資申込（金融機関へ）・保証申込→審査→融資 

奈良の魅力あるレストラン創業支援資金 
（奈良県中小企業融資制度） 

【責任共有制度対象外】 

融資限度額 
（設備･運転資金合計） 

融資利率 

融資期間 

償還方法 

担保・保証人 

保証料率 

取扱金融機関 
（融資申込先） 

個人　２，５００万円（ただし、対象事業費の５０％以内） 
法人　１，５００万円 

年　１．８３５％（※１） 

設備　７年以内（内据置１年以内） 
運転　５年以内（内据置１年以内） 

割賦 

奈良県信用保証協会の保証が必要 
担保不要・法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 

年　０．８％ 

商工中金奈良支店・南都銀行・りそな銀行・ 
大和信用金庫・奈良中央信用金庫・奈良信用金庫・ 
近畿産業信用組合 

問い合わせ先 

認定申込　奈良県産業・雇用振興部 商業振興課 商業振興係 
 ＴＥＬ：０７４２ー２７ー８８０６（Ｐ１０７，№　７） 
その他　　奈良県産業・雇用振興部 商工課 金融係 
 ＴＥＬ：０７４２ー２７ー８８０７（Ｐ１０７，№　５） 
　　　　　各取扱金融機関 
　　　　　奈良県信用保証協会 ＴＥＬ：０７４２ー３３ー０５５２（Ｐ１１１，№３２） 

概　　　要 
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１．対象者 
　県内で創業する者等で、次のいずれかに該当する者 
　（１）創業者 
①新たに事業を行おうとする個人で、借入額と同額以上の自己資金を有し、１か月以内に新たに事業を
開始する具体的計画を有する者。 
②事業を営んでいない個人が借入額と同額以上の自己資金を有し、２か月以内に新たに会社を設立し、
当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。 
③中小企業者である会社が、事業の全部又は一部を継続実施しつつ、新たに中小企業である会社を設立
し、当該新会社が事業を開始する具体的計画を有する者。 

　（２）既創業者 
①新たに事業を開始後５年未満の個人。 
②事業を営んでいない個人が新たに会社を設立後５年未満。 
③中小企業者である会社が、事業の全部又は一部を継続実施しつつ、新たに中小企業である会社を設立
後５年未満。 

 
２．融資条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※１）４月１日現在の利率であり、今後金融情勢等により変更することがあります。 

（注）県融資制度の「奈良の魅力あるレストラン創業支援資金」・「奈良の宿創業資金」との併用不可 

創業支援資金（奈良県中小企業融資制度） 
【責任共有制度対象外】 

融資限度額 
（設備・運転資金合計） 

融資利率 

融資期間 

償還方法 

担保・保証人 

保証料率 

取扱金融機関 
（融資申込先） 

１,５００万円 
（ただし、対象者の（１）①、②の者は自己資金の額が限度） 

年　１．８３５％（※１） 

設備　７年以内（内据置１年以内） 
運転　５年以内（内据置１年以内） 

割賦 

奈良県信用保証協会の保証が必要 
担保不要・法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 

年　０．８％ 

商工中金奈良支店・南都銀行・りそな銀行・ 
大和信用金庫・奈良中央信用金庫・奈良信用金庫・ 
近畿産業信用組合 

問い合わせ先 

奈良県産業・雇用振興部 商工課 金融係 
 ＴＥＬ：０７４２ー２７ー８８０７（Ｐ１０７，№　５） 
各取扱金融機関 
奈良県信用保証協会 ＴＥＬ：０７４２ー３３ー０５５２（Ｐ１１１，№３２） 

３１ 

概　　　要 
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奈良県中小企業融資制度 
（金融機関を通して融資する制度） 

３２ 

区
分 資　金　名 融資対象 

県内に事業所を有し、かつ、保証対象業種 
に係る事業を営む県税に滞納のない中小企 
業者。但し、別途定めてあるものを除く 

資金使途 融資限度額 

経
　
営
　
活
　
性
　
化
　
資
　
金 
経
　
　
営
　
　
安
　
　
定
　
　
化
　
　
資
　
　
金 

 

組 織 強 化  
育 成 資 金  
 
 
 
 
経営強化資金 
 
 
 

小規模事業者 
小口簡易資金 
 
 
 

短 期 経 営  
安 定 資 金  
 
 
 

長 期 経 営  
安 定 資 金  
 
 
 
小 口 零 細  
特 別 資 金  
（責任共有制度対象外） 

 
 

地 域 産 業  
振 興 資 金  

 
 
 
中小企業等協同組合、商工組合、その他組合で商工中金の貸付対象と
なる団体並びに組合員 
 
 
 

 
 
 
事業資金を必要とする者 
 
 
 
 
 
次のいずれにも該当する者 
１．小規模事業者（常時使用する従業員２０人以下（商業・サービス業
では５人以下）） 

２．商工会議所・商工会の指導を受けている者 
３．小規模企業共済制度に加入している者 
 
 
 
 
 
短期の運転資金を必要とする者 
 
 
 
 
 
経営の維持改善に意欲を有するが、資金繰りに困っている者で次に該
当する者。 
流動比率が１５０％以下又は当座比率が１００％以下であること。ただし、
個人企業等においてこれらの比率の確認が困難な場合は、借入金の必
要性が認められる状況であること。 
 
 
 
 
 
小規模事業者で事業資金を必要とする者 
 
 
 
 
 
 
 
地域産業事業者で事業資金を必要とする者 

 

設備資金 
 
 
 

運転資金 
 
 
 

設備資金 
 
 
 

運転資金 
 
 
 
 
 

設備資金 
運転資金 

 
 
 
 
 
 

運転資金 
 
 
 
 
 
 
 

運転資金 
 
 
 
 
 
 
 

設備資金 
運転資金 

 
 
 
 
 
 

設備資金 
運転資金 

 
組　合　　１億円 
組合員 ８，０００万円 

 
 

組　合　　１億円 
組合員 ７，０００万円 

 
 

３，５００万円 
 
 
 

２，５００万円 
 
 
 
 
 

１，５００万円 
 
 
 
 
 
 
 
 

１，０００万円 
 
 
 
 
 
 

１，０００万円 
 
 
 
 

１，２５０万円 
（但し、既保証債務 
残高（根保証にお 
いては融資限度 
額）との合計で 
１，２５０万円の範囲 
となる融資に限る） 

 
 
 
 

５，０００万円 
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３３ 

融資利率 
（固定金利） 融資期間 償還方法 担保及び保証人 保証料率 取扱金融機関 備　　　考 

（注１）・融資利率は、平成２２年４月１日現在のもので変更の場合があります。  
（注２）・担保に関して特記事項のない資金については、必要に応じて担保が徴求されます。 

 
 

組　合 
年１．９３５％ 
組合員 
年１．９３５％ 

 
 
 
 
 

年１．９３５％ 
 
 
 
 
 
 
 

年１．９３５％ 
 
 
 
 
 
 
 

年１．８３５％ 
 
 
 
 
 
 
 

年１．９３５％ 
 
 
 
 
 
 
 

年１．９３５％ 
 
 
 
 
 
 
 

年１．８３５％ 

 
１０年以内 

（内据置１年以内） 
 
 

７年以内 
（内据置１年以内） 

 
 

７年以内 
（内据置１年以内） 

 
 

５年以内 
（内据置６月以内） 

 
 
 
 

５年以内 
（内据置６月以内） 

 
 
 
 
 
 

１年以内 
 
 
 
 
 
 
 

３年以内 
（内据置６月以内） 

 
 
 
 
 
 

７年以内 
（内据置１年以内） 

 
 
 
 
 
 

７年以内 
（内据置１年以内） 

 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 

割賦又 
は一括 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 

 
 
 

ー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制度融資保証料率 
一覧表参照 

 
 
 
金融機関所定の条件と
する 
 
 
 
 
 

保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 
 
保証協会の追認保証 
担保不要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 
保証協会の保証が必要 
担保不要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 

保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 
 
保証協会の保証が必要 
担保不要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 

保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 

 
 
 

商工中金奈良支店 
 
 
 
 
 
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
奈 良 信 用 金 庫  
近畿産業信用組合 
 

南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
奈 良 信 用 金 庫  
新 宮 信 用 金 庫  
近畿産業信用組合 
 
商工中金奈良支店 
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
奈 良 信 用 金 庫  
近畿産業信用組  
 
 
商工中金奈良支店 
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
奈 良 信 用 金 庫  
 

商工中金奈良支店 
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
奈 良 信 用 金 庫  
近畿産業信用組合 
 
 
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
奈 良 信 用 金 庫  
近畿産業信用組合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申込先は 
　商工会議所 
　商工会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申込先は 
　取扱金融機関 
　商工会議所 
　商工会 
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区
分 資　金　名 融資対象 

県内に事業所を有し、かつ、保証対象業種 
に係る事業を営む県税に滞納のない中小企 
業者。但し、別途定めてあるものを除く 

資金使途 融資限度額 

緊
　
　
急
　
　
支
　
　
援
　
　
資
　
　
金 

創
　
　
　
業
　
　
　
等
　
　
　
支
　
　
　
援
　
　
　
資
　
　
　
金 

 
 

経済変動対策 
資 金  
 
 
 

セーフティネット 
対 策 資 金  
（１～６号は 

責任共有制度対象外） 
 
 
 
 
 

再生支援資金  
 

創業支援資金 
（責任共有制度対象外）  
 
 
経 営 革 新  
支 援 資 金  
 
 
 
 

フロンティア  
支 援 資 金  
 
 
 
 
 

再チャレンジ  
支 援 資 金  
（責任共有制度対象外） 

緊 急 特 別  
対 策 資 金  
(責任共有制度対象外） 

（１）次のいずれかに該当するものとして知事の認定を受けた者 
①エネルギーの有効利用に資する設備を設置する者 
②災害により被害を受けた者 
③関連企業の再生手続開始申立等で１００万円以上の売掛債権を有する者 
④地域振興対策として経営の合理化、近代化を図る者 
※②③については、事実発生日の翌日から１年以内とする。 

（２）売上高又は売上総利益若しくは営業利益の減少により一時的に業況
の悪化している者 

（３）社会的要因による突発的出費又は業況悪化により資金繰りに支障を
きたしている者 

中小企業信用保険法第２条第４項の「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた者 
　経済産業大臣が指定した 
　　１号：連鎖倒産防止 
　　２号：取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 
　　３号：突発的災害（事故等） 
　　４号：突発的災害（自然災害等） 
　　５号：業況の悪化している業種（全国的） 
　　６号：取引金融機関の破綻 
　　７号：取引金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整 
　　８号：取引金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 
 
景気対応緊急保証（上記５号）の「特定中小企業者」として市町村長
の認定を受けた者 
（H２３．３．３１までに融資を受ける者に限る） 
 

次のいずれかに該当する者として推薦を受けた者 
（１）経営の安定に支障を生じ商工調停士の指導を受けている者 
（２）奈良県中小企業再生支援協議会の支援により、経営改善計画等に基
づき、再生事業を実施する者 

 
 
 
県内で創業しようとする者 
→本文の３１ページ参照 
 
 
 
 

新たな取組により経営の向上を図ろうとする中小企業者等で、中小企
業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けた者 
→本文の５８ページ参照 
 
 
 

次のいずれかに該当する者 
（１）県内で日本標準産業分類の小分類（３桁分類）の異なる業種に進出
しようとする中小企業者で、次の（１）又は（２）に該当する者 
①現在行っている事業を廃業し、異なる業種の事業を開始することに
より、事業の転換を図ろうとする者（開始後６か月未満の者に限る） 
②現在行っている事業を継続しながら、異なる業種の事業を開始するこ
とにより経営の多角化を図ろうとする者（開始後６か月未満の者に限る） 

（２）企業内又は企業間情報ネットワークを構築しようとする者 
（３）インターネット等の情報システムを用いて、電子商取引等の先端的
なビジネス手法を採用しようとする者 

（４）「ＩＳＯ９０００シリーズ｣又は「ＩＳＯ１４０００シリーズ｣の認証を取得しようとする者 
 

次のいずれかに該当する者 
（１）過去に自らが営んでいた事業を、その経営状況の悪化により廃業し
た経験を有する者又は過去に経営状況の悪化により解散した会社の、
当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった者で、
次のいずれかに該当する者 
①新たに県内で事業を行おうとする個人であって、１か月以内に新たに
事業を開始する具体的な計画を有する者 
②事業を営んでいない個人が、２か月以内に県内で新たに会社を設立
し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者 

（２）上記（１）①により事業を開始した個人であって、その事業開始後５年未満の者 
（３）上記（１）②により設立された会社であって、その設立後５年未満の者 

 
設備資金 

（（１）③及び 
（２）を除く） 

 
 
 

運転資金 
 
 
 
 
 
 

運転資金 
 
 
 
 
 
 
 

運転資金 
 
 
 

設備資金 
運転資金 

 
 
 

設備資金 
 
 

運転資金 
 
 

設備資金 
 
 
 

運転資金 
 
 
 
 

設備資金 
 
 
 
 
 

運転資金 
 
 
 
 
 
 
 
 

設備資金 
運転資金 

 
 

３，０００万円 
 
 
 
 

２，５００万円 
 
 
 
 
 
 

２，５００万円 
 
 
 
 
 
 
 

５，０００万円 
 
 
 
 

３，５００万円 
 
 
 

１，５００万円 
（但し、（１）①、② 
の者は自己資金の 
額を限度とする） 

 
 

２，０００万円 
 
 
 

１，０００万円 
 
 
 
 

２，０００万円 
 
 
 
 
 

１，０００万円 
 
 
 
 
 
 
 
 

１，０００万円 
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融資利率 
（固定金利） 融資期間 償還方法 担保及び保証人 保証料率 取扱金融機関 備　　　考 

７年以内 
年１.８３５％ 
７年超 
年２．０３５％ 

 
５年以内 
年１.８３５％ 
５年超 
年２．０３５％ 

 
 
 
 

５年以内 
年１．８３５％ 
５年超 
年２．０３５％ 

 
 
 
 
 

年１．７３５％ 
 
 
 
 

年２．０３５％ 
 
 
 
 

年１．８３５％ 
 
 
 
 
 
 

年１．８３５％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年１.８３５％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年１.８３５％ 

 

１０年以内 
（内据置１年以内） 

 
 
 

７年以内 
（内据置１年以内） 

 
 
 
 
 
 

７年以内 
（内据置１年以内） 

 
 
 
 
 

１０年以内 
（内据置２年以内） 

 
 
 

１０年以内 
（内据置１年以内） 

 
 

７年以内 
（内据置１年以内） 

 
５年以内 

（内据置１年以内） 
 
 

７年以内 
（内据置１年以内） 

 
 

５年以内 
（内据置１年以内） 

 
 
 

設備   ７年以内 
（内据置１年以内） 

 
 
 
 

運転   ５年以内 
（内据置１年以内） 

 
 
 
 
 
 
 

１０年以内 
（内据置１年以内） 

 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 

 
 
 

制度融資保証料率 
一覧表 

基本保証料率参照 
 
 
 
 
 
 

年０．７０％ 
（対象者のうち 
７号及び８号に 
ついては 
年０．６３％） 

 
 
 
 
 

０．６０％ 
 
 
 

制度融資保証料率 
一覧表 

基本保証料率参照 
 
 
 

年０．８０％ 
 
 
 
 
 
 

年０．６３％ 
 
 
 
 
 
 
 
 

制度融資保証料率 
一覧表 

基本保証料率参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年０．８０％ 

 
 
 

保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 
 
 
 

保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 
 
保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
保証協会の保証が必要 
担保不要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 

保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 
 
 
 

保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保証協会の保証が必要 
担保不要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商工中金奈良支店 
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
奈 良 信 用 金 庫  
近畿産業信用組合 

 

（１）①～④の認定の
申込先は 
　商工課 
 
※選択する融資期間
により融資利率が変
わります。 
 
 
 
 
 
 

認定の申込先は 
　市町村 
　　　　　　　　　
※選択する融資期間
により融資利率が変
わります。 
 
 
 
 
 
推薦の申込先は 
（１）商工会議所 
　　商工会連合会 
（２）奈良県中小企業 
　　再生支援協議会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承認の申込先は 
産業支援課 
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区
分 資　金　名 融資対象 

県内に事業所を有し、かつ、保証対象業種 
に係る事業を営む県税に滞納のない中小企 
業者。但し、別途定めてあるものを除く 

資金使途 融資限度額 

お
　
も
　
て
　
な
　
し
　
産
　
業
　
強
　
化
　
資
　
金 

奈 良 の 魅 力  
あるレストラン
創業支援資金 
（責任共有制度対象外） 
 

奈 良 の 宿  
創 業 資 金  
（責任共有制度対象外） 
 
 

奈 良 の 宿  
フロンティア・ 
開業支援資金 
 
 
 
奈 良 の 宿  
パワーアップ  
資 金  

 
企 業 立 地  
促 進 資 金  

 
 
県内で魅力ある飲食店を創業しようとする者（創業支援資金の（１）創
業者に該当する者）で、その事業計画について知事の認定を受けた者 
→本文の３０ページ参照 
（注：創業支援資金・奈良の宿創業資金との併用不可） 
 
 

県内で宿泊施設を創業しようとする者（創業支援資金の（１）創業者に
該当する者）で、その事業計画について知事の認定を受けた者 
→本文の２６ページ参照 
（注：創業支援資金・奈良の魅力あるレストラン創業支援資金との併
用不可） 
 
県内で宿泊施設を開業しようとする次のいずれかに該当する者で、そ
の事業計画について知事の認定を受けた者 
（１）県内で宿泊施設事業に進出しようとする者で、次の①又は②に該
当する者 
　①現在行っている事業を廃業し、宿泊施設事業を開始することにより、
事業の転換を図ろうとする者 

　②現在行っている事業を継続しながら、宿泊施設事業を開始するこ
とにより、経営の多角化を図ろうとするもの 

（２）県内の既存宿泊施設事業者であって新たに宿泊施設を開業しよう
とする者 
→本文の２７ページ参照 
 
 
宿泊施設の増築・改築及び設備の設置を行おうとする、県内の既存宿
泊施設事業者で、その事業計画について知事の認定を受けた者 
→本文の２８ページ参照 

 
 
　「企業立地促進法」に基づき「企業立地計画」または「事業高度化計
画」を提出し知事の承認を受けた、工場の新増設または事業高度化を
実施する者 
（注：対象地域及び対象業種あり） 
→本文の１５ページ参照

 

 
 
 

設備資金 
運転資金 

 

 
 
 
 

設備資金 
運転資金 

 
 
 
 
 
 

設備資金 
運転資金 

 
 
 
 
 
 
 

設備資金 
 
 
 
 

設備資金 
 
 

運転資金 

 

個人　２，５００万円 
（但し、対象事業 
費の５０％以内） 

 
法人　１，５００万円 

 
 

個人　２，５００万円 
（但し、対象事業 
費の５０％以内） 

 
法人　１，５００万円 

 
 
 
 
 
 

１億円 

 
 
 
 
 
 
 

１億円 
 
 
 
 

２億８，０００万円 
（運転資金は 
８，０００万円） 

〈普通保証と別枠〉 

◆責任共有制度について 
　○責任共有制度とは、保証付き融資について、信用保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して融資実行及

びその後における経営支援や再生支援といった中小企業に対する適切な支援を行うことを目的とした制度です。 

　　原則として、融資の８０％を保証協会が保証し、残りの２０％は金融機関が責任を負担します。 

　○資金名の欄に、「責任共有制度対象外」の表示のある資金は、これまでどおり、融資の１００％を保証協会が保証します。 

 

◆ご注意 
　融資対象者であっても、金融機関や信用保証協会の審査により、ご希望に添えない場合もあります。 
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融資利率 
（固定金利） 融資期間 償還方法 担保及び保証人 保証料率 取扱金融機関 備　　　考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年１．８３５％ 
 

（H２３．３．３１ 
までに融 
資実行を 
受けた借 
受者に県 
が５年間 
２％の利 
子補給） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年１．８３５％ 

 
設備　７年以内 

（内据置１年以内） 
 
 

運転　５年以内 
（内据置１年以内） 

 

設備　７年以内 
（内据置１年以内） 

 
運転　５年以内 

（内据置１年以内） 
 
 
 

設備　１５年以内 
（内据置１年以内） 

 
 

 
運転　１０年以内 

（内据置１年以内） 
 
 
 
 

１５年以内 
（内据置１年以内） 

 
 

設備　１５年以内 
（内据置１年以内） 

 
運転　１０年以内 

（内据置１年以内） 

 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 

 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 

 
 

割　賦 

 
 
 
 
 
 

年０．８０％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制度融資保証料率 
一覧表 

基本保証料率参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年０．５０％ 

 
 
 
 
 
保証協会の保証が必要 
担保不要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保証協会の保証が必要 
法人代表者以外の連帯
保証人は原則不要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商工中金奈良支店 
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
奈 良 信 用 金 庫  
近畿産業信用組合 

 
 
 
認定の申込先は 
　商業振興課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
認定・承認の申込先
は 
　企業立地推進課 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部商工課 金融係 TEL：０７４２ー２７ー８８０７（P１０７，№　５） 
各取扱金融機関 
奈良県信用保証協会 TEL：０７４２ー３３ー０５５２（P１１１，№３２） 

◆制度融資保証料率一覧表 
　一部資金を除き、中小企業者の経営状況を反映した保証料率が適用されます。 

　制度融資では、保証料補給を通じて中小企業者の負担軽減措置を行っています。 

長期経営安定資金・地域産業振興資金については、さらに低い保証料率を適用します。 

具体的な保証料率については信用保証協会にご確認ください。 

 

※決算書類（貸借対照表）を作成していない事業者については、区分⑤の保証料率を適用します。 

※「中小企業会計」に準拠して決算書類を作成したこと、又は会計参与を設置していることを確認できる会社については、上記保

証料率から０．１％割引した保証料率を適用します。 

（融資額に対する年率） 

① 

基 本 保 証 料 率 

小口零細特別資金 

１．５６％ 

１．８０％ 

１．４６％ 

１．６５％ 

１．３０％ 

１．５０％ 

１．１４％ 

１．３５％ 

０．９８％ 

１．１５％ 

０．８８％ 

０．９５％ 

０．７２％ 

０．８０％ 

０．５６％ 

０．６５％ 

０．４５％ 

０．５０％ 

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
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３８ 

制　度　名 市町村名 対象者（市町村税に滞納のない者） 資金使途 

奈
　
　
　
良
　
　
　
市 

大
　
和
　
高
　
田
　
市 

大
和
郡
山
市 

天
　
理
　
市 

事 業 設 備 資 金  
 
事 業 運 転 資 金  
 
短 期 事 業 資 金  
 
 

小規模企業小口事業資金 
 
 
 
無担保無保証人小口事業資金 
 
 
 
 

特 別 融 資 保 証 制 度  
 
 
 
 

緊急特別小口融資保証制度 
 
 
 
 
 
 

中 小 企 業 融 資 制 度  
 
 
 
 
 
 
 

中 小 企 業 融 資 制 度  

 
 
 
（１）奈良市に居住又は主たる事務所を有している。 
（２）奈良県信用保証協会の普通融資保証制度による信用保証を受ける

ことができるもの。 
 
 
 
 

（１）奈良市に居住又は主たる事務所を有している小規模企業者。 
（２）奈良県信用保証協会の小口零細企業保証制度による信用保証を受

けることができるもの。 
 
 
 

（１）奈良市に居住又は主たる事務所を有している小規模企業者。 
（２）奈良県信用保証協会の無担保無保証人特別小口融資保証制度によ

る信用保証を受けることができるもの。 
 
 
 
 

（１）大和高田市に住所を有し６か月以上同一事業を引き続き経営して
いること。また今後もその事業を継続して営むことが確実なもの。 

（２）奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 
 
 
 
 
 

（１）大和高田市に住所を有し６か月以上同一事業を引き続き経営して
いること。また今後もその事業を継続して営むことが確実なもの。 

（２）奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）大和郡山市に１年以上居住又は事業所を有している。 
（２）奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）天理市に１年以上居住又は事業所を有している。 
（２）奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 

 
設備資金 

 
 

運転資金 
 

設備資金 
運転資金 

 
 

設備資金 
 
 

運転資金 
 
 

設備資金 
 
 

運転資金 
 
 

運転資金 
 
 
 

設備資金 
 
 
 
 
 

運転資金 
 
 
 
 
 

運転資金 
 
 
 

設備資金 
 
 
 

店舗改造 
資金 
 
 

運転資金 
 
 

設備資金 
 
 
 
 

店舗改造 
資金 
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融資期間等 限度額 償還方法 担保及び保証人 保証料率 取扱金融機関 申込先・取扱期間等 

・詳細については、各市町村商工担当課にお問い合わせください。  
・利率等はH２２．４．１現在のものです。金融情勢の変化により変更される場合があります。 

 
１，５００万円 

 
 

１，０００万円 
 
 

５００万円 
 
 

１，２５０万円 
 
 

１，０００万円 
 
 
 

１，０００万円 
 
 
 
 

６００万円 
 
 
 

１，０００万円 
 
 
 
 
 

５０万円 
 
 
 
 
 

７００万円 
 
 
 

７００万円 
 
 
 

１，０００万円 
 
 
 

５００万円 
 
 

５００万円 
 
 
 
 

１，５００万円 

融資利率 
（固定金利） 

 
 

年１.７％ 
 
 
 
 

年２．１％ 
 
 
 
 
 
 

年１．２％ 
 
 
 
 
 
 
 
 

年１.９５％ 
（０.９％を市 
が補給） 
 
 
 
 
 

年２．４７５％ 
（１％を市 
が補給） 
 
 
 
 

短期 
（１年以内） 
年２．４７５％ 
長期 

（１年超） 
年１.９５０％ 
（２％以上の 
場合のみ 
１％を市 
が補給） 
 
 
 
 
 
 

年１．９５％ 
（０.９７５％を 
市が補給） 

５年以内 
（内据置 
６か月以内） 
４年以内 
（内据置 
６か月以内） 
１年以内 
（内据置 
６か月以内） 
５年以内 
（内据置 
６か月以内） 
４年以内 
（内据置 
６か月以内） 
４年以内 
（内据置 
６か月以内） 
３年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 

５年以内 
 
 
 

６年以内 
 
 
 
 
 

１年以内 
 
 
 
 
 

３年以内 
 
 
 

４年以内 
 
 

７年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 
 

４年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 
 

７年以内 
（ただし、融資 
５００万円以下 
の場合は、４年 
以内） 
（内据置 
６か月以内） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 

 
 
 

０．４５～１．９％ 
（７０％を市が 
補給） 
 
 
 
 

０．５％～２．２％ 
（７０％を市が 
補給） 
 
 
 

０．８％ 
（７０％を市が 
補給） 
 
 
 
 
 

０．４５～１．９％ 
（市全額負担） 

 
 
 
 
 
 

０．４５～１．９％ 
（市全額負担） 

 
 
 
 
 
 
 
 

０．４５～１．９％ 
（市全額負担） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市全額負担 

 
 
 
 
 
 
法人代表者以外の連
帯保証人は原則不要。 
担保は必要に応じて 
 
 
 
 
 
 
 
 

不要 
 
 
 
 
法人代表者以外は原
則不要。 
ただし、実質経営者
営業許可名義人は連
帯保証人として必要。 
担保は原則不要 
 
 
法人代表者以外は原
則不要。 
ただし、実質経営者
営業許可名義人は連
帯保証人として必要。 
担保は原則不要 
 
 
 
 
 

法人代表者以外は原
則不要。 
担保は必要に応じて。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法人代表者以外は原
則不要。 
担保は必要に応じて。 

 
 
 
 
 
 
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
近 畿 大 阪 銀 行  
奈 良 信 用 金 庫  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
中 京 銀 行  
第 三 銀 行  
京 都 銀 行  
 
 
 
 
 
 

南 都 銀 行  
関西アーバン銀行 
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
三菱東京ＵＦＪ銀行 
紀 陽 銀 行  
の大和高田市内各支店 
 
 
 
 
南 都 銀 行  
の大和高田市内各支店 
 
 
 
 
 

南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
三 井 住 友 銀 行  
三菱東京ＵＦＪ銀行 
奈 良 信 用 金 庫  
京 都 銀 行  
の大和郡山市内各支店 
 
 
 
 
 
 
 
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
中 京 銀 行  
奈 良 信 用 金 庫  
の天理市内各支店 

 
 
 
 
 
 
 
 

奈良市商工労政課 
（取扱金融機関経由
による代理申請も可） 
取扱期間は、通年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左記金融機関まで 
 
 
 
 
 
 
 
左記金融機関まで 
 
 
 
 
 
 
 
 

左記金融機関まで 
（受付期間H２２．４．１
～H２３．３．３１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左記金融機関まで 
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制　度　名 市町村名 対象者（市町村税に滞納のない者） 資金使途 

橿
　
　
原
　
　
市 

五
　
　
條
　
　
市 

桜
　
井
　
市 
生
　
駒
　
市 

香
　
　
芝
　
　
市 

葛
　
城
　
市 

御
　
　
所
　
　
市 

 

特 別 小 口 融 資 制 度  
 
 
 
緊 急 融 資 制 度  
 
 
 
中小企業融資保証制度  
 
 

中小企業資金融資保証  
特 別 小 口 資 金   
 
中小企業資金融資保証  
緊 急 特 別 小 口  
 
 
 
 

中小企業資金融資制度  
 
 
 
 
 
 
中 小 企 業 融 資 制 度  

 
 
 
中小企業資金融資制度  
 
 
 
 
 
新 規 創 業 資 金 融 資  
利 子 補 給 金 交 付 制 度  
 
 
 
 

中 小 企 業 融 資 制 度  

（１）個人…橿原市に引き続き１年以上住所を有している。 
　　法人…橿原市に引き続き１年以上事業所を有している。 
（２）引き続き６か月以上同一事業を営んでいること。 
（３）奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 
（４）この制度に係る債務が無いこと。 
 
（１）個人…橿原市に引き続き１年以上住所を有している。 
　　法人…橿原市に引き続き１年以上事業所を有している。 
（２）引き続き６か月以上同一事業を営んでいること。 
（３）奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 
（４）この制度に係る債務が無いこと。 
 
 
（１）個人事業主…桜井市に引き続き６か月以上住所を有している。 
　　法人…桜井市に６か月以上事業所を有している。 
（２）事業を６か月以上継続して経営している。 
 
 
（１）個人…市内に引き続き６か月以上住所を有している。 
　　法人…市内に引き続き６か月以上事業所を有している。 
（２）奈良県信用保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることがで

きる中小企業であること。 
（３）引き続き６か月以上同一事業を行っていること。 
（１）個人…市内に引き続き６か月以上住所を有している。 
　　法人…市内に引き続き６か月以上事業所を有している。 
（２）奈良県信用保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることがで

きる中小企業であること。 
（３）引き続き６か月以上同一事業を行っていること。 
（１）奈良県信用保証協会の普通融資保証制度の融資保証を受けること

ができるもの。 
（２）御所市に引き続き６ヶ月以上住所又は事業所を有し、かつ、同一

事業を経営しているもので、今後もその事業を継続して営むこと
が確実であること。 

（３）この制度に係る融資の債務がないこと。 
（４）この制度に係る融資の連帯保証人になっていないこと。 
（５）許可、認可等を必要とする業種については、その許可、認可をう

けていること。 
（６）銀行取引停止処分を受けていないこと。 
（７）金融機関から融資を受け、その返済を滞納していないこと。 
（８）保証協会に代位弁済をされていないこと。 
 
 
（１）生駒市に１年以上居住又は事業所を有している。 
（２）奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 
（３）その他、市が定める要件等を満たすもの。 
 
 

（１）法人…香芝市に１年以上事業所（本店）を有し、１年以上同一事
業を引き続き経営している。 

　　個人…香芝市に１年以上居住し、１年以上同一事業を引き続き経
営している 

（２）奈良県信用保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることがで
きるもの。 

 
 
 
（１）法人…香芝市に主たる事務所が所在 
　　個人…香芝市に住所を有している 
（２）香芝市において事業を営むために、次に掲げる種類の資金に係る

融資制度を利用された方 
　・奈良県中小企業融資制度の創業支援資金 
　・日本政策金融金庫（国民生活事業）の新規開業資金 
　・日本政策金融金庫（国民生活事業）の女性、若者／シニア起業家
資金 

 
 
 
 
（１）葛城市に１年以上居住又は事業所を有している。 
（２）奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。 

 
 

運転資金 
設備資金 

 
 
 
 

運転資金 
設備資金 

 
 
 
 

運転資金 
設備資金 

 
 
 
 
 
 

事業資金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運転資金 
設備資金 

 
 
 
 
 
 
 

運転資金 
設備資金 

 
 
 
 

運転資金 
 
 

設備資金 
 
 
 
 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
 
 
 

運転資金 
 
 

設備資金 
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融資期間等 限度額 償還方法 担保及び保証人 保証料率 取扱金融機関 申込先・取扱期間等 
 
 

１，０００万円 
 
 
 
 
 

２００万円 
 
 
 
 
 

７００万円 
 
 
 
 
 

３００万円 
 
 
 
 

２００万円 
 
 

 
 
 
 
 

７００万円 
 
 
 
 
 
 

１，０００万円 
＊ただし、企 
業立地促進 
事業補助金 
制度利用者 
は３,０００万円 

 
 

５００万 
 
 

１，０００万 
 
 
 
 
 
 
 

１，５００万円 
 
 
 
 
 
 
 

５００万円 
 
 

１，０００万円 

融資利率 
（固定金利） 

 
 

年１．３６％ 
 
 
 
 
 

年０.９７％ 
 
 
 
 

年１.９５％ 
（１．１％を市 
が補給） 
 
 
 
 

年１.９５％ 
 
 
 
 

年２．４７５％ 
 

 
 
 
 
 
 

年１.９５％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年１.９５％ 

 
 
 
 
 年１.９５％ 

（０.９５％ 
市が利子 
補給） 

 
 

融資に係る 
約定利率の 
１／２に相当 
する率（但 
し、１．５％を 
限度）で算 
定した額の 
範囲内で市 
長が定める 
額を交付 
 
 

年１.９５％ 
（０.９５％を 
市が補給） 

４年以内 
（５００万円を超 
える設備資金 
は５年以内） 
（内据置 
６か月以内） 

 

３年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 
 
 

５年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 
 
 

３年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 
 

１年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 
 
 
 
 

５年以内 
（内据置期間 
６か月以内） 

 
 
 
 
 

７年以内 
（ただし、融資 
額５００万円以 
下の場合は、 
４年以内） 
（内据置 
６か月以内） 

 
４年以内 

 

５年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 
 
 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
 
 
 

４年以内 
 

５年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 

原則として 
元金均等の 
月賦償還 

 
 
 

原則として 
元金均等の 
月賦償還 

 
 
 

毎月元金 
均等分割 
返済 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分割償還 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎月元金 
均等分割 
返済 
 

 
 
 
 

割　賦 

 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 

割　賦 
 

 
 

市全額負担 
 
 
 
 
 

市全額負担 
 
 
 
 

０．４５～１．９％ 
（７０％を市が 
補給） 
 
 
 
 
 
 

０．４５～１．９％ 
（市全額負担） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

市全額負担 
 
 
 
 
 
 
 

０．４５～１．９％ 
（２分の１を本 
人負担とし、 
その残額を市 
が負担する） 

 
 
 

０．４５～１．９％ 
（７０％を市が 
補給） 
 

 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 

０．４５～１．９％ 
（７０％を市が 
補給） 

法人代表者以外は原
則不要 
（但し、保証協会が
必要と認めた場合は
連帯保証人要） 
担保は必要に応じて 
法人代表者以外は原
則不要 
（但し、保証協会が
必要と認めた場合は
連帯保証人要） 
担保は必要に応じて 
 

法人代表者以外は原
則不要。 
無担保。 
 
 
 
 
 

奈良県信用保証協会
の保証を要す。 
担保は必要に応じて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
法人代表者以外は原
則不要 
 
 
 
 
 
 

法人代表者以外は原
則不要（別途、必要
に応じて保証協会が
求める場合あり） 
 
 
 
 

法人代表者以外は原
則不要 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
 
 
 
法人代表者以外は原
則不要。 
無担保 

南 都 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
り そ な 銀 行  
奈良中央信用金庫 
の橿原市内各支店 
 
南 都 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
り そ な 銀 行  
奈良中央信用金庫 
の橿原市内各支店 
 
第 三 銀 行  
中 京 銀 行  
南 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
の桜井市内各本支店 
 
 
 
 

南 都 銀 行  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南 都 銀 行  
の御所市内３支店 
 
 
 
 
 
南 都 銀 行  
京 都 銀 行  
り そ な 銀 行  
奈 良 信 用 金 庫  
大 和 信 用 金 庫  
の 県 内 各 本 店  
ま た は 支 店  
 

南 都 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
の香芝市内各支店 
 
 
 
 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
 
 
南 都 銀 行  
大 和 信 用 金 庫  
奈良中央信用金庫 
の葛城市内及び覚
書 締 結 支 店  

 
 

左記金融機関まで 
 
 
 
 

左記金融機関まで 
（受付期間H２２．１．１
～H２３．３．３１） 
 
 
 
 
桜井市商工振興課 
 
 
 
 
 
 
 
左記金融機関まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御所市観光振興課商
工係 
 
 
 
 
 

 
 
左記金融機関まで 
（取扱期間H２２．４．１
～H２３．３．３１） 
 
 
 
 
 
左記金融機関まで 
 
 
 
・融資を受けた月から起
算して３６月を越えない
期間内に支払われた利
息 
・利子補給金の交付は各
年度につき１回限りとし、
１～１２月までに支払われ
た利息を対象として、翌
年１月中に利子補給金の
申請手続きを行うこと。 
・申込は香芝市商工農産
課まで 
 

左記金融機関まで 
（受付期間H２２．６．１
～H２３．３．３１） 
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制　度　名 市町村名 対象者（市町村税に滞納のない者） 資金使途 

平
　
　
群
　
　
町 

斑
　
鳩
　
町 

三
　
郷
　
町 
明
　
日
　
香
　
村 

広
　
陵
　
町 

田
　
原
　
本
　
町 

 
 
 
中 小 企 業 小 口 融 資  
 
 
 
 
 
 
 
商工業者債務保証料補給  
 
 
 
 
 
 
中小企業借入金信用保証料
補 給 金 交 付  
 
 
 
 
 
 
商工業者債務保証料補給  
 
 
 
 
 
 
中小企業資金融資制度   
 
 
 
 
 
 
中小企業資金融資制度   
 
 
 
 
 
 
中 小 企 業 債 務 保 証 料  
補 給 規 則  

（１）平群町内に１年以上居住している（住民基本台帳に登録されている）。 
（２）平群町内に事業所を有し、１年以上引き続き同一事業を営んでい

るもの。（但し、遊興、娯楽等興行的業種を除く） 
（３）奈良県信用保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることがで

きるもの。 
（４）この制度による融資の債務がないこと。 
（５）この制度の保証人になっていないもの。 
 
 
 

（１）平群町内に１年以上居住し（住民基本台帳に登録されていること）、
独立して商工業を営む個人及び法人。 

（２）奈良県信用保証協会の保証制度による債務保証を受けたもの。 
 
 
 
 
 
 
（１）三郷町内に住所を有している。 
（２）奈良県信用保証協会の保証する融資を受けている。 
 
 
 
 
 
 
（１）斑鳩町内に住所及び事業所等を有している。 
（２）奈良県信用保証協会の債務保証をうけた商工業者。 
 
 
 
 
（１）田原本町に１年以上在住（住民基本台帳に登録されている） 
（２）田原本町に事業所を有し、１年以上引き続き同一事業を営んでい

る（ただし遊行・娯楽等の興行的業種を除く） 
（３）奈良県信用保証協会の普通保証制度を受けることができるもの。 
（４）この制度による融資の債務がないこと。 
（５）この制度の保証人になっていないもの。 
 

（１）明日香村に１年以上住居し、かつ、村内に事業所を有し、１年以
上引き続き同一事業を営んでいるもの。 

（２）奈良県信用保証協会より普通保証制度の信用保証を受けることが
できるもの。 

（３）この制度による融資の債務がないこと。 
（４）この制度の保証人になっていないもの。 
（５）明日香村商工会会員であること。 
 

 
（１）広陵町に住所を有する個人若しくは事業所を有する法人。 
（２）６か月以上同一の事業を継続して営んでいる。 
（３）「無担保無保証人特別小口融資保証制度」「県小規模事業者小口融

資制度」「県短期経営安定資金融資保証制度」「県小規模事業者小
口簡易資金融資保証制度」を利用しているもの。 

 
 

運転資金 
設備資金 
店舗改造 
資金 
 
 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 

運転資金 
設備資金 
店舗改造 
資金 
 
 
 
 

運転資金 
設備資金 
店舗改造 
資金 
 
 
 
 
 

－ 
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融資期間等 限度額 償還方法 担保及び保証人 保証料率 取扱金融機関 申込先・取扱期間等 
 
 
 

５００万円 
 
 
 
 
 
 
 

ー 
 
 
 
 
 
 
 

保証金額 
１，０００万円 

 
 
 
 
 
 

保証金額 
５００万円 

 
 
 
 
 
 

７００万円 
 
 
 
 
 
 
 

１，０００万円 
 
 
 
 
 
 
 

－ 

融資利率 
（固定金利） 

 
 

年１．９５％ 
（１％を町が 
補給） 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 

年１．９５％ 
（０.９７５％ 
町が利子 
補給） 

 
 
 
 

年２．５％ 
（１％を 
村が補給） 

 
 
 
 
 
 
－ 

 
 

４年以内 
（据置 

６か月以内） 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 

６年以内 
（内据置 
６か月以内） 

 
 
 
 
 

４年以内 
（内据置期間 
６か月以内） 

 
 
 
 
 
 
－ 

 
 
 

月　賦 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
－ 
 
 
 
 
 
 
 

元金均等の 
月賦償還 

 
 
 
 
 

原則として 
元金均等の 
月賦償還 

 
 
 
 
 
 
－ 

 
 
 

信用保証協 
会が決定 
 
 
 
 
 
 

町が５万円を 
限度に補給 

 
 
 
 
 
 

町が１０万円を 
限度に補給 

 
 
 
 
 
 

町が１０万円を 
限度に補給 

 
 
 
 
 
 

０．４５～１．９％ 
（町全額負担） 

 
 
 
 
 
 

０．４５％～１．９％ 
（村全額負担） 

 
 
 
 
 
 

１５万円を限度 
に町が補給 

 
 
 
法人代表者以外は原
則不要 
 
 
 
 
 
 

－ 
 
 
 
 
 

 
 
－ 

 
 
 
 
 

 
 
－ 

 
 
 
 
 
 
 
法人代表者以外は原
則不要 
 
 
 
 
 
 

原則不要 
 
 
 
 
 
 
 

－ 

南 都 銀 行  
平 群 支 店  
平 群 北 支 店  
奈良中央信用金庫 
平 群 支 店  
奈 良 信 用 金 庫  
龍 田 川 支 店  
 
 
 
 
　 － 　  
 
 
 
 
 
 
 
　 － 　  
 
 
 
 
 
 
 
　 － 　  
 
 
 
 
 
 
南 都 銀 行  
奈良中央信用金庫 
の田原本町内本支店 
 
 
 
 
南 都 銀 行  
明 日 香 支 店  
高 取 支 店  
神 宮 前 支 店  
大 和 信 用 金 庫  
橿 原 支 店  
 

 
 
 
　 － 　  

 

平群町経済建設課 
（受付期間H２２．４．１
～H２３．３．３１） 
（申請多数の場合は
受付順） 
 
 
平群町経済建設課 
（保証協会の保証制
度により委託契約した
日の翌日から１２か月
以内の申請者に限る。） 
（申請多数の場合は
予算の範囲内におい
て補給） 

 
三郷町建設経済課 
（申請は保証協会の
保証制度により委託
契約した日の翌日か
ら６か月以内） 
 
 
 
 
斑鳩町観光産業課 
（申請は保証契約か
ら６か月以内） 
 
 
 
 
 
左記金融機関まで 
（受付期間H２２．５．７
～H２３．２．４） 
 
 
 
 
 
 

明日香村商工会 
 
 
 
 
 
 

広陵町地域振興課 
（申請は保証契約か
ら６か月以内） 

問い合わせ先 各市町村商工担当課 （P１０７～１０９，№２０） 
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　この制度は、小規模企業者等設備導入資金助成法に基づき、企業が創業や経営基盤の強化に必要な設備を
導入するにあたり、自己資金の調達が困難であるとき、企業に代わり当センターが設備を購入して企業者に
一定期間貸与するもので、割賦とリースの２つの制度があります。 
 
 
 
１．対象企業 
　　対象企業は、以下に掲げる条件を備えていることが必要です。 
　（１）奈良県内に工場又は事業所を有する企業、又は有する見込みのある企業であること。 
　（２）次に掲げる業種に属する事業に係る設備の導入のために、設備貸与制度を利用しようとする企業で

ないこと。 
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する性風俗関連特殊営業に該当する
業種 
②公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種 
③①、②以外にも一部対象外業種があります。 

　（３）常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあ
っては５人）以下の企業であること。 

　（４）割賦料又はリース料の返済が企業の将来性等からみて確実であると認められること。 
　（５）許可や証明等が必要な業種にあっては、それらを確実に受けられる企業であること。 
 
２．制度の条件等 
　（１）限　度　額　設備価格が一企業、一事業年度１００万円以上６，０００万円以下 
　（２）貸 与 期 間　割 賦 制 度：原則として７年（公害防止施設については１２年まで） 
　　　　　　　　　　　リース制度；３年（３６ヵ月）～７年（８４ヵ月） 
　（３）損料（利率）等　割 賦 制 度：年２．５０％（設備価格の残高に対してかかります） 
　　　　　　　　　　　リース制度；リース期間に応じ、２．９９０％～１．３９２％ 
　　　　　　　　　　  ※損料等は変わることがあります。 
　（４）返 済 方 法　約束手形による返済となります。 
　　　　　　　　　　　割 賦 制 度：半年賦払 
　　　　　　　　　　　リース制度；毎月均等払 
　（５）保　証　金　割 賦 制 度：設備価格の１０％を契約時に預かり、最終支払回に充当します。 
　　　　　　　　　　　リース制度；必要ありません。 
　（６）違　約　金　支払期日に返済されないときは、年１０．７５％の割合で違約金が必要となります。 
　（７）連帯保証人　原則として、企業の代表者の方のみで申し込み可能です。 

設備貸与制度〈割賦・リース〉 

問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 金融支援課 金融支援係 
 ＴＥＬ：０７４２ー３６ー８３１１（Ｐ１０９，№２２） 

趣旨・目的 

概　　　要 
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設備資金貸付制度 

　この制度は、小規模企業者等設備導入資金助成法に基づき、企業が創業や経営基盤の強化に必要な設備を
導入するにあたり、無利子の長期設備資金を貸し付けし、創業及び経営基盤の強化を促進するための制度で
す。 
 
 
 
１．対象企業 
　　対象企業は、以下に掲げる条件を備えていることが必要です。 
　（１）奈良県内に工場又は事業所を有する企業、又は有する見込みのある企業であること。 
　（２）次に掲げる業種に属する事業に係る設備の導入のために、設備資金貸付制度を利用しようとする企

業でないこと。 
①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する性風俗関連特殊営業に該当する
業種 
②公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種 
③①、②以外にも一部対象外業種があります。 

　（３）常時使用する従業員の数が２０人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあ
っては５人）以下の企業であること。 

　（４）対象設備の導入に要する資金の調達について、本制度によることが適当と認められる企業で貸付金
の返済が将来性等からみて確実であると認められること。 

　（５）許可や証明等が必要な業種にあっては、それらを確実に受けられる企業であること。 
 
２．制度の条件等 
　（１）貸付金額 
　　①一般貸付　　　５０万円～４，０００万円　（貸付割合：１／２以内） 
　　②創業１年未満　２５万円～４，０００万円　（貸付割合：１／２以内） 
　　③創業１～５年　５０万円～６，０００万円　（貸付割合：１／２以内） 
　　④承認された経営革新計画の事業等６６万円～６，０００万円　（貸付割合：２／３以内） 
　（２）貸付期間 
①１年据置６年以内均等半年賦償還（計７年）　原則 
②１年据置４年以内均等半年賦償還（計５年）　建設機械等の場合 
③１年据置１１年以内均等半年賦償還（計１２年）　小規模企業者等設備導入資金助成法第５条ただし書に
記載の公害防止施設を設置する場合に限る 

　（３）貸付利率　無利子 
　（４）返済方法等　約束手形により返済していただきます。 
　（５）連帯保証人及び不動産担保について 
　　　借受企業は連帯保証人及び不動産担保を提供していただきます。詳しくはお問い合わせください。 

問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 金融支援課 金融支援係 
 ＴＥＬ：０７４２ー３６ー８３１１（Ｐ１０９，№２２） 

趣旨・目的 

概　　　要 
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　日本政策金融公庫 国民生活事業は、一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじ
めとする国民のみなさまが必要とする資金を供給することによって、国民経済の健全な発展と公衆衛生など
の国民生活の向上に寄与することを目的としています。 
 
 
 
　主な融資は次のとおりです。各融資制度をご利用いただくには必要な要件がありますので、詳しくは日本
政策金融公庫国民生活事業の窓口にお問い合わせ下さい。 

日本政策金融公庫 
国民生活事業のご案内 

４６ 

問い合わせ先 
（株）日本政策金融公庫 奈良支店 国民生活事業 
 ＴＥＬ：０７４２ー２３ー８０４１（Ｐ１１１，№３５） 

趣旨・目的 

 

設備　７年以内 
運転　５年以内  
 
設備　１５年以内 
運転　５年以内 
（特に必要な場
合は７年以内） 
 
設備　１５年以内 
運転　５年以内 
（特に必要な場
合は７年以内） 
 
 
設備　１０年以内 
運転　７年以内 
 
 
設備　１０年以内 
（特に必要な場
合は１５年以内） 
運転　５年以内 
（特に必要な場
合は７年以内） 
 
設備　１５年以内 
運転　５年以内 
（特に必要な場
合は８年以内） 
 
設備　１５年以内 
運転　５年以内 
（特に必要な場
合は８年以内） 
 
５年以内 
（特に必要な場
合は８年以内） 

 

１，０００万円 
以内   

 
７，２００万円 

以内 
（うち運転資金 
４，８００万円以内） 

 
７，２００万円 

以内 
（うち運転資金 
４，８００万円以内） 

 
 

１，５００万円 
以内 

 
 
 
 

１，５００万円 
以内 

 
 
 
 

４，８００万円 
以内 

 
 
 

別枠  ４，０００万円 
以内 

 
 

別枠  ３，０００万円 
以内 

 
　新たに事業を始める方や事業開始後で税務
申告を２期終えていない方向けの無担保・無
保証人の融資制度です。 
 
 
　新たに事業を始める方や、事業開始後おお
むね５年以内の方にご利用いただけます。 
 
 

　女性または３０歳未満か５５歳以上の方であ
って、新たに事業を始める方、事業開始後お
おむね５年以内の方にご利用いただけます。  
 
　商工会議所や商工会などの実施する経営指
導を受けている小規模事業者の方であって、
商工会議所等の長の推薦を受けた方が無担保・
無保証人でご利用いただけます。 
 
 
　経営利益が赤字であるなど一定の要件に該
当する方であって、生産能力拡大のための取
組などを行うことにより、収益性の向上が見
込まれる方にご利用いただけます。 
 
 

　社会的、経済的環境の変化などにより、売
上が減少するなど業況が悪化している方にご
利用いただけます。  
 

　取引金融機関の経営破たんなどにより、資
金繰りに困難を来している方にご利用いただ
けます。 
 
 
　取引企業などの倒産により経営に困難を来
している方にご利用いただけます。 

 
 
新創業融資制度 
 
 
 
新規開業資金 
（新企業育成貸付） 
 
 

女性、若者／シ
ニア起業家資金 
（新企業育成貸付）  
 
 
マル経融資 
（経営改善貸付） 
 
 
 
財務向上サポー
ト資金 
（企業活力強化貸
付） 
 
 
 経営環境変化資
金（セーフティ
ネット貸付） 

 
 金融環境変化資
金（セーフティ
ネット貸付） 

 
取引企業倒産対
応資金（セーフ
ティネット貸付） 

概　　　要 

制　度　名 制度の概要 融資額 返済期間 
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　日本政策金融公庫 中小企業事業は、国の中小企業政策に基づいて長期資金の供給を行い、中小企業の皆
様の成長・発展を支援しています。 
 
 
 
　主な融資は次のとおりです。詳しくは日本政策金融公庫中小企業事業の窓口にお問い合わせ下さい。 

日本政策金融公庫 
中小企業事業のご案内 

問い合わせ先 
（株）日本政策金融公庫 奈良支店 中小企業事業 
 ＴＥＬ：０７４２ー３５ー９９１０（Ｐ１１１，№３４） 

趣旨・目的 

 
＜固定金利型＞ 
設備　２０年 
運転　７年 

 
＜成功払い型＞ 
　　　７年  

 
設備　２０年 
運転　７年 

 

設備　１５年 
運転　７年 

 
 
 

設備　２０年 
運転　７年 

 
 
 

設備　１５年 
運転　７年 

 
 

設備　１５年 
運転　８年 

 
 

設備　１５年 
運転　８年 

 
７億２千万円 
（２億７千万円） 

 
 
 
 
 

７億２千万円 
（２億７千万円） 

 

７億２千万円 
（２億７千万円） 

 
 
 

７億２千万円 
（５億４千万円） 

 
 
 

７億２千万円 
（４億円） 

 
 
 

７億２千万円 
 
 

３億円（別枠） 

 
　「経営革新計画」の承認を受けた方、｢新連
携計画｣ の認定を受けたプロジェクトに係る
連携体を構成する方、「農商工等連携計画」
及び「地域産業資源活用事業計画」の認定を
受けた方など 
 
 
　経営の近代化、合理化及びものづくり基盤
技術の高度化を進める方など 
 
　情報技術（IT）の普及及び変化に関連した
事業環境の変化に対応するための情報化投資
を行う方 
 
　特定の地域において一定の雇用創出効果が
見込める設備投資を行う方、「企業立地計画」
又は「事業高度化計画」の承認を受けた方、
地方公共団体が推進する施策に基づき事業を
行う方など 
 
　特定の非化石エネルギー設備、省エネルギ
ー設備を設置する方、特定の産業公害防止施
設等を設置する方など 
 
　一時的な売上高の減少等業況が悪化してい
る方、社会的な要因による業況悪化により資
金繰りに支障をきたしている方など 
 
　金融機関との取引状況の変化により一時的
に資金繰りが悪化している方 

 
 
 
新事業活動促進
資金 
 
 
 
企業活力強化資
金 
 
 
IT活用促進資金 
 
 
 

地域活性化・雇
用促進資金 
 
 
 

環境・エネルギ
ー対策資金 
 
 

経営環境変化対
応資金 
 
 
金融環境変化対
応資金 

概　　　要 

 
制度名・資金名 

 
ご利用いただけるかた（概要） 

融資限度 
（特別利率適用 

限度） 

融資期間 
（最長） 
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　信用保証協会は、中小企業が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、公的な保証人となる機関です。
万一、債務者である中小企業者が返済できなくなった場合、信用保証協会が代わりに借入金を返済します。
その後、当該中小企業者は、信用保証協会が金融機関に返済した分を、信用保証協会に返済することになっ
ています。 
 
 
 
１．対象者 
　資本金３億円（卸売業１億円、小売業・サービス業５，０００万円）以下、または従業員３００人（卸売業・サ
ービス業１００人、小売業５０人）以下で、県内において住所または事業所がある中小企業者。 
 
２．主な保証制度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記以外にも目的にあわせて各種の制度があります。 

 
３．信用保証料 
　　経営状況に応じて下表の９段階になります。(融資額に対する年率） 
 
 
 
 
 

※国が推進する「中小企業会計」に準拠して決算書を作成している会社は、０．１％の割引を行います。 

奈良県信用保証協会による信用保証 

問い合わせ先 
奈良県信用保証協会 本店 ＴＥＬ：０７４２ー３３ー０５５２（Ｐ１１１，№３２） 
　　　　　　　　　 高田支店 ＴＥＬ：０７４５ー２２ー９５５１（Ｐ１１１，№３３） 

趣旨・目的 

概　　　要 

区　分 

基本保証料率 

当貸・カード 

小 口 零 細 

① 

１．９０ 

１．６２ 

２．２０ 

１．７５ 

１．４９ 

２．００ 

１．５５ 

１．３２ 

１．８０ 

１．３５ 

１．１５ 

１．６０ 

１．１５ 

０．９８ 

１．３５ 

１．００ 

０．８５ 

１．１０ 

０．８０ 

０．６８ 

０．９０ 

０．６０ 

０．５１ 

０．７０ 

０．４５ 

０．３９ 

０．５０ 

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

制　度　名 保証対象資金・概要 保証限度額 保証期間 保証料率 

普通融資保証 経営維持・発展のための事業資金 ２億８,０００万円 
運転１０年以内 
設備１５年以内 

「基本保証料」 

当座貸越 一定限度のなかで反復、継続する借入 ２億８,０００万円 ２年以内 「当貸・カード」 

カードローン 
一定限度の中で反復、継続する 
カードでの借入 

２,０００万円 ２年以内 「当貸・カード」 

流動資産担保保証 
（ＡＢＬ） 

売掛債権・棚卸資産を担保とする保証 
（融資金額の80％が保証金額） 

２億円 １年以内 年　０.６８%

創業等関連保証 新たに事業を開始するための資金 １,５００万円 １０年以内 年　１.０%

再挑戦支援保証 
（再チャレンジ） 

過去に事業を廃止した者が、再度事 
業を開始する場合の資金 

１,０００万円 １０年以内 年　１.０%

小口零細企業保証 

全国緊急保証（５号） 

（１～４,６号） 

　(７～８号)

年　０.９% 

年　０.８% 

年　０.８%

セーフティネット 

保証 

小規模事業者のための事業資金 １,２５０万円 １０年以内 

不況業種企業等の経営安定のための 
資金 

２億８,０００万円 １０年以内 

「小口零細」 
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セミナー・相談 

創業塾・創業ゼミ 

　創業への夢をお持ちの方、創業準備に入っている方、創業後間もない方、事業承継・事業転換予定の経営
者の方に対し、夢を実現するためのサクセスプランづくりを学んでいただく「創業塾」・「創業ゼミ」を実施
しています。 
 
 
 
１．創業塾 
　創業を目指す方、開業後間もない方を対象に、経営にかかる具体的な知識を習得、事業計画の作成を支
援するため、３０時間程度の短期集中セミナーを開催します。 

 
　［対　　　象］サラリーマン、学生、主婦など創業準備中の方や、将来、創業を考えている方で、やる気

のある方であれば、性別、年齢にかかわらず、どなたでも参加できます。一部の地域では
女性の方を対象にした女性創業塾も実施しています。 

 
　［費　　　用］お一人　５，０００円（消費税込み） 
 
　［講座の内容］創業の心構え、創業に関する基礎知識、先輩創業者の体験談やマーケティング着眼法、ビ

ジネスプラン作成方法など、創業に不可欠な内容を座学とグループワークで実践的に体得
していただきます。 

 
２．創業ゼミ（奈良県商工連合会のみ） 
　実際に事業を起こそうと考えている方を対象に、実創業前の計画見直しのためのスクーリングと個別ワ
ークにより、創業計画の成熟度アップを目指す少人数による講習会を開催します。 
 
　［対　　　象］具体的に創業を考えている方で、事業計画をお持ちの方であれば、どなたでも参加できま

す。 
　［費　　　用］無料 
　［講座の内容］事業計画のブラッシュアップ、数値計画のシュミレーション、ビジネスプランプレゼンテ

ーションなど事業の成功確率を高めるために不可欠な内容を座学と個別ワークにより体得
していただきます。 

問い合わせ先 
商工会・商工会議所 （Ｐ１０９～１１１，№２８） 
奈良県商工会連合会 ＴＥＬ：０７４２ー２２ー４４１１（Ｐ１０９，№２７） 

趣旨・目的 

概　　　要 

４９ 
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問い合わせ先 
商工会・商工会議所 （P１０９～１１１，№２８） 
奈良県商工会連合会 TEL：０７４２ー２２ー４４１１（P１０９，№２７） 

商工会･商工会議所による支援 
（経営指導員等による相談・指導） 

　県内の商工会、商工会議所には経営指導員等が配置され、小規模事業者等に対して金融、税務、労働、取
引、経理その他経営上のあらゆる分野についてきめ細かく相談に応じています。 
 
 
 
１．対象者 
　　中小企業者および創業を予定する方 
 
２．内　容 
　　この相談指導は、通常次のような方法で行われます。 
 
　［経営改善普及事業］ 
　　窓口相談　経営指導員が商工会や商工会議所の相談窓口で相談に応じます。 
　　巡回相談　経営指導員が小規模事業者を個々に巡回して指導します。 
　　創業相談　経営指導員が開業資金や会社設立の諸手続き等の相談に応じます。 
　　集団指導　経営コンサルタント、大学教授、経営指導員等による講演会、講習会を開催して行います。 
　　個別指導　税理士、公認会計士など専門家を招いて行います。 
　　記帳指導　経営支援員等が相談・指導に応じます。 
 
　これらの相談内容などの秘密は固く守られます。 

趣旨・目的 

概　　　要 



工
場
等
の
立
地
・
拡
張 

開
　
業  

・  

創
　
業 

事 

業 

の 

安 

定 

化 

新
事
業
展
開
・
事
業
拡
大 

資金面の支援 試験・分析 
共 同 研 究 そ　の　他 オフィス・ 

場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 

５１ 

問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２（P１０９，№２３） 

専門家派遣事業 

　中小企業者等が抱える様々な経営課題等に対してニーズに応じた登録専門家を派遣し、課題解決や経営改
善の具体策を提案します。 
 
 
 
１．利用条件 
　（１）経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲ある中小企業者であること 
　（２）経営革新等経営の向上に係る目的あるいは目標が明確であること 
　（３）専門家の派遣により支援の効果が期待できる状況であると判断されること 
 
２．費用 
　派遣に要する費用の１／２を負担いただきます。 
＊１回（４時間程度）の単価１２，０００円、２４，０００円、３６，０００円、４８，０００円（専門家により異なります）
の回数×１／２が自己負担になります。１企業への派遣は５回まで。 
　ただし、中小企業応援センター事業により、国の承認取得など高度・専門的な課題解決で専門家派遣
を受けられる場合は、自己負担がない場合（３回上限）があります。 

 
３．実施例 
　・生産現場の改善 
　・新商品の売り出しのためのプロモーション 
　・販売員のトレーニング 

趣旨・目的 

概　　　要 

専門家 
支援センター 

企業 

⑧謝金の支払い

② 派
遣
可

否
の
審
査（
面
談
な
ど
）

① 専
門
家

派
遣
要
請

③
専
門

家
の
選
定⑥

診
断

ア
ド
バ
イ
ス

④派
遣
計

画
の
打
ち
合
わ
せ

　 ⑤ 負
担

金
の
支
払
い

⑦ 報
告

書
の
提
出

　　⑦報告書の提出

　　③専門家の選定



工
場
等
の
立
地
・
拡
張 

開
　
業  

・  

創
　
業 

事 

業 

の 

安 

定 

化 

新
事
業
展
開
・
事
業
拡
大 

資金面の支援 試験・分析 
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中小企業応援センター事業 

５２ 

趣旨・目的 

概　　　要 

  中小企業の日常的な経営支援に取り組む支援機関等の経営支援能力を補完・強化するため、その後方支援
機関として中小企業応援センターを整備し、中小企業の（１）新事業展開、（２）創業、事業再生及び再チャレ
ンジ、（３）事業承継、（４）ものづくり支援、（５）新たな経営手法への取組みといった高度・専門的な課題に
対し、これら支援機関を通じた支援等を行うことにより、中小企業が中長期的に発展するための経営基盤の
強化を図るとともに、これを通じ、地域における支援機関の機能強化に資することを目的とします。 
 
 
 
１．実施内容 
　中小企業の支援に関する専門的な知識、能力及び経験を有している者をコーディネーターとして実施機
関が選定し、当該コーディネーターが中心となって、高度・専門的な課題に対応するための次に掲げる支
援事業を実施します。 
　（１）専門家派遣事業：コーディネーターを中心に窓口相談や企業訪問による相談受付において、専門家

を派遣することで効果が上がると見込まれる案件等を中心に、ハンズオン支援のできる専門家を派遣
します。（１企業への派遣は原則３回まで。自己負担なし） 

　（２）ビジネスセミナー・ビジネスマッチングの開催：「なら観光ビジネスカレッジ」、事業承継ゼミ等を
実施します。 

　（３）その他中小企業からの相談への対応：コーディネーターを中心にして窓口相談を実施するとともに
必要に応じて専門家を活用して支援を行います。 

 
２．重点課題 
　（１）地域資源活用・農商工連携 
　　　「なら観光ビジネスカレッジ」 
　当センターでは、奈良県商工会連合会と共同で、観光案件の地域資源活用事業や農商工等連携事業に
つなげるため、奈良観光を担う若手事業者等を対象に、研究会型セミナーを開催します。本セミナーを
通じて地域資源活用・農商工連携の法認定・事業所マッチングの活用化を図ります。（６月～２月　開
催予定） 

　（２）事業承継支援 
　当センターでは他支援機関の協力を得て、事業承継に必要な準備をするための知識習得、ネットワー
ク構築のためのセミナーを開催します。（９月～２月　開催予定） 



工
場
等
の
立
地
・
拡
張 

開
　
業  

・  

創
　
業 

事 

業 

の 

安 

定 

化 

新
事
業
展
開
・
事
業
拡
大 

５３ 

問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２（P１０９，№２３） 
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窓口相談事業 

問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２（P１０９，№２３） 

趣旨・目的 

概　　　要 

奈良相談室（奈良市柏木町１２９－１　なら産業活性化プラザ１F） 

中南和相談室（大和高田市幸町２－３３　奈良産業会館３F） 

　（財）奈良県中小企業支援センターでは、創業・開業、経営革新、経営改善等あらゆる経営相談にお応えし
ます。 
 
 
 
 
 
１．相談員による窓口相談　　無料 
　現在事業を営んでおられる方や事業を始めようと計画されている方が事業上の問題点や疑問点がある場
合や、事業計画に助言が欲しいとお考えのとき、相談できる体制を整えています。担当者が相談をお聞き
し、支援策などのアドバイスもいたします。 
　さらに、専門的な相談や助言が必要であれば、「専門家」による相談・助言の制度もあります。詳細は、
下記の２、または専門家派遣の頁をご覧ください。 
 
２．専門家による窓口相談　　無料 
　　上記１だけでなく、専門家からの助言を受けたいとお考えの方は、次の相談を受けていただけます。 
　（１）法律相談：奈良弁護士会所属の弁護士が相談に応じます。 
　　　原則第２・第４水曜日の１５：００～１７：００に実施しています（事前予約制）。 
　（２）専門家による相談：中小企業診断士等が課題別相談に応じます。定期的に実施しています。 
　　　詳細についてはお問い合わせ下さい（予約優先）。 
 
３．インターネット相談（メール相談室）　　無料 
　創業、経営についての相談がオンラインによって手軽に行えます。ご質問には当センターの相談員が回
答します。アドレスは、http://www.nashien.or.jp/mail-soudan/index.htmlです。 
 
 
 
　奈良相談室まで来られない方はぜひご利用ください。無料。 
　総合相談：毎週月曜日、１３：００～１８：００ 
　金融相談：毎週火曜日及び第１、２木曜日、１３：００～１５：００ 
　　　　　　（事前予約制） 



工
場
等
の
立
地
・
拡
張 

開
　
業  

・  

創
　
業 

事 

業 

の 

安 

定 

化 

新
事
業
展
開
・
事
業
拡
大 

資金面の支援 試験・分析 
共 同 研 究 そ　の　他 オフィス・ 

場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 

５５ 

問い合わせ先 
（独）中小企業基盤整備機構 広報統括室 広報課 
 TEL：０３ー５４７０ー１５１９（P１１１，№４６） 

　中小企業施策の情報を中心に、企業事例集や経営に役立つ情報などをインターネットで提供します。 
 
 
 
１．対象となる方 
　　中小企業に関する施策等の「情報」が必要な中小企業者等、中小企業支援担当者 
 
２．ネットに掲載されている内容 

　　起業する 
 

　創業を志す人向けに、業種別スタートアップガイドなど起業準備に必要なさまざまな情報を掲載し
ています。 

　　事業を広げる 
 

　農商工連携、地域資源活用、新連携、販路開拓に関する情報を掲載しています。 

　　経営をよくする 
 
　経営課題にこたえるQ&Aや、元気な中小企業の成功事例、新しい環境規制に関する情報などを掲
載しています。 

　　支援情報・機関を知る 
 
　全国の支援機関の最新の施策情報やその施策を活用して成長を遂げた企業の事例などを掲載してい
ます。 

　　資金を調達する 
 
　数ある公的機関の資金・助成金情報のなかから、事業に適した施策が簡単に検索できます。 

　　製品・技術を開発する 
 
　中小企業のモノづくりを支援する情報を提供しています。 

　　経営自己診断システム 
 
　中小企業の方が、自社の財務情報等を入力すると、即時に財務状況と経営危険度を把握できます。 

 
３．ご利用方法 
　　Ｊ－Ｎｅｔ２１のホームページに今すぐアクセス！ 
　　　　http：//j-net２１.smrj.go.jp 
　　※中小企業庁のホームページ（http：//www.chusho.meti.go.jp/）からもアクセス可能です。 

「Ｊ－ＮＥＴ21」 
中小企業ビジネス支援ポータルサイト 
趣旨・目的 

概　　　要 
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資金面の支援 セミナー・相談 オフィス・ 場 の 提 供 人 材 育 成 試験・分析 
共 同 研 究 そ　の　他 

１．対象者 
　個人（主婦・サラリーマン・離職者・高齢者等） 
 
２．内　容 
　主婦やサラリーマン、企業をリタイアされた方や高齢者の方等の経験やノウハウを活かし、創業・起業
される場合の簡易な法人組織として「企業組合制度」があります。 
　個人が創業する際に、会社にくらべて設立時の資本金が少額でも法人格を取得でき、有限責任のメリッ
トを享受できるように考えられた、いわば簡易な会社ともいうべき中小企業等協同組合法に基づく組合で
す。 
　４人以上の個人等が資本と労働を組合に集中して、組合員は組合の事業に従事し、組合自体がひとつの
企業体となって経営活動を行う組合です。 
　企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっています。 
　また、企業組合は会社や任意団体などと比べて、次のような特長をもっています。 
　　（１）　最低資本金制度が適用されません。 
　　（２）　税制上の優遇措置が適用されます。 
　　（３）　組合員には有限責任制度が適用されます。 
　　（４）　組合運営に対する発言権は平等です。 
　　（５）　事業に従事する組合員には勤労者としての地位が与えられます。 
　　（６）　営利追求できる組織です。 
　　（７）　国、行政庁や専門金融機関の支援を受けることができます。 
 
 
＊最近では、企業組合を設立し、地元特産品の開発、介護福祉、託児所開設、ソフトウエア開発、インタ
ーネットビジネス等を行う事例が全国的に広がっています。 

簡易な法人化で創業・起業を実現 

５６ 

問い合わせ先 奈良県中小企業団体中央会 ＴＥＬ：０７４２ー２２ー３２００（Ｐ１０９，№２６） 

概　　　要 
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資金面の支援 セミナー・相談 試験・分析 
共 同 研 究 そ　の　他 人 材 育 成 オフィス・ 

場 の 提 供 

５７ 

やまと創業インキュベータ（奈良・大和高田） 

　やまと創業インキュベータは、スタートアップ期の起業家に対し、安価な賃貸スペースを提供するととも
に、経営面でのマネージメントサポートを行い、その成長を促進することを目的とした施設です。 
 
 
 
１．入居要件 
　以下に該当する方であれば、業種を問わずどなたでも募集の対象となります。 
　ただし、入居にあたってはビジネスプランの審査を受け、一定の基準をクリアしていただく必要があり
ます。 
　　①新たに創業しようとしている方 
　　②創業間もない事業者（創業後３年以内） 
　　③異分野への進出に取り組む事業者 
 
２．施　設 
　（１）所在地 
　　①奈　　良　〒６３０ー８３０１　奈良市高畑町１０２番地　奈良国際研修館３階 
　　②大和高田　〒６３５ー００１５　大和高田市幸町２－３３　奈良県産業会館４階 
 
　（２）概　要 
　　①入居室数　奈良７室（１室２４㎡）、大和高田１２室（１６～５５㎡）　すべて個室 
　　②入居期間　原則１年（ただし最長３年まで延長可） 
　　③入居料金　１室あたりの月額（共益費含む） 
　　　　　　　　　１年目　　５００円／㎡ 
　　　　　　　　　２年目　１，０００円／㎡ 
　　　　　　　　　３年目　１，５００円／㎡ 
　　　　　　　　　　保証金、保証人は不要 
　　　　　　　　　　インターネット回線の使用料・接続料は無料 
　　　　　　　　　　個別の電気・電話料金は入居者負担（電話回線は入居者が独自に契約） 
 
３，支援内容 
　（１）インキュベーションマネージャーによる経営指導 
　（２）イベント・展示会等の開催案内 
　（３）他のインキュベータ施設との交流、等 
 
※募集は随時行っております。ご希望の方は下記連絡先までお問いあわせ下さい。 

趣旨・目的 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 ＴＥＬ：０７４２ー２７ー７００５（Ｐ１０７，№　９） 

概　　　要 
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資金面の支援 セミナー・相談 試験・分析 
共 同 研 究 そ　の　他 オフィス・ 

場 の 提 供 人 材 育 成 

１．対象者 
　新たな取り組み（新商品・新役務の生産や開発、商品の新たな販売方式や役務の提供方式の導入等）に
より、経営の向上を図ろうとする中小企業者等で、中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」
の承認を受けた者。 

 
２．融資条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （※１）４月１日現在の利率であり、今後金融情勢等により変更することがあります。 

３．手続きの流れ 
　　奈良県知事承認（県産業支援課）→融資申込（金融機関へ）・保証申込→審査→融資 
 
　※　認定については６０ページ参照 

５８ 

問い合わせ先 

承認申込　奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 TEL：０７４２ー２７ー７００５（P１０７，№　９） 
その他　　奈良県産業・雇用振興部 商工課 金融係 
 TEL：０７４２ー２７ー８８０７（P１０７，№　５） 
　　　　　各取扱金融機関 
　　　　　奈良県信用保証協会 TEL：０７４２ー３３ー０５５２（P１１１，№３２） 

概　　　要 

経営革新支援資金（奈良県中小企業融資制度） 
【責任共有制度対象】 

融資限度額 

融資利率 

融資期間 

償還方法 

担保・保証人 

保証料率 

取扱金融機関 
（融資申込先） 

設備　２，０００万円 
運転　１，０００万円 

年　１．８３５％（※１） 

設備　７年以内（内据置１年以内） 
運転　５年以内（内据置１年以内） 

割賦 

奈良県信用保証協会の保証が必要 
担保は必要に応じて 
法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 

年　０．６３％ 

商工中金奈良支店・南都銀行・りそな銀行・ 
大和信用金庫・奈良中央信用金庫・奈良信用金庫・ 
近畿産業信用組合 
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資金面の支援 試験・分析 
共 同 研 究 

オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 そ　の　他 

５９ 

問い合わせ先 奈良県中小企業団体中央会 TEL：０７４２ー２２ー３２００（P１０９，№２６） 

事業の共同化支援 

１．対象者 
　　中小企業者 
 
２．内　　容 
　中小企業が経営基盤の安定、新事業展開、経営革新を円滑に進めていくためには、組合にそれぞれの生
産・販売・購入を一括集中させスケールメリットを発揮、お互いの経営資源を相互補完し連携していくこ
とが必要です。 
　このような連携組織の代表的なものとして事業協同組合があります。事業協同組合は、組合員である中
小企業者が行う事業に関して共同生産、共同販売、共同購入等を行う共同経済事業の他、開発資金や開発
リスクを分散し、新たな分野への進出のための共同研究開発等が主な事業です。 
　事業協同組合のほか企業組合、協業組合等があり、次のような各種の支援・助成、金融・税制上の措置
が受けられます。 
　（１）支援・助成事業 
　　　奈良県中小企業団体中央会による 
　　①組合の設立、運営指導 
　　②組合の金融、経理、税務、流通、情報化、労働問題等に関する相談、研修会、セミナーの開催 
　　③各種調査、開発研究、研修事業等を行う組合への助成 
　（２）金融上の措置 
　　①商工組合中央金庫等の政策金融機関による融資 
　　②中小企業基盤整備機構による高度化事業にかかる融資 
　（３）税制上の措置 
　　①［法　人　税］１　税率の軽減（法人６６条、９９条）…協同組合等 
　　　　　　　　　　２　利用分量配当の損金算入（法人６０条の２）…協同組合等 
　　　　　　　　　　３　賦課金の仮受金経理（基通法　１４－２－９）…協同組合等 
　　②［印　紙　税］１　出資証券、定款、組合・組合員間の受取書の非課税 
　　　　　　　　　　２　チケット発行事業のクーポン券の非課税…協同組合等 
　　③［登録免許税］１　組合の設立、代表理事の変更その他当該組合の根拠法に基づく登記については非

課税 
　　④［事　業　税］１　特別法人として税率の軽減（地方７２条の１２）…協同組合等 
　　　　　　　　　　２　収益事業以外の所得の非課税（地方７２条の５）…非出資組合 
　　⑤［固定資産税］１　事務所及び倉庫（敷地を除く）の非課税（地方３４８条の４） 

概　　　要 



資金面の支援 セミナー・相談 試験・分析 
共 同 研 究 そ　の　他 オフィス・ 

場 の 提 供 人 材 育 成 
工
場
等
の
立
地
・
拡
張 

開
　
業  

・  

創
　
業 

事 

業 

の 

安 

定 

化 

新
事
業
展
開
・
事
業
拡
大 

６０ 

経営革新支援事業 

問い合わせ先 

奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 TEL：０７４２ー２７ー７００５（P１０７，№　９） 
（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２（P１０９，№２３） 
商工会・商工会議所等 （P１０９～１１１，№２８） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　中小企業が現状から将来のあるべき姿に到達するために行う経営革新（新事業活動）を全業種にわたり幅
広く支援します。（財）奈良県中小企業支援センター等産業支援機関と連携しつつ、経営革新に取り組む企業
の発掘、計画策定への支援等を実施することにより、県内産業の振興を図ります。 
 
 
 
１．対象者 
　事業内容や経営目標を盛り込んだ「経営革新計画（ビジネスプラン）」を作成し、都道府県の承認を受
けた中小企業、組合等 
 
２．計画の内容 
　（１）新事業活動 
　　◆新商品の開発又は生産 
　　◆新役務の開発又は提供 
　　◆商品の新たな生産又は販売の方式の導入 
　　◆役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動 
　（２）経営目標 
　３年から５年先の経営目標として、付加価値額または従業員一人あたりの付加価値額が年率平均３％
以上伸び、かつ、経常利益が年率１％以上伸びる計画であること。 

　（３）支援内容 
　　◆政府系金融機関による低利融資制度 
　　◆信用保証の特例 
　　◆県内金融機関を通して融資する経営革新支援資金 
　　◆特許関係料金減免制度 
　　◆販路開拓コーディネート事業 
　　※計画承認は支援措置を保証するものではありません 
 
３．ご利用方法 
　「経営革新計画」を作成する必要がありますので、県産業支援課、（財）奈良県中小企業支援センター（７３
ページ参照）、商工会・商工会議所などにご相談ください。 
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６１ 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 商業振興課 消費振興係 
 TEL：０７４２ー２７ー５４２４（P１０７，№　８） 

奈良くらしくす製品開発等支援補助金 

　奈良県の産業の振興に向け、奈良の厳選された製品を発掘、育成、発信することで、奈良県の製品へ 
のイメージアップを図り、販売促進につなげるとともに、県内企業の優れたものづくりへの機運醸成を 
図ることを目的とするものです。 
 
 
 
１．対象者 
　「奈良くらしくす」を目指した製品開発・改良及びマーケティング調査・販路開拓事業を実施する個人、
法人又はこれらを営む者で組織される法人、団体であって、原則として県内に住所又は主たる事業所を有
する者 
 
２．奈良くらしくす製品の条件 
①使い手と作り手の双方が愛着を感じる、ロングセラーを目指す製品であること 
②安全で安心な素材を使った製品であること 
③首都圏の高感度な消費者に支持されている店舗（セレクトショップ）での販売や注目度の高い展示会等
への出展が可能な製品であること 

 
３．支援内容 
　（１）補助対象となる事業 
　　①商品開発・改良事業 
　　　・商品化のための開発設計事業 
　　　・商品化のための試作、改良、品質検査事業 
　　　・商品化のためのデザイン等の作成、改善事業 
　　　・その他の知事が適当と認めた事業 
　　②マーケティング調査、販路開拓事業 
　　　・新事業動向等調査事業 
　　　・販路開拓等に関する専門コンサルタントにより行う調査、指導及び研修事業 
　　　・その他マーケティング調査、販路開拓事業として知事が適当と認めた事業 
 
　（２）補助金額 
　　補助限度額　７０万円 
　　補助率　補助対象経費の１／２以内 

趣旨・目的 

概　　　要 
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問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 TEL：０７４２ー２７ー７００５（P１０７，№　９） 

リーディングカンパニー創設補助金 

　コア技術を有する県内中小企業者の新技術の開発や技術の向上及び活用に向けた事業に対し、開発・試作
費等の必要な経費の一部を補助します。 
 
 
 
１．対象者 
　　優良なコア技術を活用した製品の製造および販売に実績を持つ中小の製造業者 
 
２．対象となる取り組み 
　新技術の開発・技術の向上及び活用など、新商品開発や新たなビジネスモデルの構築を目的とした技術
に関する新たな取り組み 
 
３．補助内容（２２年度） 
　　採択予定件数：２件程度　補助率：２／３　補助金：上限５００万円 
　　（補助対象経費は７５０万円を上限とする） 
 
４．審査及び採択方法 
　１次審査（書類）を通過した事業計画を、２次審査（プレゼンテーション）で有識者が評価し、一定水
準の評価を受けたものの中から、県が採択を決定します。 
 
５．募集時期 
　　平成２２年４月１日（木）～４月３０日（金） 

趣旨・目的 

概　　　要 
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奈良発ニュービジネス発掘・育成補助金 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 TEL：０７４２ー２７ー７００５（P１０７，№　９） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　県内中小企業等が実施する新商品・新役務開発および販路開拓に向けた事業に対し、開発・試作費、プロ
モーション費用等の必要な経費の一部を補助します。 
 
 
 
１．対象者 
　　県内に事業所を有する中小企業者、事業組合、ＮＰＯ、商工会議所、商工会、大学生等２０代の若者 
 
２．対象となる取り組み 
　　新商品・新役務開発、販路開拓および創業等の新たな取り組み 
 
３．補助内容（２２年度） 
　　採択予定件数：７件程度、補助率：２／３、補助金：上限２００万円 
　　（補助対象経費は３００万円を上限とする） 
 
４．審査及び採択方法 
　１次審査（書類）を通過した事業計画を、２次審査（プレゼンテーション）で有識者が評価し、一定水
準の評価を受けたものの中から、県が採択を決定します。 
 
５．募集時期 
　　平成２２年４月１日（木）～４月３０日（金） 



試験・分析 
共 同 研 究 そ　の　他 オフィス・ 

場 の 提 供 人 材 育 成 
工
場
等
の
立
地
・
拡
張 

開
　
業  

・  

創
　
業 

事 

業 

の 

安 

定 

化 

新
事
業
展
開
・
事
業
拡
大 

資金面の支援 セミナー・相談 
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問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 新事業支援課 新事業支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１３（P１０９，№２４） 

公募型研究開発事業の活用支援 

　新商品・新技術の開発、新事業の創出、販路開拓等を行おうとする中小企業に利用可能な公的支援制度を
紹介し、応募・採択・実施の各段階の支援を行います。また、採択後も研究開発の促進や、製品の実用化・
事業化を支援します。 
 
 
 
　（財）奈良県中小企業支援センターが各課題に沿った公的支援制度を紹介、補助金獲得から事業化まで支援
します。 
 
　＜主な公的支援制度＞ 
　　●新連携支援事業（６５，６６頁参照） 
 
　　●農商工等連携事業（６６，６９頁参照） 
 
　　●地域資源活用プログラム（６６，６８頁参照）） 
 
　　●研究成果最適展開支援事業（Ａ－ＳＴＥＰ）、ＦＳステージ 
　　　　　ＪＳＴ（科学技術振興機構）の事業。 
 
　　　・探索タイプ 
　　　　　企業化への視点に立脚して技術移転の可能性を探索する。 
　　　　　申請者：大学等の研究者 
　　　　　期　間：１年 
 
　　　・シーズ顕在化タイプ 
　　　　　産学共同でシーズとしての可能性を検証する。 
　　　　　申請者：大学等と企業の共同申請 
　　　　　期　間：１年 
 
　　　・起業検証タイプ 
　　　　　ベンチャー企業設立に向けた研究開発に先立ち、起業の可能性を検証する。 
　　　　　申請者：大学と側面支援機関との共同申請 
　　　　　期　間：１年 

趣旨・目的 

概　　　要 
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問い合わせ先 

奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 TEL：０７４２ー２７ー７００５（P１０７，№　９） 
（財）奈良県中小企業支援センター 新事業支援課 新事業支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１３（P１０９，№２４） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　異分野の複数の中小企業者が、それぞれが持つ技術・ノウハウ等の「強み」を有効に組み合わせて、高付
加価値の製品・サービスを創出する取組に対して行う支援です。 
 
 
 
事業化・市場化支援事業 
＜対 象 者＞ 
　２社以上の異分野の複数の中小企業で連携して新たな事業活動に取り組む方で、「中小企業新事業活動
促進法」に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた代表者※ 

＜支援内容＞ 
　異分野の複数の中小企業者が連携して行う事業に必要な経費（連携規定作成・新商品開発・マーケティ
ング等）の補助を受けることができます。 
＜補助金額＞ 
　　１認定事業計画当たり上限２,５００万円（下限１００万円） 
　　（技術開発を伴う場合上限３０００万円） 
＜補 助 率＞ 
　　２／３以内 
＜ご利用方法＞ 
　　申請からの流れは以下のとおりです。 
　（１）近畿経済産業局へ公募期間中に申請書を提出。 
　（２）近畿経済産業局において、申請内容を審査し、採択先を決定。 
　（３）近畿経済産業局が、補助金の交付を決定。※ 
　（４）近畿経済産業局へ事業成果を報告。 
　（５）近畿経済産業局が補助金を交付。 
 
 
※　事業化・市場化支援事業の補助金受給にあたっては、「中小企業新事業活動促進法」に基づく「異分野連携新事業

分野開拓計画」の認定を受けて頂く必要があります。認定を受けた企業に対しては補助金以外にも各種支援がござ

います（６６・６７ページ参照）。詳しくは、下記の各連絡先までご連絡ください。 
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○「新連携」「地域資源」「農商工連携」施策比較 

法　　　律 前提条件 事業主体 対　　　象 

新
　
　
連
　
　
携 

地
　
域
　
資
　
源 

農
　
商
　
工
　
連
　
携 

 
 
 
 
中小企業新事業活動促進法 
（中小企業の新たな事業活動
の促進に関する法律） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中小企業資源活用促進法 
（中小企業による地域資源を
活用した事業活動の促進に
関する法律） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農商工等連携促進法 
（中小企業者と農林漁業者と
の連携による事業活動の促
進に関する法律） 

 
 
 
 
 
なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都道府県による基本
構想の認定（地域産
業資源（※１）の指定） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なし 

 
 
 
事業分野を異にする
二以上の中小企業（有
機的に連携し、その
経営資源を有効活用
するもの） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中小企業（単独又は
共同） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農林漁業者と中小企
業者（各一以上、有
機的に連携しその経
営資源を有効活用す
るもの） 

○以下の事業を行うことによ
り、新たな事業分野の開拓
を図るもの 
・新商品の開発又は生産 
・新役務の開発又は提供 
・商品の新たな生産又は販売
の方式の導入 
・役務の新たな提供の方式の
導入その他の新たな事業活
動 
 
 
 
 
 
○地域産業資源を用いて行う
以下の事業（商品の生産地、
役務の提供地は地域産業資
源の指定地域に限定） 
・商品の開発、生産又は需要
の開拓（農林水産物又は鉱
工業品） 
・商品の開発、生産又は需要
の開拓、役務の開発、提供
又は需要の開拓（観光資源） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○以下の事業 
・新商品の開発、生産又は需
要の開拓 
・新役務の開発、提供又は需
要の開拓 

（※１）「地域産業資源」とは、以下のいずれかのもので、県が策定する「基本構想」によって指定されているものです。 
　　　　　●地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物や鉱工業品 
　　　　　●地域の特産物である鉱工業品の生産に係る技術 
　　　　　●文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源として相当程度認識されているもの 
（※２）新連携に関する補助金についての詳細は６５ページをご参照ください 
（※３）地域資源に関する補助金についての詳細は６８ページをご参照ください 
（※４）農商工連携に関する補助金についての詳細は６９ページをご参照ください 
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事業性等 
評価基準 

主　な　支　援　内　容 
認　　定　　前 認　　定　　後 

 
 
・持続的なキャッ
シュフローを確
保し、１０年以
内に融資返済や
投資回収が可能 
・一定の利益を上
げる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・売上高目標：総
売上高の５％以
上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・売上高目標：総
売上高の５％以
上 
・付加価値目標：
５％以上の向上 

 
 

・新事業創出支援事業 
中小企業基盤整備機構の各支部に相談窓口
を設置。マーケティング等に精通した専門
家が事業階段に応じ、計画認定前において
はその策定のアドバイス、認定後において
は市場調査、商品企画、試作品開発、販路
開拓等についてアドバイス 
 
 
 
 
 
 
 

・新事業創出支援事業 
中小企業基盤整備機構の各支部に相談窓口
を設置。マーケティング等に精通した専門
家が事業階段に応じ、計画認定前において
はその策定のアドバイス、認定後において
は市場調査、商品企画、試作品開発、販路
開拓等についてアドバイス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・新事業創出支援事業 
中小企業基盤整備機構の各支部に相談窓口
を設置。マーケティング等に精通した専門
家が事業階段に応じ、計画認定前において
はその策定のアドバイス、認定後において
は市場調査、商品企画、試作品開発、販路
開拓等についてアドバイス 
・補助金（※４） 
連携体構築に資する規約の作成、コンサル
タント等に係る経費を補助（上限５００万円、
２／３以内） 

・新事業創出支援事業 
・補助金（※２） 
新商品開発、マーケティング等の経費の一
部を補助（上限３，０００万円、２／３以内） 

・融資 
政府系金融機関による低利融資制度、中小
機構と都道府県の協力による設備資金のた
めの高度化融資（無利子） 

・信用保証の特例 
普通保証、無担保保証の別枠化、新事業開
拓保証の限度枠拡大 
 
・新事業創出支援事業 
・補助金（※３） 
新商品開発、市場調査、試作品開発等の経
費の一部を補助（上限３,０００万円、２／３以内） 
・融資 
　政府系金融機関による低利融資制度 
・信用保証の特例 
普通保証、無担保保証等の別枠化、新事業
開拓保証の限度枠拡大、食品流通構造改善
促進機構による債務保証等 
・設備投資減税 
事業計画に基づく設備投資額に対する所得税・
法人税の特別償却等 
・中小企業投資育成株式会社の特例 
事業計画に基づく新規投資事業の対象の拡
大 
 
・新事業創出支援事業 
・補助金（※４） 
新商品開発、マーケティング等の経費の一
部を補助（上限３，０００万円、２／３以内） 

・融資 
　政府系金融機関による低利融資制度 
・信用保証の特例 
普通保証、無担保保証の別枠化、新事業開
拓保証の限度枠拡大、食品流通構造改善促
進機構による債務保証等 
・設備投資減税 
事業計画に基づく設備投資額に対する所得税・
法人税の特別償却等 
・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 
　設備資金貸付の貸付割合を引き上げ 
・農業改良資金等の特例 
中小企業者への貸付対象拡大、農業改良資
金等の償還期間及び据置期間の延長 
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問い合わせ先 

奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 TEL：０７４２ー２７ー７００５（P１０７，№　９） 
（財）奈良県中小企業支援センター 新事業支援課 新事業支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１３（P１０９，№２４） 

地域資源活用新事業展開支援事業 

　地域の優れた資源を活用した新商品、新サービスの開発・販売の取組に対して、売れる商品づくりや地域
発のブランド構築の実現を目指すための補助金です。 
 
 
 
１．地域資源活用売れる商品づくり支援事業 
　＜対象企業＞　 
　中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定を受けた中小企業者※。 

　＜支援内容＞ 
　地域資源を活用して行う新規性の高い商品・サービスの開発や販路開拓等の取組に対し、市場調査、
試作品開発、展示会出展等に係る経費の一部を補助します。 

　　　・補助金額：１認定事業計画当たり３，０００万円（下限１００万円） 
　　　・補 助 率：２／３以内 
　　　・募集期間：時期未定（中小企業庁ホームページにてお知らせします） 
　 
２．地域資源活用販路開拓等支援事業 
　＜対象企業＞ 
　地域資源を活用した商品・サービスの販路開拓等に取り組む組合、公益法人等。 

　＜支援内容＞ 
　地域資源を活用した商品、サービスの改良や販路開拓等の取組に対し、市場調査、試作品改良、展示
会出展等に係る経費の一部を補助します。 

　　　・補助金額：上限１,０００万円 
　　　・補 助 率：１／２以内 
　　　・募集期間：時期未定（中小企業庁ホームページにてお知らせします） 
 
 
 
 
※　地域資源活用売れる商品支援事業の補助金受給に当たっては、「中小企業地域資源活用促進法」に基づく地域産業

資源活用事業計画の認定を受けて頂く必要があります。認定を受けた企業に対しては補助金以外にも各種支援がご

ざいます（６６・６７ページ参照）。詳しくは、下記の各連絡先までご連絡ください。 

趣旨・目的 

概　　　要 
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農商工連携対策支援事業 

問い合わせ先 

奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 TEL：０７４２ー２７ー７００５（P１０７，№　９） 
（財）奈良県中小企業支援センター 新事業支援課 新事業支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１３（P１０９，№２４） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品、新サービスの開
発、需要の開拓等を行う取組に対する支援です。 
 
 
 
１．事業化・市場化支援事業 
＜対 象 者＞ 
　　「農商工等連携促進法」に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者※１ 
＜支援内容＞ 
　連携体が行う新商品開発（製品・サービス）に係る試作、実験、研究会、マーケティング、市場調査
等にかかる経費を補助します 
＜補助金額＞ 
　　１事業あたり上限２，５００万円（下限１００万円） 
　　　（技術開発を伴う場合上限３，０００万円） 
＜補 助 率＞ 
　　２／３以内 
 
２．連携体構築支援事業 
＜対 象 者＞ 
　２以上の中小企業者を含む連携体（農林漁業を行う中小企業者と農林漁業以外の事業を行う中小企業
者がそれぞれ１以上存在する。） 

＜支援内容＞ 
　　連携体構築に資する規定の作成、コンサルタント等に係る経費を補助します 
＜補助金額＞ 
　　１事業あたり上限５００万円 
＜補 助 率＞ 
　　２／３以内 
 
 
※１　１．については、農商工等連携促進に基づき、「農商工連携事業計画」の認定受けて頂く必要があります。認定

を受けた企業に対しては補助金以外にも各種支援がございます（６６・６７ページ参照）。詳しくは下記の各連絡先の

いずれかにお問い合わせください。 

※２　県では、２１年度から「なら農商工連携ファンド助成金」も実施しております。詳しくは７０ページをご参照くだ

さい。 
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問い合わせ先 

（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２（P１０９，№２３） 
奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 TEL：０７４２ー２７ー７００５（P１０７，№　９） 

なら農商工連携ファンド助成金 

　県内の中小企業者と農林漁業者が連携して取り組む新商品・新役務開発および販路開拓に向けた事業に対
し、必要な経費の一部を助成します。 
 
 
 
１．対象者 
　　県内に事業所を有する中小企業者等と農林漁業者との連携体 
 
２．支援内容 
　（１）対象事業 
　　　新商品・新役務開発・販路開拓事業 
　（２）対象経費 
　　①新商品・新役務開発 
　　　　専門家謝金、旅費、開発・試作費（原材料費、リース料、実験費等）等 
　　②販路開拓 
　　　専門家謝金、旅費、事業費（会場借料、印刷製本費等）等 
　（３）助成金額　 
　　　最長３年間で上限１千万円（単年度は４００万円） 
　（４）助成率 
　　　２／３以内 
 
３．採択における審査基準 
　　新規性・優位性、事業の成長性、事業内容の的確性、事業遂行能力 

趣旨・目的 

概　　　要 
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７１ 

商工会（奈良県商工会連合会）・商工会議所 
による支援（その他の高度･専門的な支援） 

問い合わせ先 
奈良県商工会連合会管理指導課 TEL：０７４２ー２２ー４４１２（P１０９，№２７） 
奈良商工会議所 TEL：０７４２ー２６ー６２２２（P１０９，№２８） 
商工会・商工会議所 （P１０９～１１１，№２８） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　近年の多様化・高度化する事業者の支援ニーズに対応し、さらなる経営力向上を支援するため、県内の商
工会、商工会議所、奈良県商工会連合会では、県内全域の事業者を対象に様々な支援事業を実施しています。
以下に、奈良県商工会連合会、奈良商工会議所の実施事業の一部をご紹介します。 
 
 
 
１．奈良県商工会連合会による支援の一例 
　［経営品質向上研究会（ベンチマーク研究会）］ 
　県下事業所の経営者・経営幹部・後継者の方などを対象に、自社企業の付加価値向上に必要なポイン
トを学んでいただき、新規事業の創出、新顧客創造の実現の一助としていただくための参加型研究会で
す。具体的な事業所ベストプラクティス事例（ベンチマーク）を紹介しながら、講師からの一方通行の
講義ではなく、受講者同士のディスカッションの時間も設定した内容となっております。 

 
　［ＩＳＯ認証取得支援］ 
　ＩＳＯ認証［ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１］取得を目指す事業所を対象に、導入計画、マニュアル作成、
審査登録準備、認証取得後のフォローに至るまで一貫した支援を地元商工会と連携しながら実施します。 
　また、維持支援についても商工会連合会の専門スタッフが責任をもって対応します。 

 
２．奈良商工会議所による支援の一例 
　［奈良県中小企業再生支援協議会］ 
　過剰債務等により経営状況が悪化しているが財務や事業の見直しなどにより再生が可能な中小企業者
の方を対象に、常駐の経験豊かな専門家が、課題解決に向けた適切なアドバイスを実施します。 
　また、事例によっては、再生計画の策定や金融機関など関係者間の調整をお手伝いします。 

 
○県内の商工会・商工会議所、奈良県商工会連合会ではこの他にも多様な支援を実施しています。 
　お気軽にお問い合わせ下さい。 
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問い合わせ先 奈良県中小企業団体中央会 TEL：０７４２ー２２ー３２００（P１０９，№２６） 

奈良県中小企業団体中央会による支援 
（組合等に対する相談・指導・支援） 

　中小企業団体中央会は、業界を網羅する県域経済団体として、県下中小企業者による組織化をはじめ既存
組合の指導・支援のみならず、中小企業の連携による新たなビジネスの創出のための連携支援を行っており
ます。 
 
 
 
１．組合等の指導・支援 
　（１）組合等に対する巡回・相談指導 
　（２）個別、特定案件（法律・税務・経営・労働等）専門指導 
　（３）研修会、懇談会の開催 
 
２．組合等への助成 
　（１）地場産地組合の活性化事業に対する助成 
　（２）小規模組合等の研修事業に対する助成 
 
３．情報化、調査事業 
　（１）月刊会報誌「中央会なら」の発行 
　（２）組合・企業等の商品・サービスを紹介する「ならまるしぇ＠BOOK」を年１回発行 
　（３）ホームページ等による中小企業施策等の情報発信 
　（４）景況調査等各種調査の実施と情報のデータベース化 
　（５）情報連絡員の設置 
 
４．産学連携・新連携構築事業の推進 
　（１）資源循環型事業、環境ビジネス、企業連携に新事業の創出支援 
 
５．地域資源連携による企業化・事業化への支援 
　（１）地域資源活用調査 
　（２）経営資源調査 
 
　　　組合設立、各種事業に対するご相談は下記までご連絡ください。 

趣旨・目的 

概　　　要 
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問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２（P１０９，№２３） 

経営革新計画作成のアドバイス 

　中小企業が、今日的な経営課題に即応するために行う経営革新（新事業活動）を全業種にわたり幅広く支
援します。 
 
 
 
　中小企業や組合の方が、新製品の開発や生産、新サービスの開発や提供、従来の生産方法をより効率的な
ものに転換したり、サービスの提供方法を新たなものにしたりするなど自社にとって新たな取り組みを行い、
経営の向上に取り組むビジネスプラン（経営革新計画）を作成して、県から中小企業新事業活動促進法の承
認を受けると、その計画達成の支援として、税制、信用保証、融資等（支援機関による別途審査があります。）
を受けることができます。 
　（財）奈良県中小企業支援センターは、「経営革新」に取り組む企業について、計画作成のアドバイスをしま
す。また、経営革新計画の承認を受けた後は、目標達成のためのハンズオン支援をします。 

趣旨・目的 

概　　　要 

1

ビジネスプランの 
作成 
 

【経営革新計画】 

2

奈良県知事の 
承認 

申　請 

3

承認事業への 
支援策 

支援機関 
による 
個別審査 
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学研都市研究成果活用支援事業 
奈良高専技術情報活用支援事業 

７４ 

　①学研都市内で創出される研究シーズや②奈良高専が保有する技術シーズを県内企業へ移転することで、
高付加価値型企業の育成を図ります。 
　事業実施に当たっては、（財）関西文化学術研究都市推進機構新産業創出交流センターや奈良工業高等専門
学校等のコーディネータと、県中小企業支援センターのコーディネータが連携して活動します。 
 
 
 
１．対象者 
　　シーズを活用した新商品開発などに取り組む中小企業 
 
２．支援内容 
　（１）学研都市内で創出される研究シーズの移転 
　　・都市エリア産学官連携促進事業（ユビキタス生体計測ヘルスケアデバイスの開発） 
　　・光レーザー微細加工技術（レーザー光線を活用した加工技術の研究） 
　　・その他、けいはんな地域で創出される研究シーズ 
　（２）奈良高専が保有する技術シーズの移転 
　　・機械工学科　関係の技術シーズ 
　　・電気工学科　関係の技術シーズ 
　　・電子制御工学科　関係の技術シーズ 
　　・情報工学科　関係の技術シーズ 
　　・物質化学工学科　関係の技術シーズ 
 
３．支援回数 
　　制限無し 
 
４．派遣するコーディネータ 
　（１）（財）関西文化学術研究都市推進機構新産業創出交流センターに配置したコーディネータ 
　（２）奈良工業高等専門学校に配置したコーディネータ  
　（３）大手企業で１０年以上の実務経験を有するＯＢ人材で特定分野のスペシャリスト 
 
５．派遣費用 
　　無料 
　　ただし、大学や高専との共同研究等に進展した場合は、内容により研究費等が発生することがあります。 

問い合わせ先 

（財）奈良県中小企業支援センター 新事業支援課 新事業支援係 
 ＴＥＬ：０７４２ー３６ー８３１３（Ｐ１０９，№２４） 
奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 科学技術振興係 
 ＴＥＬ：０７４２ー２７ー８８１４（Ｐ１０７，№１０） 
奈良工業高等専門学校 産学交流室 ＴＥＬ：０７４３ー５５ー６１９１（Ｐ１１１，№４１） 
（財）関西文化学術研究都市推進機構新産業創出交流センター 事業部 
 ＴＥＬ：０７７４ー９８ー２２４０（Ｐ１１１，№３６） 

趣旨・目的 

概　　　要 
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　経済活動のグローバル化がますます進展していく中、企業の皆様は従来以上に先端的な技術分野へ 
の進出や新産業の創生に必要性を感じておられると思います。 
　県内国公立の各理系大学には、大学と産業界との産学連携を推進するための窓口が設置されています。 
 
 
 
＜奈良先端科学技術大学院大学　事務局　教育研究支援部　研究協力課＞ 
　・民間機関等との共同研究や受託研究に関すること 
　・寄附金、寄附講座に関すること 
　・科学技術の相談に関すること 
　〒６３０ー０１９２　生駒市高山町８９１６番地の５ ／　ＴＥＬ：０７４３ー７２ー５０７３（直通）（Ｐ１１１，№３８） 
 
＜奈良女子大学　事務局　研究協力課＞ 
　・研究協力に関すること 
　・地域連携に関すること 
　・産学官連携に関すること 
　・知的財産に関すること  
　〒６３０ー８５０６　奈良市北魚屋東町 ／　ＴＥＬ：０７４２ー２０ー３７６２（直通）（Ｐ１１１，№３９） 
 
＜奈良県立医科大学　事務局　法人企画部　研究推進課＞ 
　・産学連携に関すること 
　・知的財産に関すること 
　・先端医学研究機構の運営に関すること 
　・その他研究支援に関すること 
　〒６３４ー８５２１　橿原市四条町８４０番地 ／　ＴＥＬ：０７４４ー２２ー３０５１（代表）（Ｐ１１１，№４０） 
 
＜奈良高等工業専門学校　産学交流室＞ 
　・技術情報の発信に関すること 
　・地域企業からの技術相談に関すること 
　〒６３９ー１０８０　大和郡山市矢田町２２番地 ／　ＴＥＬ：０７４３ー５５ー６１９１（直通）（Ｐ１１１，№４１） 

県内国公立の各理系大学における 
産学連携窓口 

問い合わせ先 上記の各連絡先 

趣旨・目的 

概　　　要 
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問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 新事業支援課 新事業支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１３（P１０９，№２４） 

　（財）奈良県中小企業支援センターがコーディネート役となって、県内の産業界、大学、公設試験研究機関
等の連携により事業化に結びつけることができる研究テーマの発掘と、これらの機関による共同研究の枠組
み作りを進めます。 
　さらに、構築した共同研究テーマによる国等の大型プロジェクト研究開発事業の受託に向けた活動および
採択後の事業の管理を行い新産業創出に繋げていきます。 
 
 
 
　　○技術開発の問題解決について相談したい 
　　○大学の先生と共同研究をしたい 
　　○製品化につながる技術やアドバイスが欲しい 
　　○産学連携の支援制度を教えて欲しい 
 
　　　　　　　　　　このような要望をお持ちの方 
 
 
　　　大学等のシーズと企業のニーズのマッチングをサポートします。 
 
１．課題解決への支援コーディネート 
　（財）奈良県中小企業支援センターでは産業コーディネータ、技術移転コーディネータ、特許流通コーデ
ィネータ、産学官連携コーディネータの４名を配し、各コーディネータを中心に、中小企業の技術的課題
や新製品・新事業の創生に関する課題に対し、それを解決できる知識、技術を持つ大学・研究機関・関連
企業と引き合わせ、解決を図るコーディネートを行います。 

 
２．国等の競争的資金への応募支援 
　国等の公募型競争的資金の獲得に向け、研究テーマのブラッシュアップや提案書の作成等と委託事業の
採択に向けた具体的な支援を行います。 
 
３．採択後の運営 
　地域イノベーション創出研究開発事業、戦略的基盤技術高度化支援事業、低炭素社会に向けた技術シー
ズ発掘・社会システム実証モデル事業などの国の競争的資金に採択された場合、管理法人として研究開発
事業がスムーズに進展し成果が得られるよう運営を支援します。 
　特に、（財）奈良県中小企業支援センターが管理法人を務める案件は、県域のものづくり基盤技術の高度
化等に貢献することが期待され、公設研究機関や大学等と研究テーマの発掘段階から支援を行ってきた研
究テーマを原則的に対象とします。 

産学官の連携推進 

趣旨・目的 

概　　　要 
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問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２ （P１０９，№２３） 

販路開拓コーディネート事業 

　（独）中小企業基盤整備機構の関東支部と近畿支部に、販路開拓の専門家（販路開拓コーディネーター）が
配置されており、経営革新企業の販路開拓を支援します。 
 
 
 
１．対象となる方 
　　中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けた中小企業者等。 
 
２．支援内容 
　（独）中小企業基盤整備機構の関東支部と近畿支部に、商社OB等の販路開拓の専門家（販路開拓コーデ
ィネーター）を配置して、経営革新計画の承認を受けた中小企業等が開発した新商品等を商社・企業など
に紹介又は取り次ぎし、首都圏・近畿圏の市場へのアプローチを支援します。 

 
３．手続の流れ 
　（１）本事業の支援を希望する時は、まず、（財）奈良県中小企業支援センターに相談してください。（新規
性等の一定の要件を満たす必要があり、ご希望に添えないこともあります。） 

 
　（２）（財）奈良県中小企業支援センターは、申込企業等のマーケティング企画のブラッシュアップを支援す
るとともに、（独）中小企業基盤整備機構の関東支部又は近畿支部に案件を推薦します。 

 
　（３）（独）中小企業基盤整備機構の関東支部と近畿支部は、当該推薦案件に適した販路開拓コーディネータ

ーを選定します。販路開拓コーディネーターは新規顧客の開拓と開拓先への紹介・取り次ぎを行います。
販売代行事業ではありませんので、申込企業にも同行をお願いします。なお、その際、販路開拓コーデ
ィネーター謝金の一部については、申込企業の負担となります。 

趣旨・目的 

概　　　要 
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７８ 

東京新拠点販路支援事業 

問い合わせ先 

奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 産業創出促進係 
 TEL：０７４２ー２７ー７００５（P１０７，№　９） 
（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２（P１０９，№２３） 
 

趣旨・目的 

概　　　要 

　奈良県内の中小企業が、自ら製造、開発した商品、技術等の首都圏での販路開拓、市場創出、業務提携と
いったビジネスマッチングを促進します。 
 
 
 
　東京新拠点「奈良まほろば館」（２階）展示イベントスペースにおいて、首都圏バイヤー等に向けて、県
産品の理解を深めてもらう①プレゼンテーション方式、②コラボ展示会方式、③産業支援機構Ｂ toＢマッ
チングを実施して新規取引に繋げます。 
 
１．プレゼンテーション方式 
　企業が首都圏のバイヤーや中小企業支援機関等に向けて商品・技術等のプレゼンテーションができる場
を設けてビジネスサポートを図ります。 
 
２．コラボ展示会方式 
　首都圏で販路開拓を目指している企業が中心となり、２社以上で共同出展します。 
　それぞれの企業が首都圏のお得意様を招待することで、商品を共同出展する相手バイヤーへ売り込める
ような相乗効果を狙った展示会を実施します。 

 
３．産業支援機構ＢtoＢマッチング 
　奈良県のオンリーワン技術を持つリーディング企業と首都圏の産業支援機関との連携により、首都圏に
ある企業とのＢtoＢマッチングを実施します。 
 
　＜開催場所＞ 
　　・東京新拠点「奈良まほろば館」（２階）：東京都中央区日本橋室町 
　＜開催時期＞ 
　　・年間６回予定、平日１日以上３日以内 
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県内企業の販売支援事業 
～１３００年のエイジング プレミアム奈良“凝縮”フェア開催事業～ 

問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２（P１０９，№２３） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　県内企業の情報発信と求評のため、県内外のショッピングモールや空港ターミナル等でこだわりのある概
ね１年以内の新作商品を持つ県内企業の販売会を実施します。 
 
 
 
１．開催予定 
　　平成２２年度は次のとおり開催を予定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
　＊出展は①～③すべてでも単発でも可 

　・出展費用：各会場により異なる（小間代、売上×歩率等） 

 
２．顧客の声の収集支援 
　出展時には、顧客アンケート調査等の顧客の声をダイレクトに聴き、商品企画に反映できるノウハウ・
仕組みを体得できます。 
 
３．売り場づくりの支援 
　ディスプレイやレイアウト・ポップなど販売促進のツールづくりを支援します。 

日　　　　程 場　　　所 

平成２２年４月１日（木）～４月４日（日） 

平成２２年９月２６日（日）～９月２９日（水） 

平成２２年７月中旬 

時期未定 

イオンモール大和郡山 

平城宮跡交流ホール 

大阪国際空港 

イオン 

① 

② 

③ 

④ 
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問い合わせ先 

（財）奈良県中小企業支援センター 経営支援課 経営支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１２（P１０９，№２３） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  新事業支援課 新事業支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１３（P１０９，№２４） 

人材育成事業 

　経営、技術、情技術報のスキル向上を支援するため、経営者・管理者、現場技術者等を対象とした各種セ
ミナー・研修会を開催します。 
 
 
 
１．「なら観光ビジネスカレッジ」 
　　奈良観光を担う若手事業者等を対象に、観光カリスマ等を招き、研究会型セミナーを実施します。 
　＜平成２２年度予定＞ 
　　・平成２２年６月～平成２３年２月 
　 
２．ものづくり担い手育成事業（現場技術者対象） 
　中小企業のニーズを踏まえたものづくり人材育成を行うため、求職者や中小企業の従業員等を対象とし
た座学による講義と現場での実習を奈良工業高等専門学校の設備や教員を活用して実施します。 
　＜対象となる方＞ 
　　求職者と中小企業の従業員等 
　＜支援内容＞ 
　　・研修にかかる受講料を全額補助 
　　・雇用調整助成金制度も併用し、従業員雇用の維持を支援 
　＜研修カリキュラム＞ 
　　・「機械材料と金属加工学の要点」 
　　・「機械工作基礎実習」 
　　・「機械製図の基礎」 
　　・「設計工学の基礎」 
　　・「機械工学実験実習」 
 
３．ＩＴセミナー・ＩＴ活用研修 
　　県内企業におけるＩＴの導入と利活用が円滑に進むよう、セミナー、研修会等を実施します。 
　＜平成２２年度開催テーマ（予定）＞ 
　　・ＩＴの経営への活かし方セミナー（計２回） 
　　・ＩＴスキル向上のための研修　　（計１回） 
　　・ホームページ制作実践（９月～１２月　計８回） 

趣旨・目的 

概　　　要 



試験・分析 
共 同 研 究 そ　の　他 オフィス・ 

場 の 提 供 人 材 育 成 
工
場
等
の
立
地
・
拡
張 

開
　
業  

・  

創
　
業 

事 

業 

の 

安 

定 

化 

新
事
業
展
開
・
事
業
拡
大 

セミナー・相談 資金面の支援 

８１ 

問い合わせ先 
中小企業庁 創業・技術課 TEL：０３ー３５０１ー１８１６（P１１１，№４２） 
近畿経済産業局 産業部 製造産業課 TEL：０６ー６９６６ー６０２２（P１１１，№４３） 

　重要産業分野の競争力を支えるものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）の高度化に向け
て、中小企業、ユーザー企業、研究機関等からなる共同研究体によって、川下産業のニーズを的確に反映し
た革新的かつハイリスクな研究開発や、生産プロセスのイノベーションを実現する研究開発を行う際、委託
金を受けることができます。 
 
 
 
１．対象となる方 
　中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律において経済産業大臣が指定する、特定ものづく
り基盤技術の高度化に向けた研究開発に取り組む中小企業者で、「中小企業ものづくり基盤技術の高度化
に関する法律」の認定を受けた方 
 
２．支援内容 
　燃料電池やロボット等の先端的産業を始め、我が国経済を牽引していく製造業の国際競争力の強化及び
新産業の創出に不可欠なものづくり基盤技術の高度化に向けて、中小企業、ユーザー企業、研究機関等か
らなる共同研究体によって実施される研究開発を支援します。 
　　交付元：経済産業局 
　　　●委託金額　４，５００万円以下／テーマ 
　　　●研究機関　２～３年 
 
 
 
 
 
３．ご利用方法 
　（１）経済産業局に対し、公募期間中に提案書を提出 
　（２）経済産業局において提案内容を審査し、採択先を決定 
　（３）経済産業局と契約後、研究開発を実施し、終了後、研究開発成果を報告 
　（４）経済産業局から委託費を受給 

戦略的基盤技術高度化支援事業（通称：サポ・イン） 
（研究開発委託） 

趣旨・目的 

概　　　要 

経済産業局 
中小企業・ユーザー企業・ 
研究機関等の共同研究体 

委託 
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問い合わせ先 近畿経済産業局 地域経済部 技術課 TEL：０６ー６９６６ー６０１７（P１１１，№４４） 

地域イノベーション創出研究開発事業 
（研究開発委託） 

　地域の産学官による、新産業の創出に貢献しうる技術シーズをもとにした実用研究開発について委託金を
受けることができます。 
 
 
 
１．対象となる方 
・地域の産学官（企業、大学、公設試等）からなる研究体 
・地域の産学官による、新産業の創出に貢献しうる技術シーズをもとにした研究開発テーマが対象となり
ます。 

 
２．支援内容 
　経済産業局が事業主体となり、公募により研究開発テーマを募集し、採択テーマについて、委託研究と
して実施していただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　・期　間：２年以内（１年以内の提案も可能） 
　・委託額：①一　　般　　型　１年目：３，０００万円超～１億円以内　　　２年目：５，０００万円以内 
　　　　　　②地域資源活用型　１年目：５００万円超～３，０００万円以内　　２年目：２，０００万円以内 
 
３．ご利用方法 
　（１）経済産業局に対し、公募期間中に提案書を提出 
　（２）経済産業局において提案内容を審査し、採択先を決定 
　（３）経済産業局と契約後、研究開発を実施し、終了後、研究開発成果を報告 
　（４）経済産業局から委託費を受給 

趣旨・目的 

概　　　要 

経済産業局 

提案 

委託 

研　究　体 

研
究
協
力
者 

プロジェクト 
管理法人 

大学、企業、 
公設試験研究機関等 
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問い合わせ先 奈良県工業技術センター TEL：０７４２ー３３ー０８１７（P１０７，№１８） 

製品や材料等の試験・分析 

　奈良県工業技術センターでは、企業の皆様の製品や材料について分析や試験等を行い、報告書を発行しま
す。 
 
 
 
１．依頼試験（有料） 
　企業からの依頼に応じて、材料、部品などの各種試験、分析、測定、特殊加工などを行い、試験報告書
を発行します。 
　主な試験の種類は次のとおりです。 
　○定性分析 
　○定量分析 
　○ｐＨ試験 
　○ホルマリン試験 
　○醸造用水試験 
　○顕微鏡試験　　　　　普通顕微鏡試験、電子顕微鏡試験、その他の顕微鏡試験 
　○窯業材料の試験　　　曲げ強度試験、吸水率試験、いて試験 
　○高分子材料の試験　　材料強度試験、流動試験、耐候性試験、耐久性試験、試験片加工試験 
　○繊維・皮革試験　　　繊維物性試験、混用率試験、皮革試験 
　○染色試験　　　　　　染色堅牢度試験 
　○材料試験　　　　　　材料強度試験、かたさ測定、かたさ分布の測定 
　○精密測定試験　　　　長さの測定、角度の測定、輪郭の測定 
　○金属試験　　　　　　マクロ試験、金属顕微鏡による試験、振動測定試験 
 
２．手続き方法　　　 
　事前に下記の連絡先までご連絡の上、ご希望の依頼試験ができることを確認した上で試料をお持ちくだ
さい。 
　また、ご来所の際は「依頼票」のご記入をお願いします。依頼票は当センターの受付に用意してありま
す。 
　なお、総務課受付で、手数料を奈良県収入証紙で納付してください。奈良県収入証紙は当センターのあ
る、なら産業活性化プラザ内の（社）奈良工業会でも販売しております。 

趣旨・目的 

概　　　要 
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設備機器の利用 

８４ 

問い合わせ先 奈良県工業技術センター TEL：０７４２ー３３ー０８１７（P１０７，№１８） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　奈良県工業技術センターでは、センター所有の各種設備機器を企業の方に使用していただいております。 
 
 
 
１．設備・機器利用（有料） 
　県内企業の皆様方は、センター所有の各種設備機器を有料でご利用いただくことができます。 
　ご利用いただくことができる設備機器の主な物は、次のとおりです。 
電動式射出圧縮成形機、複合材料製造装置、微量混練分散装置、顕微赤外分析装置、蛍光Ｘ線分析装置、
高周波プラズマ発光分光分析装置、三次元表面形状測定機、Ｘ線構造解析システム、低温恒温恒湿器、
熱分析装置、機械的強度測定装置、電子顕微鏡、紫外線照射装置、原子吸光分析装置、振とう培養装置、
微量高速遠心機、プレハブ恒温恒湿器、電気マッフル炉、静電気放電イミュニティ試験ユニット、材料
抵抗率測定システム、塩水噴霧試験機、共焦点顕微鏡、ナノインデンテーションテスター等 

 
２．申込方法 
　事前に設備機器の利用希望日をご連絡願います。都合により、日程調整をさせていただく場合がござい
ます。 
　なお、「行政財産使用許可申請書」の提出が必要です。センターホームページよりダウンロードするこ
とができます。 
 
３．利用料金の支払い方法 
　総務課受付で、定められた料金を奈良県収入証紙で納付してください。 
奈良県収入証紙は、当センターのある、なら産業活性化プラザ内の（社）奈良工業会でも販売しております。 
 
４．設備機器利用についての注意事項 
　設備機器をご利用いただくためには、事前に当該設備機器の設備機器使用証が必要になる場合がありま
す。 
　当センター担当研究員による操作方法の講習を受け、習得の確認を示す使用証を取らないとご利用いた
だくことができない設備機器があります。 
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共 同 研 究 

８５ 

問い合わせ先 奈良県工業技術センター TEL：０７４２ー３３ー０８１７（P１０７，№１８） 

　奈良県工業技術センターでは、研究開発課題について当センターが企業等から受託実施する研究開発（受
託研究）と、企業等と当センターとが相互に課題を分担し共同で実施する研究開発（共同研究）を実施して
います。 
 
 
 
１．受託研究・共同研究 
　当センターでは、企業が希望される研究課題を、当センターが受託し実施する研究（受託研究）と、企
業が希望する研究課題を企業と当センターとが共同で分担して実施する研究（共同研究）を実施していま
す。 
　ただし、これらの研究は当センターに技術の蓄積がある分野に限ります。 
　なお、それぞれ、所定の様式による申請書をご提出の上、契約を締結していただく必要があります。 
 
２．受託研究・共同研究の活用 
　　主として、次のようなときにこの制度をご活用ください。 
　　○開発しようとする新製品の展望やアイディアはあるが、時間がない場合 
　　○研究開発に携わる担当者がいないか、もしくは不足している場合 
　　○研究開発用の設備機器や施設がないか、もしくは不足している場合等 
 
３．受託研究・共同研究の費用 
　受託研究に必要な費用は、基本料金（４１，５００円）、その研究に要する原材料費、消耗品費、当センター
で主に使用する設備機器の使用料に所要時間数を乗じた額等必要経費の合計額に相当します。 
　また、共同研究に必要な費用は、基本料金（４１，５００円）、その研究において当センター側が要する原材
料費、消耗品費、当センターで主に使用する機械設備の使用料に所要時間数を乗じた額等必要経費の合計
額に相当します。 
　算出方法等、詳しくはご相談ください。 
 
４．受託研究・共同研究により生み出された産業財産権の取り扱い 
　受託研究により発生した産業財産権は、奈良県に帰属します。また、共同研究により発生した産業財産
権は、その１／２が奈良県に、１／２が共同研究実施企業に帰属します。 
　受託研究・共同研究により生み出された産業財産権の実施については、受託研究依頼企業、共同研究実
施企業、もしくはその指定する者に対して、一定期間、優先実施権を設定することができます。 
　なお、実施料については、県有特許実施契約を結び、これに定められた費用を奈良県に払うことになり
ます。 

受託研究・共同研究 

趣旨・目的 

概　　　要 
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８６ 

問い合わせ先 奈良県工業技術センター TEL：０７４２ー３３ー０８１７（P１０７，№１８） 

ものづくりオープンラボ事業 

　奈良県工業技術センターでは、事業化・製品化の見込みのある優れた研究テーマを持ちながら研究開発設
備の整備等で課題を抱える県内中小企業製造業の皆様を対象に、当センターをはじめとする奈良県内の公設
試験研究機関の保有設備機器を無償でご利用いただき、独自の研究開発を行うことができる「ものづくりオ
ープンラボ事業」を実施しています。 
 
 
 
　採択された研究開発テーマを実施する際に、主として次の支援を行います。 
 
１．支援内容と支援期間 
　（１）設備機器の無償利用 
　　①材料費等消耗経費は有償 
　　②必要に応じ他の県内公設試験研究機関保有機器も利用可能 
　（２）技術相談（当センター及び関連する県内公設試験研究機関の職員による） 
　（３）支援期間 
　　①採択日から翌年３月末までの６ヶ月以上（短期間の利用はできません） 
　　②毎年応募し選考で採択されれば、最長３年間支援可能 
 
２．応募資格 
　奈良県内に本社または事業所を置き、製造業を主たる事業として営む、中小企業基本法第２条第１項に
定める中小企業者。 
 
３．応募条件 
　事業化・製品化を見据えた研究開発計画（課題）があり、県内公設試験研究機関の設備機器を活用し熱
意を持って取り組んでいただけること。 
　また、本事業終了後、製品化、知的財産化に支障のない範囲で成果の公表、協力（当センター実施の研
究発表会での発表や報道機関への公表等）をしていただけること。 
 
４．選考方法及び採択件数 
　事業化・製品化を見据えた研究開発計画の妥当性、設備利用の妥当性、事業化・製品化の可能性等の基
準による、当センター、県関連機関及び学識経験者を交えた書類審査で決定します。 
　なお、毎年の採択件数は、５件程度です。 
　平成２３年度の募集期間は平成２３年２月中旬～３月中旬を予定し、採択企業の決定は５月中旬を予定して
おりますが、本事業は平成２３年度奈良県予算成立後に実施が確定しますので、詳細内容の変更または、場
合により事業中止となる可能性があります。 

趣旨・目的 

概　　　要 
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資金面の支援 そ　の　他 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 

８７ 

問い合わせ先 奈良県工業技術センター TEL：０７４２ー３３ー０８１７（Ｐ１０７，№１８） 

　奈良県工業技術センターでは、今年度（２０１０年度）、３次元ＣＡＤ技術セミナーを開催します。 
 
 
 
１．３次元ＣＡＤ技術セミナー 
　３次元ＣＡＤ及びＣＡE（強度・固有振動等の解析）の操作体験セミナーを開催します。日程が決まり
ましたら当センターホームページ等でご案内致します。 
 
２．３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ機器の利用 
　当センターのＣＡＤ／ＣＡＭ研修室では、以下の３次元ＣＡＤとＣＡE（強度・固有振動等の解析）、
ＣＡＭ（ＮＣプログラム作成）を設置しています。県内企業の皆様方は、これらの機器をお使いいただく
ことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　なお、基本的な操作を学べるチュートリアル（操作指導書）等をご用意しています。原則的には自習し
ていただくことになります。 
　事前に使用したい機器の利用希望日や時間をご連絡願います。都合により日程調整をさせていただく場
合があります。 
　また関連機器としてワックス積層タイプの立体造形装置（ＲＰ）をお使いいただくこともできます。料
金は１時間あたり２，８００円です。 

趣旨・目的 

概　　　要 

3次元ＣＡＤ技術セミナーの開催 

機　器　名 

３次元ＣＡＤソフト 

品　名　・　型　式　等 

SolidWorks ２０１０ Professional

機　　能 

部品・アセンブリモデリング、簡 

易モーション、簡易流体解析 

 

ＣＡＥソフト（解析） 

 

SolidWorks Simulation Premium ２０１０ 

線形静解析、動解析、非線形解析、 

固有振動、座屈、落下、疲労解析、 

熱伝導 

ＣＡＤ／ＣＡＭソフト OneCNC XR3 Mill Professional
３Ｄモデリング、ＮＣプログラム 

作成、切削シミュレーション 
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共 同 研 究 

８８ 

技　術　相　談 

問い合わせ先 奈良県工業技術センター TEL：０７４２ー３３ー０８１７（P１０７，№１８） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　企業の技術上の相談や問い合わせについて、奈良県工業技術センターの各分野の担当研究員が問題解決に
向けアドバイスします。 
　また、当センターの担当研究員が県内中小企業を訪問し、生産現場で技術相談をお受けします。同時に、
企業の技術課題やニーズを伺い、情報交換をさせていただきます。 
 
 
 
１．技術相談（無料） 
　奈良県工業技術センターでは、県内企業の技術課題解決の一助として技術相談を行っています。 
　各分野の担当研究員が、問題解決に向けてアドバイスさせていただきます。 
　事前に、当センターの専門チームや研究を行っている分野、技術蓄積のある分野等をご確認いただくと、
より効率的です。 
 
２．相談方法 
　当センターにお越しいただくか、電話、ファクシミリ、電子メールによりご相談ください。 
　なお、当センターにお越しいただく際には、担当研究員が出張等で不在の場合もございますので、事前
にご連絡をお願いします。 
　企業現場にお伺いする方が適当な場合は、当センターの研究員が企業をご訪問させていただきます。 
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場 の 提 供 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 人 材 育 成 

８９ 

問い合わせ先 奈良県工業技術センター TEL：０７４２ー３３ー０８１７（P１０７，№１８） 

研究者養成研修 

　奈良県工業技術センターでは、県内中小企業の技術者に一定期間、当センターの研究員のもとで研修を受
けてもらい、専門技術や知識を習得していただいています。 
　（以下は、２０１０年度の「研究者養成研修」の募集要項です。） 
 
 
 
１．研究者養成研修 
　県内中小企業技術者の皆様を対象に、一定期間当センター職員と共同で企業ニーズに沿った研究課題に
取り組みます。各テーマ１名につき３０日程度の日程で実施します。 
　（１）募集テーマ名・募集人員 
　　①繊維製品高機能化技術研修（１名・３０日程度） 
　　②プラスチック・ゴム技術研修（１名・３０日程度） 
　　③食品加工高度化技術研修（１名・３０日程度） 
　　④ものづくり共通基盤技術研修（２名・３０日程度） 
　（２）対象者 

　県内の中小企業者又はその従業員で、上記テーマに関連する専門分野で５年以上の実務経験を有して
いる者。 

　（３）研修期間 
　　２０１０年６月から２０１１年３月までの間で適当な期間。 
　（４）費用 
　　３０，０００円 
　（５）申込期間 
　　２０１０年５月１０日（月）～３１日（日） 
　（６）申込方法 
　当センターＨＰから、２０１０年度募集要項（申込書を含む、ＰＤＦファイル）をダウンロードし、この中
の申込書に必要事項を記載し奈良県工業技術センターに提出してください。 
 
２．研修・実習生受入制度 
　将来、技術者、研究者を目指す方々向けの、研究、実習生の受け入れを随時行っています。ご希望され
る場合は下記までご連絡ください。 
　なお、本制度は、当センターの受け入れ可能な場合のみとなりますのでご了承願います。 

趣旨・目的 

概　　　要 
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共 同 研 究 そ　の　他 

９０ 

問い合わせ先 
（財）関西文化学術研究都市推進機構新産業創出交流センター 
「都市エリア事業事務局」 TEL：０７７４ー９５ー５０４７（P１１１，№３７） 

都市エリア産学官連携促進事業（発展型） 
－関西文化学術研究都市及びその周辺エリア－ 

　関西文化学術研究都市及びその周辺エリアでは、平成２０年７月に文部科学省の公募型研究資金である「都
市エリア産学官連携促進事業（発展型）」に採択され、「ユビキタス生体計測ヘルスケアデバイス・システム
の開発」に取り組んでいます。 
　少子高齢化社会を迎える中で、在宅健康管理に対する国民ニーズと市場ニーズが高まってきています。そ
こで、本エリアで蓄積されたＩＣＴや計測技術を基盤とする医・工・情の強固な連携の下、個人が在宅で手
軽に生体計測を実施し自らの健康管理を行える身近な健康管理センターなど次の３つのヘルスケアシステム
の開発を進めます。 
 
 
 
１．研究開発テーマ：ユビキタス生体計測ヘルスケアデバイス・システムの開発 
 
２．実　施　期　間：平成２０年度～平成２２年度 
 
３．参　画　機　関：中 核 機 関－　（財）関西文化学術研究都市推進機構新産業創出交流センター 
　　　　　　　　　　共同研究機関－　（産）テクノス（株）、ニッタ（株）、（株）ラステック等 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学）奈良先端科学技術大学院大学、奈良県立医科大学等 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（官）奈良県工業技術センター等 
 
４．サ ブ テ ー マ：①「妊婦見守りシステムの開発」 
　　　　　　　　　　②「泌尿器計測システムの開発」 
　　　　　　　　　　③「生活習慣病予防システムの開発」 
 
５．事業推進体制：事 業 総 括／二宮　　清（ダイキン工業株式会社顧問） 
　　　　　　　　　　研 究 統 括／千原　國宏（奈良先端科学技術大学院大学教授） 
　　　　　　　　　　副事業総括／塩山　忠夫 
　　　　　　　　　　サブテーマ①／奈良県立医科大学　教授　小林　　浩　テーマリーダー 
　　　　　　　　　　　　〃　　②／　　　〃　　　　　教授　平尾　佳彦　テーマリーダー 
　　　　　　　　　　　　〃　　③／京都府立医科大学　教授　吉川　敏一　テーマリーダー 

趣旨・目的 

概　　　要 
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資金面の支援 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 そ　の　他 

９１ 

問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 地域結集型共同研究推進室 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１６（P１０９，№２５） 

　奈良県特産の植物素材を活用するために有用性の科学的根拠を明らかにし、健康関連産業の新事業展開に
寄与する新技術・新製品の創出を目指しています。あわせて、実用化技術を持続的に生み出すメタボリック
プロファイリング等を中核技術とした研究開発拠点の創成を目指し、その移転・普及により地域産業の活性
化を図ります。また、本事業に参画する産学官の共同研究者のほか、ＪＡならけん、飲食・観光・流通・金
融・行政等の関係者や有識者からなる「奈良県植物機能活用クラスター協議会」を設置し、産学官の交流を
促進するとともに、事業コンセプトの共有化、地域ブランド戦略の検討や研究成果の利活用体制の構築・活
用を進めています。 
 
 
 
１．対象者 
　研究成果発表会・シンポジウム等の開催案内、研究・企業化の進捗等の情報提供、共同研究への新規参
画を希望される方は、「奈良県植物機能活用クラスター協議会」にご入会ください。下記ＵＲＬからも随
時申込みできます。但し、共同研究に新規参画を希望する方は、開発をめざす製品品目等について調整が
必要となる場合があります。 
　http：//www.nashien.or.jp/koto-nara/cluster/index.html　（協議会概要） 
　http：//www.nashien.or.jp/koto-nara/cluster/cluster_form.html　（協議会入会申込み） 
　　　　　　　　 
２．研究内容 
　　テーマ１　吉野クズ・大和マナの機能性評価及び活用技術の開発 
　　　テーマ１－１吉野クズの骨粗鬆症予防機能等の評価及び栽培・食品への活用 

研究内容等　今まで殆ど使われていなかった吉野クズの地上部の機能性を研究し、健康食品等の商
品化を目指しています。 

　　　テーマ１－２大和マナの抗炎症機能等の評価及び栽培・食品への活用 
研究内容等　大和マナに含まれる機能性成分の研究を行っています。また、下葉が黄化し易い等の

問題点を解決した優良品種の作出を目指しています。 
 
　　テーマ２　優良大和生薬品種の鑑定技術及び増殖技術の開発 

研究内容等　奈良県産大和トウキが他産地のトウキより成分的に優れていることや比較判別ができ
る技術の開発と、大和シャクヤクの増殖方法の研究を行っています。 

 
　　テーマ３　大和茶のメタボリックプロファイリングを利用した最適栽培・加工技術の開発　 

研究内容等　メタボリックプロファイリングを用いて大和茶の特徴を高める栽培法、収穫時期及び
製茶工程の開発を目指しています。 

奈良県地域結集型研究開発プログラム 
「古都奈良の新世紀植物機能活用技術の開発」 
趣旨・目的 

概　　　要 
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そ　の　他 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 資金面の支援 

９２ 

問い合わせ先 
近畿経済産業局 地域経済部産学官連携推進課 特許室 
 TEL：０６ー６７７２ー５００４（P１１１，№４５） 

研究開発型中小企業に対する 
特許関係料金減免制度 

　研究開発に取り組まれている中小企業の皆様が、特許権を取得するための料金（審査請求料、特許料）を
１／２に軽減する制度があります。 
 
 
 
１．対象者 
　（１）総収入に対する試験研究費等の比率が３％を超える中小企業 
　（２）以下のいずれかの認定事業等の成果に関する出願（事業開始から事業終了後２年以内に出願） 
①中小企業技術革新支援制度（ＳＢＩＲ）の補助金等交付事業（旧新事業創出促進法による補助金等交
付事業を含む。） 
②承認経営革新計画における技術に関する研究開発事業（旧中小企業経営革新支援法による承認事業を
含む。） 

③認定異分野連携新事業分野開拓計画における技術に関する研究開発事業 
④旧中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法における認定事業 
⑤中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律における認定事業（本法における認定事業の成
果に関する出願の特許料は、第１年分から第６年分までが軽減対象となります。） 

 
２．内　容 
　　審査請求料を１／２　　 
　　特許料を１／２ 
　　【出願～権利取得】出　　願　⇔　出 願 料 
　　　　　　　　　　　　  ↓ 
　　　　　　　　　　　審査請求　⇔　審査請求料（１／２軽減） 
　　　　　　　　　　　　  ↓ 
　　　　　　　　　　　審　　査 
　　　　　　　　　　　　  ↓ 
　　　　　　　　　　　特許査定 
　　　　　　　　　　　　  ↓ 

設定登録　⇔　特 許 料（第１～３年分まで１／２軽減）（中小企業のものづくり
基盤技術の高度化に関する法律の場合は第６年分まで１／２軽減） 

　（参考）その他の特許料等軽減措置について 
　　　　　研究開発型中小企業以外にも、特許料等の減免制度があります。 
　　　　　詳しくは特許庁ホームページをご覧ください。 
　　　　　http：//www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi？url＝ /tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

趣旨・目的 

概　　　要 
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資金面の支援 そ　の　他 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 

９３ 

問い合わせ先 

（社）発明協会奈良県支部 TEL：０７４２ー３４ー６１１５（P１１１，№３０） 
奈良県知的所有権センター TEL：０７４２ー３３ー０８６３（P１１１，№３１） 
（財）奈良県中小企業支援センター新事業支援課（特許流通コーディネーター） 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１３（P１０９，№２４） 

　技術開発や新事業の創出のため、特許をはじめとした産業財産権に関する相談事業や特許情報検索の方法
や活用についての指導相談、産業財産権を有効に活用するための技術移転に関する支援事業を行っています。 
 
 
 
１．特許相談事業 
　（社）発明協会奈良県支部では、特許等の出願手続きの指導や弁理士による無料相談会、特許に関する講
習会等を開催しています。 
　インターネット出願が一本化になり、ISDN出願が廃止になりました。 
　ワンストップ機能の強化を行い、相談内容を的確に把握し、適切な解決策を提供するとともに、適切な
知財専門家を派遣するなど個別の状況に応じ、踏み込んだアドバイスを致します。 
 
２．特許情報活用支援事業 
　特許電子図書館（※注１）から提供される情報をパソコンで閲覧することができます。知的所有権セン
ター（（社）発明協会奈良県支部内）に「特許情報活用支援アドバイザー」を配置し、検索方法のアドバイ
スや企業における特許情報の活用に関する支援を行っています。 
　また、特許情報の利用についての講習会や個別訪問による指導相談も行っています。 
 
３．特許流通促進事業 
　企業や大学・研究機関が保有する開放特許（※注２）や技術を中小企業やベンチャー企業の新規事業創
出や新製品開発のため有効活用していただくための支援事業です。（財）奈良県中小企業支援センターに「特
許流通コーディネーター」を配置し、技術移転のための情報収集提供や指導相談及び仲介を行っています。 
 
注１：特許電子図書館（ＩＰＤＬ：Industrial Property Digital Library） 

　インターネット上に開設された産業財産権情報（特許、実用新案、意匠、商標）の総合図書館で、
特許庁が保有する６，５００万件を超える情報と検索システムを無料で提供するもの。 
　特許庁ホームページ（http：//www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl）よりアクセスできる。 

注２：開放特許 
　企業等が保有している約５０万件といわれる未利用特許等のうち、他社への実施許諾に向けて特許流
通データベースに登録されている開放特許は約５万件ある。これら開放特許を有効活用することで、
人件費や研究開発費の大幅削減、新製品や新技術の短期間での開発が可能となる。 

特許情報の提供・特許流通の促進 

趣旨・目的 

概　　　要 
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資金面の支援 そ　の　他 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 

９４ 

問い合わせ先 
（財）奈良県中小企業支援センター 新事業支援課 新事業支援係 
 TEL：０７４２ー３６ー８３１３（P１０９，№２４） 

地域中小企業知財戦略コンサルティング事業 
（知財戦略構築のための専門家派遣） 

　中小企業の有する革新的な技術を知的財産として保護活用し、中小企業経営戦略の一環としての知的財産
の戦略的活用を支援します。 
 
 
 
　（財）奈良県中小企業支援センターが、中小企業に対し、知的財産や技術動向の調査・解析等を行う知的財
産専門家を一定期間集中的に派遣することにより、中小企業における知的財産活用のための戦略策定等を支
援します。 
 
１．特許分析等の支援 
　　以下の分析手法を用いて特許出願状況や自社の保有特許の分析等の支援 
　（１）特許マップ作成 
　　　特許情報を利用目的に応じて収集・加工・分析し、利用しやすいように図や表にまとめたもの。 
　（２）サイテーション分析 
　ある特許における他の特許の明細書に記載された引用文献及び登録特許で書誌事項の参考文献に記載
されている引用文献を抽出し、その被引用回数を集計。２社間の技術関係等を分析。 

　（３）特許流通チャートの活用支援 
　　　汎用特許マップである特許流通支援チャートの活用方法等を支援。 
 
２．特許戦略策定等の支援 
　（１）研究開発戦略策定 
　　　市場動向、他社特許との比較検討による研究開発計画の検討・策定。 
　（２）知的財産戦略策定 
　　　出願方針（取得すべき知的財産の種類、周辺特許の出願範囲の見極め、出願国の決定） 
　　　活用方針（自社特許の実施、他社特許の活用） 
　　　保　　護（類似技術の検討、製法特許の取得検討、営業秘密の保護、市場監視と自社知財保護等） 
 
３．事業化に向けた特許評価等の支援 
　（１）ビジネスプラン作成支援 
　（２）特許等の評価に基づいた資金調達等の支援 

趣旨・目的 

概　　　要 
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共 同 研 究 資金面の支援 

９５ 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 商業振興課 商業振興係 
 TEL：０７４２ー２７ー８８０６（Ｐ１０７，№　７） 

商店街次世代リーダー育成事業 
（商店街トライアル事業補助金） 

　県内商店街の若手リーダーを育成するため、平成２１年度の奈良県商店街次世代リーダー育成塾において、
若手リーダー候補が企画立案した商店街活性化プランの実践に対して補助を行います。 
 
 
 
１．対象者 
　　Ｈ２１年度奈良県商店街次世代リーダー育成塾を受講し、商店街活性化プランを作成した地域。 
　　（地域）奈良市もちいどのセンター街、大和高田市片塩振興協議会、大和郡山市柳町商店街 
　　　　　　天理市天理本通り商店街、五條市商工会、御所市新地商店街、斑鳩町法隆寺北口商店街 
 
２．事業スキーム 
　　　〈Ｈ２１年度〉　商店街次世代リーダー育成塾 
　　　　（１）講義　（２）先進地ケーススタディ　（３）商店街プラン作成支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
↓ 

 
　　　〈Ｈ２２年度〉　商店街トライアル事業補助金 
　　　　Ｈ２１年度に作成された、各地域の商店街活性化プランの実践支援。 
　　　　　（例）ホームページ制作、チャレンジショップ開設・運営、店舗改善隊　等 
 
　　　　（１）補助率 
　　　　　　　補助対象経費の１／２以内 
 
　　　　（２）補助対象経費 
　　　　　　　会議運営費、事業経費（広報費、借料損料、委託費等） 

趣旨・目的 

概　　　要 

塾の様子 
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９６ 

商店街農産物直売所モデル構築事業 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 商業振興課 商業振興係 
 TEL：０７４２ー２７ー８８０６（Ｐ１０７，№　７） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　商店街の空き店舗などを活用した農産物直売所の開設を支援します。これにより、地域住民の買い物の利
便性の向上と商店街の活性化をめざす事業です。 
 
 
 
１．対象者 
　　商店街の空き店舗等で直売所の開設を目指す、商店街、商工会議所・商工会、ＮＰＯ法人等 
 
２．内容 
　（１）補助率 
　　　補助対象経費の１／２以内 
　（２）補助対象経費 
　　　会議経費 
　　　（会議費、通信運搬費、会場借料等） 
　　　事業経費 
　　　（店舗借料、店舗改装費、広報費、委託費等） 
　（３）魅力があり、消費者から指示される店となるような、まちなかにおける農産物直売所のモデルづく
りを、アドバイザーも交えて行います。 

　　〈例〉 
　　・モダンな店舗で、色とりどりの野菜や果物が、若い世代の心をとらえる直売所 
　　・新鮮なフルーツジュースを楽しめるカフェを併設した直売所 
　　・地域の人たちが担い手となる、まちなかの拠点的な直売所 
　　・お客さんが、野菜の目利きが出来るようになるなど、食育的な直売所 
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共 同 研 究 資金面の支援 

９７ 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 商業振興課 商業振興係 
 TEL：０７４２ー２７ー８８０６（Ｐ１０７，№　７） 

高齢者にやさしい宅配サービス事業 
（ふるさと雇用再生特別対策事業） 

　高齢者等、外出して買い物をすることが困難な消費者等に対し、生活に必要な商品を自宅に届ける共同宅
配システムなどの地域の買い物支援モデルを構築する。 
 
 
 
　高齢者等、買い物に出向きにくい方も、必要な商品を電話・ＦＡＸ等を利用して気軽に購入できるような
仕組みを構築し、商店街等で販売されている商品の購入を代行・宅配するサービスを実施し、高齢者を中心
とした消費者の利便性を高め、県内消費の拡大を図る。 
　 
１．委託先 
　県内の民間企業、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）、その他の法人又
は法人以外の団体等 
 
２．内　容 
　　（１）宅配モデルとしての取組計画作成及び実践 
 
　　（２）利用者ニーズ調査 
 
　　（３）業務フローの検証 
 
３．委託期間 
　　委託契約の日から平成２３年３月３１日まで 

趣旨・目的 

概　　　要 

電話 

FAX 
電子メール 

商品を 
自宅へお届け 

注文受付 

委託事業者 

注文に基づき 
商品購入へ 

高齢者等に優しい宅配サービス 
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資金面の支援 そ　の　他 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 

環境コンサルタント活用支援事業 
ゼロエミッションの推進のためのコンサルタントの活用を支援します 

９８ 

問い合わせ先 
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 廃棄物対策課 循環型社会推進係 
 TEL：０７４２ー２７ー８７４６（Ｐ１０７，№１７） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　環境技術に関する専門的な資格を持つコンサルタント（環境コンサルタント）を活用して、産業廃棄物の
排出の抑制、リサイクル及び減量等によりゼロエミッションの推進に取り組む場合に、必要な経費を補助し
ます。 
 
 
 
１．補助対象者 
　（１）県内に事業所を置く事業者であること（以下「県内事業者」） 
　（２）直接又は間接の構成員の２／３以上が県内事業者で構成される法人格のある団体 

＊法人格のある団体には、中小企業等協同組合法に基づいて設立された事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連

合会、協業組合等が該当します。 

 
２．補助対象経費 
　環境コンサルタントの活用に必用な経費で、試作開発費、機械装置費／工具器具費、その他研究開発事
業費、委託費・コンサルタント料、事務費等とします。 
 
３．補助率及び補助限度額 
　　補　助　率：２／３以内 
　　補助限度額：５０万円 
 
４．応募手続 
　　随時、募集しています（先着順）。 

＊応募の際は、事業実施計画書等の必要書類を奈良県廃棄物対策課まで持参願います。 

 

５．その他 
　詳しくは奈良県廃棄物対策課ホームページをご覧ください。 
　http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_moduleid-27242.htm
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そ　の　他 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 資金面の支援 

９９ 

産業廃棄物排出抑制等研究開発費補助事業 
産業廃棄物の排出抑制等にかかる研究開発を支援します 

問い合わせ先 
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 廃棄物対策課 循環型社会推進係 
 TEL：０７４２ー２７ー８７４６（Ｐ１０７，№１７） 

　産業廃棄物の排出抑制、リサイクル、減量等に関する技術や廃棄物等の循環資源を使用したリサイクル製
品の研究開発に対して補助します。 
　大学その他の試験研究機関との共同研究等も対象に含みます。 
 
 
 
１．補助対象者 
　（１）県内に事業所を置く事業者であること（以下「県内事業者」） 
　（２）直接又は間接の構成員の２／３以上が県内事業者で構成される法人格のある団体 

＊法人格のある団体には、中小企業等協同組合法に基づいて設立された事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連

合会、協業組合等が含まれます。 

 
２．補助対象事業 
　（１）産業廃棄物の排出抑制、リサイクル及び減量等を目的とする技術の研究開発 
　（２）廃棄物等の循環資源（以下「循環資源」）を使用する製品の研究開発 

＊次のような事業は補助対象となりません。 

　・既存技術、製品の模倣にすぎないもの 

　・機械装置や工具器具等の購入のための申請と認められるもの 

　・外部技術の導入のみの場合 

 
３．補助対象経費 
　廃棄物の排出抑制、リサイクル、減量等の研究開発または循環資源を使った製品の開発に必要な試験研
究に要する費用で、試作開発費、機械装置費／工具器具費、人件費、その他研究開発費、委託費、事務費
とします。 
＊県内事業者の単独研究だけでなく、複数の事業者や大学等試験研究機関との共同による研究や委託研究費も含みま

す。 

 
４．補助率及び補助限度額 
　　補　助　率：２／３以内 
　　補助限度額：７００万円 
 
５．その他 
　詳しくは奈良県廃棄物対策課ホームページをご覧ください。 
　http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_moduleid-27242.htm

趣旨・目的 

概　　　要 
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そ　の　他 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 資金面の支援 

産業廃棄物排出抑制等設備導入支援補助事業 
産業廃棄物の排出抑制等にかかる設備導入を支援します 

１００ 

問い合わせ先 
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 廃棄物対策課 循環型社会推進係 
 TEL：０７４２ー２７ー８７４６（Ｐ１０７，№１７） 

趣旨・目的 

概　　　要 

　産業廃棄物の排出抑制、リサイクル、減量に係る設備機器の整備に対して補助を行います。 
 
 
 
１．補助対象者 
　（１）県内に事業所を置く事業者であること（以下「県内事業者」） 
　（２）直接又は間接の構成員の２／３以上が県内事業者で構成される法人格のある団体 

＊法人格のある団体には、中小企業等協同組合法に基づいて設立された事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連

合会、協業組合等が含まれます。 

 
２．補助対象事業 
　（１）自ら排出する産業廃棄物の排出抑制、リサイクル及び減量に係る設備機器の整備 
　（２）他者が排出する産業廃棄物のリサイクルに係る設備機器の整備 

＊設備の導入にあたり、法令上許可等が必要となる場合は、その取得が補助の前提となります。 

＊次のような事業は補助対象となりません。 

　・リース・割賦による整備 

　・他用途への転用が容易な機械装置 

　・既存施設の更新 

 
３．補助対象経費 
　廃棄物の排出抑制、再生利用、減量に必要な設備機器の整備及びそれに伴う施設の整備に要する費用で、
機械装置費、施設整備費、委託費等とします。 
 
４．補助率及び補助限度額 
　　補　助　率：１／３以内 
　　補助限度額：３００万円 
 
５．その他 
　詳しくは奈良県廃棄物対策課ホームページをご覧ください。 
　http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_moduleid-27242.htm
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資金面の支援 そ　の　他 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 

１０１ 

問い合わせ先 
奈良県 くらし創造部 景観・環境局 廃棄物対策課 循環型社会推進係 
 TEL：０７４２ー２７ー８７４６（Ｐ１０７，№１７） 

　産業廃棄物の排出抑制、適正処理等に対する取組への助言や社員研修における講師等として、豊富な知識
や経験をもった環境カウンセラーを派遣します（派遣費用の負担は不要。但し交通費は負担願います）。 
 
 
 
１．環境カウンセラーとは 
　環境保全に関する専門的知識や豊富な経験があり、企業などの環境保全活動に対する助言を行う人材と
して環境省で登録された方々です。 
 
２．支援内容 
　環境保全対策、環境／事業活動評価プログラム等に関する具体的な相談、助言を行います。 
　また、社内研修等における講師として、社員等に対する研修及びアドバイスを行います。 
 
３．申込対象者 
　県内で産業廃棄物を排出する排出事業者 
 
４．応募手続 
　随時、申込を受け付けています（先着順）。 
　「環境カウンセラー派遣」申込書に必要事項を記入のうえ、奈良県廃棄物対策課まで送付願います。 
　＊具体的な派遣日程等については、派遣決定後調整します。 

 

５．その他 
　詳しくは奈良県廃棄物対策課ホームページをご覧ください。 
　http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_moduleid-27242.htm

趣旨・目的 

概　　　要 

環境カウンセラーを派遣します 
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資金面の支援 オフィス・ 
場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 試験・分析 

共 同 研 究 そ　の　他 

１０２ 

問い合わせ先 
奈良県産業・雇用振興部 産業支援課 科学技術振興係 
 TEL：０７４２ー２７ー８８１４（P１０７，№１０） 

　産業界と行政関係者等が一体となって、産業活性化に向けた課題を検討する機会とするために実施します。 
 
 
 
１．対象者 
　　産業界　※新商品、新技術の開発に携わる経営者の方等 
　　大学研究機関 
　　行政関係者　等 
 
２．事業概要 
①産業界と行政関係者等が協働して、県外の良好な先進事例について実地調査 
②県内産業の課題に共通の認識を持ち、活性化に向けた産学官の連携、官民の役割分担、公的支援のあ
り方を協議し、結果を県の経済施策に反映 

 
３．実施回数 
　　年２回程度 
 
４．派遣費用 
　　宿泊費、交流会費、昼食代、旅行保険料等　自己負担 
　　（交通費（バス借り上げ代）は県が負担） 
 
＜参考＞ 
■平成２０年度実績 
　・日　程　　平成２０年１１月１２日～１３日 
　・場　所　　山梨大学　産学官連携・研究支援機構　など 
　・参加者　　県内の産学官関係者 
　　　　　（産；１６名／学；４名／行政等；１３名　　計　３３名（知事含む）） 
■平成２１年度実績 
　・日　程　　平成２１年７月１４日～１５日 
　・場　所　　いしかわサイエンスパーク、富山県立大学 
　・参加者　　県内の産学官関係者 
　　　　　（産；２０名／学；３名／行政等；１１名　　計　３４名） 

奈良県産業活性化ミッション 

趣旨・目的 

概　　　要 
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１０３ 

経営セーフティ共済 
（中小企業倒産防止共済制度） 

　経営セーフティ共済は、万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金
の貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、
中小企業を連鎖倒産から守ります。 
 
 
 
１．対象者 
　　中小企業者 
 
２．内　容 
　（１）加入できる方 
　　　引き続き１年以上事業を行っている中小企業者 
　（２）毎月の掛金 
　　　５，０００円から８０，０００円まで５，０００円きざみの１６種類 
　（３）貸付額 
　加入後６ヶ月以上経過して、取引先が万一倒産し売掛金や受取手形などの回収が困難になった場　　
合、積立てた掛金総額の１０倍または回収困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額が借りられ
ます。（貸付限度額３，２００万円） 

　（４）貸付条件 
　　　無担保、無保証人、無利子（ただし、貸付額の１０分の１相当額が掛金総額から控除されます。） 
　（５）償還期間 
　　　５年（据置期間６ヶ月） 
　（６）税法上の特典 
　　　掛金は必要経費（個人）または損金（法人）に算入できます。 
　（７）一次貸付金制度 
　共済契約者が臨時に事業資金を必要とするときに、その請求によって借りられる制度もあります。 
なお、県の融資制度のなかにも取引先の倒産により資金繰りが困難になった中小企業者への貸付制度を
設けています。 

問い合わせ先 
商工会・商工会議所 （P１０９～１１１，№２８） 
奈良県中小企業団体中央会 TEL：０７４２ー２２ー３２００（P１０９，№２６） 
奈良県商工会連合会 TEL：０７４２ー２２ー４４１１（P１０９，№２７） 

趣旨・目的 

概　　　要 



工
場
等
の
立
地
・
拡
張 

開
　
業  

・  

創
　
業 

事 

業 

の 

安 

定 

化 

新
事
業
展
開
・
事
業
拡
大 

資金面の支援 セミナー・相談 試験・分析 
共 同 研 究 そ　の　他 オフィス・ 

場 の 提 供 人 材 育 成 

　小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職さ
れたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。い
わば「経営者の退職金制度」といえます。 
 
 
 
１．対象者 
　　小規模企業者　　　　　　　　　 
 
２．内　容 
　（１）加入できる方 
①常時使用する従業員の数が２０人（商業・サービス業にあっては５人）以下の個人事業主または会社の
役員 
②事業に従事する組合員の数が２０人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が２０人以下の協業
組合の役員 
③常時使用する従業員の数が２０人以下であって、事業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 
④常時使用する従業員の数が５人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 

　　※加入時の年齢制限はありません。 

　（２）毎月の掛金 
　　７万円までの範囲内（最低１，０００円で５００円きざみ）で自由に選べます。 
　（３）共済金等の支払 
　　加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます。 
　（４）税法上の特典 
①その年に納付した掛金は、その年分の総所得金額から控除されます。 
②一度に支払われる共済金は、税法上「退職所得と見なす一時金」として取り扱われ、分割して支払わ
れる共済金は「公的年金等の雑所得」として取り扱われます。 

　（５）貸付制度 
　加入者（一定の資格者）の方は納付した掛金総額の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。貸付の
種類として、①一般貸付、②疾病災害時貸付、③創業転業時貸付、④新規事業展開等貸付、⑤福祉対応
貸付、⑥緊急経営安定貸付があり、掛金の活用も可能です。 

小規模企業共済制度 

１０４ 

問い合わせ先 
商工会・商工会議所 （P１０９～１１１，№２８） 
奈良県中小企業団体中央会 TEL：０７４２ー２２ー３２００（P１０９，№２６） 
奈良県商工会連合会 TEL：０７４２ー２２ー４４１１（P１０９，№２７） 

趣旨・目的 

概　　　要 
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共 同 研 究 そ　の　他 オフィス・ 

場 の 提 供 人 材 育 成 セミナー・相談 

経営安定相談 

　奈良県商工会連合会に「経営安定特別相談室」が設置されています。 
 
 
 
１．対象者 
　　中小企業者　　　　　　　　　 
 
２．内　容 
　　この相談室では、商工調停士を中心に弁護士などの専門スタッフが相談に応じています。 
 
３．経営安定相談室の業務 
　（１）経営・財務内容の把握と分析 
　（２）手形処理、事業転換などの指導・助言 
　（３）債権者など関係者への協力要請 
　（４）金融あっせん、受注あっせん 
　（５）再建可能かどうかの検討および再建方策の検討 
 
　相談の秘密は固く守られています。 
　費用は無料です。 
　経営不振に陥りそうなときには、できるだけ早めに相談室にご相談ください。 

１０５ 

問い合わせ先 奈良県商工会連合会 TEL：０７４２ー２２ー４４１１（P１０９，№２７） 

趣旨・目的 

概　　　要 



１０６ 

中小企業の定義について 

 このガイドブックで紹介する各種施策について、特に注意がない限り「中小企業（者）」及び「小規模企業
（者）」とは、以下の者を指します。 
 
 
１　中小企業の範囲 
 
　　中小企業基本法においては、中小企業の範囲を次のように定義しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２　小規模企業者の定義 
 
 
 
 
 
 
 
 
※　上記に掲げた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制

度によって「中小企業」として扱われる範囲が異なることがあります。 

　　各種の制度をご利用になる場合は、制度担当者にご確認ください。 

業　種　分　類 

製 造 業 ・ そ の 他 

卸　　　　売　　　　業 

小　　　　売　　　　業 

サ ー ビ ス 業 

　資本金３億円以下　又は　従業者数３００人以下 

　資本金１億円以下　又は　従業者数１００人以下 

資本金５千万円以下　又は　従業者数　５０人以下 

資本金５千万円以下　又は　従業者数１００人以下 

中小企業基本法の定義 

業　種　分　類 

製 造 業 ・ そ の 他 

商 業 ・ サ ー ビ ス 業 

従業員２０人以下 

従業員　５人以下 

中小企業基本法の定義 



１０７ 

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

問い合わせ先一覧 

○県関係部局 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８５０１ 

６３０-８０３１ 

６３５-００１５ 

０７４２-２７-８８０２ 

０７４２-２７-８８０４ 

０７４２-２７-８８０４ 

０７４２-２７-５４２２ 

０７４２-２７-８８０７ 

０７４２-２７-８８０７ 

０７４２-２７-８８０６ 

０７４２-２７-５４２４ 

０７４２-２７-７００５ 

０７４２-２７-８８１４ 

０７４２-２７-８８１３ 

０７４２-２７-８８７２ 

０７４２-２７-８８７３ 

０７４２-２７-８８２８ 

０７４２-２７-８８３２ 

０７４２-２７-８８３４ 

０７４２-２７-８７４６ 

０７４２-３３-０８１７ 

０７４５-２２-２７２７ 

奈良県産業・雇用振興部　　　　　
企画管理室　　 

奈良県産業・雇用振興部  商工課　
商工団体係 

奈良県産業・雇用振興部  商工課　
地域産業振興係 

奈良県産業・雇用振興部  商工課　
保安係 

奈良県産業・雇用振興部  商工課　
金融係 

奈良県産業・雇用振興部  商工課　
高度化資金係 

奈良県産業・雇用振興部　　　　　
商業振興課  商業振興係 

奈良県産業・雇用振興部　　　　　
商業振興課  消費振興係 

奈良県産業・雇用振興部　　　　　
産業支援課  産業創出促進係 

奈良県産業・雇用振興部　　　　　
産業支援課  科学技術振興係 

奈良県産業・雇用振興部　　　　　
企業立地推進課企業誘致グループ 

奈良県産業・雇用振興部  企業立地
推進課企業立地支援グループ 

奈良県産業・雇用振興部  企業立地
推進課ホテル誘致グループ 

奈良県産業・雇用振興部　　　　　
雇用労政課  労政福祉係 

奈良県産業・雇用振興部　　　　　
雇用労政課  雇用促進係 

奈良県産業・雇用振興部　　　　　
雇用労政課  能力開発係 

奈良県くらし創造部  景観・環境局
廃棄物対策課  循環型社会推進係 

奈良県工業技術センター　　　　
　 

奈良県産業会館 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　　　 

奈良市登大路町３０　　
　 

奈良市柏木町１２９-１　　
　 

大和高田市幸町２-３３ 

http://www.pref.nara.jp/　
dd_aspx_menuid-２６１５.htm 

　　　　　　　　　　　　　　
　　 

　　　　　　　　　　　　　　
　　 

http://www.pref.nara.jp/　
dd_aspx_menuid-１６６１.htm 

　　　　　　　　　　　　　　
　　 

　　　　　　　　　　　　　　
　　 

http://www.pref.nara.jp/　
dd_aspx_menuid-１６６２.htm 　　　　　　　　　　　　　　
　　 

http://www.pref.nara.jp/　
dd_aspx_menuid-１６６３.htm 　　　　　　　　　　　　　　
　　 

　　　　　　　　　　　　　　
　　 

http://www.pref.nara.jp/　
dd_aspx_menuid-２６５２.htm 

　　　　　　　　　　　　　　
　　 

　　　　　　　　　　　　　　
　　 

http://www.pref.nara.jp/　
dd_aspx_menuid-１６６４.htm 

　　　　　　　　　　　　　　
　　 

http://www.pref.nara.jp/ 
dd_aspx_menuid-１１９２１.htm 

http://www.pref.nara.jp/niit/
　 
http://www.mahoroba.

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

○市町村商工担当課 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

６３０-８５８０ 

６３５-８５１１ 

６３９-１１９８ 

６３２-８５５５ 

６３４-８５８６ 

０７４２-３４-４７４１ 

０７４５-２２-１１０１ 

０７４３-５３-１１５１ 

０７４３-６３-１００１ 

０７４４-２２-４００１ 

奈良市  商工労政課　　　　　　　
　 

大和高田市  産業振興課　　　　　
　 

大和郡山市  地域振興課　　　　　
　 

天理市  商工課　　　　　　　　　
　 

橿原市  商工経済課 

奈良市二条大路南　　　
１丁目１-１ 

大和高田市大字大中　　
１００-１ 

大和郡山市北郡山町　　
２４８-４ 

天理市川原城町６０５　　
　 

橿原市八木町１-１-１８ 

http://www.city.nara.nara.jp/
　 

http://www.city.　
yamatotakada.nara.jp/ 

http://www.city.　
yamatokoriyama.nara.jp/ 

http://www.city.tenri.nara.jp/
　 

http://www.city.kashihara. 
nara.jp/



１０８ 

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

６３３-８５８５ 

６３７-８５０１ 

６３９-２２９８ 

６３０-０２８８ 

６３９-０２９２ 

６３９-２１９７ 

６３３-０２９２ 

６３０-２３４４ 

６３６-８５８５ 

６３６-８５３５ 

６３６-０１９８ 

６３９-１０９５ 

６３６-０２０２ 

６３６-０２１３ 

６３６-０３９２ 

６３３-１２１２ 

６３３-１３０２ 

６３５-０１５４ 

６３４-０１１１ 

６３９-０２９３ 

６３６-８５１１ 

６３５-８５１５ 

６３６-８５０１ 

６３９-３１９２ 

６３８-８５０１ 

６３８-８５１０ 

６３８-０２９２ 

６３８-０３９２ 

６４８-０３９２ 

０７４４-４２-９１１１ 

０７４７-２２-４００１ 

０７４５-６２-３００１ 

０７４３-７４-１１１１ 

０７４５-７６-２００１ 

０７４５-６９-３００１ 

０７４５-８２-２４５７ 

０７４３-８５-００４７ 

０７４５-４５-１００１ 

０７４５-７３-２１０１ 

０７４５-７４-１００１ 

０７４３-５７-１５１１ 

０７４５-４４-２２１１ 

０７４５-４４-２００１ 

０７４４-３４-２０８０ 

０７４５-９４-２１０１ 

０７４５-９５-２００１ 

０７４４-５２-３３３４ 

０７４４-５４-２００１ 

０７４５-７６-１００１ 

０７４５-７３-２００１ 

０７４５-５５-１００１ 

０７４５-５７-０２００ 

０７４６-３２-３０８１ 

０７４７-５２-５５０１ 

０７４７-５２-０００１ 

０７４７-６２-２０３１ 

０７４７-６３-０３２１ 

０７４７-３７-２１０１ 

桜井市  商工振興課　　　　　　　
　 

五條市  農林商工観光課　　　　　
　 

御所市  観光振興課　　　　　　　
　 

生駒市  産業振興課　　　　　　　
　 

香芝市  商工農産課　　　　　　　
　 

葛城市  商工観光課　　　　　　　
　 

宇陀市  商工観光課　　　　　　　
　 

山添村  地域振興課　　　　　　　
　 

平群町  経済建設課　　　　　　　
　 

三郷町  建設経済課　　　　　　　
　 

斑鳩町  観光産業課　　　　　　　
　 

安堵町  産業課　　　　　　　　　
　 

川西町  産業振興課　　　　　　　
　 

三宅町  産業建設課　　　　　　　
　 

田原本町  産業観光課　　　　　　
　 

曽爾村  地域建設課　　　　　　　
　 

御杖村  産業建設課　　　　　　　
　 

高取町  事業課　　　　　　　　　
　 

明日香村  地域振興課　　　　　　
　 

上牧町  地域活性課　　　　　　　
　 

王寺町  建設産業課　　　　　　　
　 

広陵町  地域振興課　　　　　　　
　 

河合町  地域活性課　　　　　　　
　 

吉野町  観光商工課　　　　　　　
　 

大淀町  まちづくり課　　　　　　
　 

下市町  建設産業課　　　　　　　
　 

黒滝村  総務課　　　　　　　　　
　 

天川村  地域政策課　　　　　　　
　 

野迫川村  地域振興課 

桜井市大字粟殿４３２-１　
　 

五條市本町１丁目１-１　
　 

御所市１-３　　　　　　
　 

生駒市東新町８-３８　　
　 

香芝市本町１３９７　　　
　 

葛城市長尾８５　　　　
　 
宇陀市榛原区　　　　　
下井足１７-３ 

山辺郡山添村　　　　　
大字大西１５１ 

生駒郡平群町　　　　　
吉新１丁目１-１ 

生駒郡三郷町　　　　　
勢野西１丁目１-１ 

生駒郡斑鳩町　　　　　
法隆寺西３丁目７-１２ 

生駒郡安堵町　　　　　
大字東安堵９５８ 

磯城郡川西町結崎２８-１
　 

磯城郡三宅町伴堂６８９　
　 

磯城郡田原本町８９０-１　
　 
宇陀郡曽爾村　　　　　
大字今井４９５-１ 

宇陀郡御杖村　　　　　
大字菅野３６８ 

高市郡高取町　　　　　
大字観覚寺９９０-１ 

高市郡明日香村　　　　
大字岡５５ 

北葛城郡上牧町　　　　
大字上牧３３５０ 

北葛城郡王寺町　　　　
王寺２丁目１-２３ 

北葛城郡広陵町　　　　
大字南郷５８３-１ 

北葛城郡河合町　　　　
池部１丁目１-１ 

吉野郡吉野町　　　　　
大字上市８０-１ 

吉野郡大淀町　　　　　
大字桧垣本２０９０ 

吉野郡下市町　　　　　
大字下市１９６０ 

吉野郡黒滝村　　　　　
大字寺戸７７ 

吉野郡天川村　　　　　
大字沢谷６０ 

吉野郡野迫川村　　　　
大字北股８４ 

http://www.city.sakurai.　
nara.jp/ 

http://www.city.gojo.lg.jp/　
　 

http://www.city.gose.　
nara.jp/ 

http://www.city.ikoma.lg.jp/
　 

http://www.city.kashiba.　
nara.jp/ 

http://www.city.katsuragi. 
nara.jp/ 

http://www.city.uda.nara.jp/
　 

http://www.vill.yamazoe.　
nara.jp/ 

http://www.town.heguri.　
nara.jp/ 

http://www.town.sango.　
nara.jp/ 

http://www.town.ikaruga.　
nara.jp/ 

http://www.town.ando.　
nara.jp/ 

http://www.town.nara-
kawanishi.lg.jp/ 

http://www.town.miyake.　
nara.jp/ 

http://www.town.　
tawaramoto.nara.jp/ 

http://www.vill.soni.nara.jp/
　 

http://www.vill.mitsue.　
nara.jp/ 

http://www.town.takatori.　
nara.jp/ 

http://www.asukamura.jp/
　 

http://www１.ocn.ne.jp/ 
̃kanmaki/ 

http://www.town.oji.nara.jp/
　 

http://www.town.koryo.　
nara.jp/ 

http://www.town.kawai.　
nara.jp/ 

http://www.town.yoshino.　
nara.jp/ 

http://www.town.oyodo.　
nara.jp/ 

http://www.town.shimoichi.
nara.jp/ 

http://www.vill.kurotaki.　
nara.jp/ 

http://www.vill.tenkawa.　
nara.jp/ 

http://www.vill.nosegawa.　
nara.jp/



１０９ 

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

２０ 

６３７-１３３３ 

６３９-３８０３ 

６３９-３７０１ 

６３９-３５９４ 

６３３-２４９２ 

０７４６-６２-０００４ 

０７４６８-６-００１６ 

０７４６８-２-０００１ 

０７４６-５２-０１１１ 

０７４６-４２-０４４１ 

十津川村  村づくり推進課　　　　
　 

下北山村  産業建設課　　　　　　
　 

上北山村  地域産業課　　　　　　
　 

川上村  地域振興課　　　　　　　
　 

東吉野村  地域振興課 

吉野郡十津川村　　　　
大字小原２２５-１ 

吉野郡下北山村　　　　
大字寺垣内９８３ 

吉野郡上北山村　　　　
大字河合３３０ 

吉野郡川上村　　　　　
大字迫１３３５-７ 

吉野郡東吉野村　　　　
大字小川９９ 

http://www.vill.totsukawa. 
lg.jp/ 

http://www.vill.　
shimokitayama.nara.jp/ 

http://vill.kamikitayama.　
nara.jp/ 

http://www.vill.kawakami.　
nara.jp/ 

http://www.vill.　
higashiyoshino.nara.jp/

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

○県内の支援機関 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２７ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

６３０-８０３１ 

６３０-８０３１ 

６３０-８０３１ 

６３０-８０３１ 

６３０-８０３１ 

６３０-８２１３ 

６３０-８２１３ 

６３０-８２１３ 

６３０-８５８６ 

６３５-００９５ 

６３４-００６３ 

６３０-０２５７ 

６３９-１１６０ 

６３２-００１６ 

６３３-００６３ 

６３７-００４１ 

６３９-２２０６ 

６３９-０２４４ 

６３９-２１４７ 

６３３-０２５３ 

６３０-２３０２ 

６３２-０２２１ 

０７４２-３６-８３１０ 

０７４２-３６-８３１１ 

０７４２-３６-８３１２ 

０７４２-３６-８３１３ 

０７４２-３６-８３１６ 

０７４２-２２-３２００ 

０７４２-２２-４４１１ 

０７４２-２２-４４１２ 

０７４２-２６-６２２２ 

０７４５-２２-２２０１ 

０７４４-２８-４４００ 

０７４３-７４-３５１５ 

０７４３-５３-５９５５ 

０７４３-６２-１９４５ 

０７４４-４３-０１３１ 

０７４７-２３-２１１６ 

０７４５-６５-１２０１ 

０７４５-７７-４３２８ 

０７４５-６９-２４８０ 

０７４５-８２-２２１１ 

０７４３-９２-０９３９ 

０７４３-８２-０６７６ 

（財）奈良県中小企業支援センター　
総務調整課 

（財）奈良県中小企業支援センター　
金融支援課　金融支援係 

（財）奈良県中小企業支援センター　
経営支援課　経営支援係 

（財）奈良県中小企業支援センター　
新事業支援課　新事業支援係 

（財）奈良県中小企業支援センター　
地域結集型共同研究推進室 

奈良県中小企業団体中央会　　　
　 

奈良県商工会連合会　　　　　　
　 

奈良県商工会連合会　管理指導課
　 

奈良商工会議所　　　　　　　　
　 

大和高田商工会議所　　　　　　
　 

橿原商工会議所　　　　　　　　
　 

生駒商工会議所　　　　　　　　
　 

大和郡山市商工会　　　　　　　
　 

天理市商工会　　　　　　　　　
　 

桜井市商工会　　　　　　　　　
　 

五條市商工会　　　　　　　　　
　 

御所市商工会　　　　　　　　　
　 

香芝市商工会　　　　　　　　　
　 

葛城市商工会　　　　　　　　　
　 

宇陀商工会　　　　　　　　　　
　 

月ヶ瀬商工会　　　　　　　　　
　 

都祁商工会 

奈良市柏木町１２９-１　　
　 

奈良市柏木町１２９-１　　
　 

奈良市柏木町１２９-１　　
　 

奈良市柏木町１２９-１　　
　 

奈良市柏木町１２９-１　　
　 

奈良市登大路町３８-１　
　 

奈良市登大路町３８-１　
　 

奈良市登大路町３８-１　
　 

奈良市登大路町３６-２　
　 

大和高田市大中１０６-２　
　 

橿原市久米町６５２-２　　
　 

生駒市元町１-６-１２　　　
　 
大和郡山市　　　　　　
北郡山町１８５-３ 

天理市川原城町３６１　　
　 

桜井市川合２６０-２　　　
　 

五條市本町３-１-１３　　　
　 

御所市竹田前６０-２１　　
　 

香芝市本町１３９６-３　　
　 

葛城市新庄４５４-２　　　
　 

宇陀市榛原区萩原１６０-１
　 

奈良市月ヶ瀬尾山２７９０
　 
奈良市都祁白石町　　　
１１９２-２３３ 

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 

　　

http://www.nashien.or.jp/　 
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　
　 

http://www.nashien.or.jp/　
koto-nara/ 

http://www.chuokai-
nara.or.jp/ 

http://www.shokoren-
nara.or.jp/ 　　　　　　　　　　　　　　
　 

http://www.nara-cci.or.jp/　
　 

http://www.yamatotakada-
cci.or.jp/ 

http://www.kashihara-cci.　
or.jp/ 

http://www１.kcn.ne.jp/　
̃ikomacci/ 

http://www.yamato-
koriyama.com/ 

http://www.tenshoko.com/
　 

http://www.sakuraishoko.　
org/ 

http://www１.ocn.ne.jp/　
̃goshoko/ 

http://www３.ocn.ne.jp/　
̃gose/ 

http://www.eonet.ne.jp/%７
Ekashoko/ 

http://www.shinjyo.jp/　　
　 

http://www.shokokai.or.jp/ 
uda/ 

http://web１.kcn.jp/　
tukigase/ 

http://www５.ocn.ne.jp/%７
Etsuge/



１１０ 

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

２８ 

６３０-２３４４ 

６３６-０９３６ 

６３６-０８１２ 

６３６-０１５３ 

６３９-１０６１ 

６３６-０２０２ 

６３６-０２１３ 

６３６-０２４６ 

６３５-０１５４ 

６３４-０１１２ 

６３９-０２１４ 

６３６-０００２ 

６３５-０８２１ 

６３６-００５３ 

６３９-３１１４ 

６３８-０８２１ 

６３８-００４１ 

６３８-０２５１ 

６３８-０３０１ 

６３７-１３３２ 

６３９-３８０３ 

６３９-３７０１ 

６３９-３５５３ 

６３３-２４２１ 

６３９-１１６０ 

６３６-０１５３ 

６３３-００６３ 

６３５-０８２１ 

６３７-００４１ 

０７４３-８５-００３３ 

０７４５-４５-１３００ 

０７４５-７２-７４６２ 

０７４５-７４-２５００ 

０７４３-５７-１５１１ 

０７４５-４４-０４８０ 

０７４５-４４-４６２８ 

０７４４-３２-２５５２ 

０７４４-５２-３１６８ 

０７４４-５４-２０６８ 

０７４５-７７-５１１１ 

０７４５-７２-５１０５ 

０７４５-５５-３５３５ 

０７４５-５６-２３３５ 

０７４６-３２-３２４４ 

０７４７-５２-９５５５ 

０７４７-５２-８７１７ 

０７４７-６２-２１２８ 

０７４７-６３-０８１８ 

０７４６-６２-０１３２ 

０７４６８-６-０４４６ 

０７４６８-３-００７４ 

０７４６-５２-０１２７ 

０７４６-４２-０２２９ 

０７４３-５３-５５１１ 

０７４５-７４-２５６４ 

０７４４-４３-０１３６ 

０７４５-５５-９３５５ 

０７４７-２３-２１１６ 

山添村商工会　　　　　　　　　
　 

平群町商工会　　　　　　　　　
　 

三郷町商工会　　　　　　　　　
　 

斑鳩町商工会　　　　　　　　　
　 

安堵町商工会　　　　　　　　　
　 

川西町商工会　　　　　　　　　
　 

三宅町商工会　　　　　　　　　
　 

田原本町商工会　　　　　　　　
　 

高取町商工会　　　　　　　　　
　 

明日香村商工会　　　　　　　　
　 

上牧町商工会　　　　　　　　　
　 

王寺町商工会　　　　　　　　　
　 

広陵町商工会　　　　　　　　　
　 

河合町商工会　　　　　　　　　
　 

吉野町商工会　　　　　　　　　
　 

大淀町商工会　　　　　　　　　
　 

下市町商工会　　　　　　　　　
　 

黒滝村商工会　　　　　　　　　
　 

天川村商工会　　　　　　　　　
　 

十津川村商工会　　　　　　　　
　 

下北山村商工会　　　　　　　　
　 

上北山村商工会　　　　　　　　
　 

川上村商工会　　　　　　　　　
　 

東吉野村商工会　　　　　　　　
　 

北和地区商工会広域協議会　　　
　 

生駒郡商工会広域協議会　　　　
　 

中和地区商工会広域協議会　　　
　 

葛城地区商工会広域協議会　　　
　 
五條・十津川地区商工会　　　　　
広域協議会 

山辺郡山添村大西１５１　
　 
生駒郡平群町　　　　　
福貴１０３７-２ 

生駒郡三郷町　　　　　
勢野西１-２-２ 

生駒郡斑鳩町　　　　　
龍田南１-３-４９ 

生駒郡安堵町東安堵９５８
　 

磯城郡川西町結崎２１７-１
　 

磯城郡三宅町伴堂６８５-３
　 
磯城郡田原本町　　　　
千代３５６-１７ 

高市郡高取町　　　　　
観覚寺９９０-１ 

高市郡明日香村　　　　
島ノ庄５-２ 

北葛城郡上牧町　　　　
上牧３４２６-１ 

北葛城郡王寺町　　　　
王寺２-１-１８ 

北葛城郡広陵町笠１６２　
　 
北葛城郡河合町　　　　
池部１-２-１２ 

吉野郡吉野町丹治１６３-１
　 

吉野郡大淀町下渕９０６-１
　 

吉野郡下市町下市１２５　
　 

吉野郡黒滝村寺戸６６-１
　 

吉野郡天川村川合３１９-４
　 
吉野郡十津川村　　　　
武蔵１０-１ 

吉野郡下北山村　　　　
寺垣内１０８５ 

吉野郡上北山村　　　　
河合３６０-８ 

吉野郡川上村迫１３３５-３
　 

吉野郡東吉野村小川５１
　 
大和郡山市　　　　　　
北郡山町１８５-３ 

生駒郡斑鳩町　　　　　
龍田南１-３-４９ 

桜井市川合２６０-２　　　
　 

北葛城郡広陵町笠１６２　
　 

五條市本町３-１-１３ 

http://web１.kcn.jp/　
yamazoes/ 

http://www.eonet.ne.jp/　
̃heguri-s/ 

http://www.sanshoko.com/
　 

http://www.shokokai.or.jp/ 
ikaruga/ 

http://www６.ocn.ne.jp/%７
Eanshoko/ 

http://web1.kcn.jp/　
kawanisityou-syoukoukai/ 

http://www.shokokai.or.jp/ 
miyake/ 

http://www.shokokai.or.jp/ 
tawaramoto/ 

http://www５.kcn.ne.jp/　
̃taka-sho/ 

http://web１.kcn.jp/asuka/
　 

http://www.shokokai.or.jp/ 
kanmaki/ 

http://www.shokokai.or.jp/ 
oji/ 

http://www.koryonet.or.jp/
　 

http://www.shokokai.or.jp/ 
kawai/ 

http://www.yoshino.ne.jp/　
wakwak/ 

http://www.ooyodo.org/　　
　 

http://www２.ocn.ne.jp/　
̃simoichi/home.htm 

http://www５.kcn.ne.jp/　
̃ksci/ 

http://www.ntcs.ne.jp/　
tenkawa/ 

http://www.totsukawa.org/
　 

http://www.yoshino.or.jp/　
shimokita/ 

http://www.yoshino.or.jp/　
kamikita/ 

http://www.yoshino.or.jp/　
kawakami/ 

http://www.shokokai.or.jp/ 
higashiyoshino/ 

http://nara-hokuwa.com/　
　 

http://www.shokoren-nara. 
or.jp/ikoma/ 

http://www.yamato-chuwa. 
jp/ 

http://www.koryonet.or.jp/ 
kouiki/



１１1

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

２８ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

６３９-３１１４ 

６３８-００４１ 

６３０-８０３１ 

６３０-８０３１ 

６３０-８０３１ 

０７４６-３４-２０２２ 

０７４７-５２-９５５８ 

０７４２-３６-７３７０ 

０７４２-３４-６１１５ 

０７４２-３３-０８６３ 

吉野地区商工会広域協議会　　　
　 

中吉野地区商工会広域協議会　　
　 

（社）奈良工業会　　　　　　　　　
　 

（社）発明協会  奈良県支部　　　　
　 

奈良県知的所有権センター
 

吉野郡吉野町丹治１６３-１
　 

吉野郡下市町下市１２５　
　 

奈良市柏木町１２９-１　　
なら産業活性化プラザ２階 

奈良市柏木町１２９-１　　
なら産業活性化プラザ２階 

奈良市柏木町１２９-１ なら産業活性化プ
ラザ２階（（社）発明協会奈良県支部内）

 

http://www.yoshino.or.jp/　
yoshino-k/ 

http://www.yoshino.or.jp/　
nakayoshino-k/ 

http://www.nara-ia.or.jp/　
　 

http://www４.kcn.ne.jp/　
̃jiiinara/

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

○信用保証協会、政府系金融機関 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

６３０-８６６８ 

６３５-００１５ 

６３０-８１１５ 

６３０-８２５３ 

０７４２-３３-０５５２ 

０７４５-２２-９５５１ 

０７４２-３５-９９１０ 

０７４２-２３-８０４１ 

奈良県信用保証協会（本店）　　　
　 

奈良県信用保証協会（高田支店）　
　 

（株）日本政策金融公庫  奈良支店　
中小企業事業 

（株）日本政策金融公庫  奈良支店　
国民生活事業 

奈良市法蓮町１６３-２　　
　 

大和高田市幸町２-３３　
　 

奈良市大宮町７-１-３３　　
　 

 奈良市内侍原町５１-１ 

http://www.nara-cgc.or.jp/
　 

　　　　　　　　　　　　　　
　 

http://www.jfc.go.jp/

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

○国の機関、国の関係機関 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

１００-８９１２ 

５４０-８５３５ 

５４０-８５３５ 

５４３-００６１ 

１０５-８４５３ 

０３-３５０１-１８１６ 

０６-６９６６-６０２２ 

０６-６７７２-６０１７ 

０６-６７７２-５００４ 

０３-５４７０-１５１９ 

中小企業庁  創業・技術課　　　　
　 

近畿経済産業局　　　　　　　　
産業部  製造産業課 

近畿経済産業局　　　　　　　　
地域経済部  技術課 

近畿経済産業局  地域経済部　　　
産学官連携推進課  特許室 

（独）中小企業基盤整備機構　　　　
広報統括室  広報課 

東京都千代田区　　　　
霞が１-３-１ 

大阪市中央区　　　　　
大手前１-５-４４ 

大阪市中央区　　　　　
大手前１-５-４４ 

大阪市天王寺区伶人町２-７ 
関西特許情報センター内 

東京都港区虎ノ門３-５-１ 

http://www.chusho.meti.　
go.jp/ 

　　　　　　　　　　　　　　
http://www.kansai.meti.　
go.jp/ 

 

http://www.kansai.meti.　
go.jp/ 

http://www.smrj.go.jp/

部　署　名 郵便番号 住　　　所 ＴＥＬ ＨＰアドレス 

○大学、研究機関等 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

６１９-０２３７ 

６１９-０２３７ 

６３９-０１９２ 

６３０-８５０６ 

６３４-８５２１ 

６３９-１０８０ 

０７７４-９８-２２４０ 

０７７４-９５-５０４７ 

０７４３-７２-５０７３ 

０７４２-２０-３７６２ 

０７４４-２２-３０５１ 
（代表） 
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（財）関西文化学術研究都市推進機構
新産業創出交流センター事業部 

（財）関西文化学術研究都市推進機構新産業
創出交流センター「都市エリア事業事務局」 

奈良先端科学技術大学院大学　　　
事務局  教育研究支援部  研究協力課 

奈良女子大学  事務局  研究協力課
　 

奈良県立医科大学　　　　　　　
事務局  法人企画部  研究推進課 

奈良高等工業専門学校  産学交流室 

京都府相楽郡精華町１-７
けいはんなプラザ・ラボ棟３階 

京都府相楽郡精華町１-７
けいはんなプラザ・ラボ棟３階 

生駒市高山町８９１６ー５　
　 

奈良市北魚屋東町　　　
　 

橿原市四条町８４０　　　
　 

大和郡山市矢田町２２ 

http://keihanna.biz/　　　　
　 

http://keihanna.biz/　　　　
　 

http://www.naist.jp/index_ 
j.html 

http://www.nara-wu.ac.jp/　
　 

http://www.naramed-u.　
ac.jp/ 

http://www.nara-k.ac.jp/
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